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号也
自問

第
一
節

ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
の
登
場

行
政
処
分
手
続
の
公
正
さ
を
高
め
る
方
法
の
一
つ
に
、
事
案
を
調
査
・
訴
追
す
る
権
限
と
裁
決
す
る
権
限
と
を
切
り
離
し
別
個
の
人

間
が
各
々
こ
れ
ら
を
行
使
す
る
こ
と

(
本
稿
で
は
こ
れ
を
職
能
分
離
と
呼
ん
で
い
る
)

に
よ
り
裁
決
権
限
の
独
立
性
を
高
め
る
と
い
う
方
法

が
あ
る
。
合
衆
国
で
は
職
能
分
離
の
形
態
は
内
部
分
離
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
完
全
分
離
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
に
大
別
さ
れ
て
い
る
。
内
部
分

離
の
方
式
に
よ
る
職
能
分
離
と
は
、

一
個
の
行
政
機
関
に
調
査
・
訴
追
・
裁
決
権
限
を
帰
属
さ
せ
つ
つ
も
、
当
該
行
政
機
関
の
内
部
で
は
、

あ
る
事
案
に
つ
き
裁
決
権
限
を
担
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
官
吏
が
そ
の
他
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
を
禁
じ
、
あ
る
い
は
自
己
が
裁
決
を
担

当
し
て
い
る
事
案
に
つ
き
調
査
・
訴
追
に
あ
た
っ
た
他
の
官
吏
と
情
報
を
交
換
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
調
査
・

訴
追
等
の
行
政
権
限
と
裁
決
権
限
を
担
当
す
る
部
門
と
を
分
け
、
各
々
に
専
門
的
に
従
事
す
る
官
吏
を
お
く
職
能
分
離
の
方
式
を
完
全
分
離

(

1

)

(

2

)

 

と
い
う
。
行
政
手
続
法
は
前
者
の
内
部
分
離
方
式
を
採
用
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
一
九
四
七
年
の
い
わ
ゆ
る
タ
フ
ト
・
ハ

i
ト
レ

1
法
制

(
3
)
 

定
後
の
全
国
労
働
関
係
局
は
完
全
分
離
の
形
態
を
と
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(4) 

で
は
移
民
法
領
域
で
は
い
か
な
る
形
態
の
職
能
分
離
が
採
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、

現
行
法
制
定
前
の
一
九
一
七
年
法
下
に
お
い
て
は
裁
決
権
の
独
立
と
い
う
要
請
の
充
足
度
は
き
わ
め
て
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

同
一
の
入
国
審
査
官
が
、
係
争
中
の
移
民
法
違
反
事
件
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
、
事
実
を
報
告
し
、
令
状
を
送
達
し
、
裁
決
を
行
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
な
制
度
の
公
正
さ
に
対
し
て
は
前
章
第
四
節
で
み
た
よ
う
に
学
説
・
裁
判
例
よ
り
強
い
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
批
判
に
対
応
す
べ
き
第
一
次
的
責
任
を
負
う
は
ず
の
連
邦
議
会
は
移
民
法
上
の
国
外
退
去
手
続
に
お
け
る
裁

決
権
者
の
独
立
性
を
高
め
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
議
会
は
一
九
四
八
年
に
、
移
民
帰
化
局
に
よ
る
国
外
退
去
手

(
5
)
 

続
は
行
政
手
続
法
の
適
用
の
対
象
外
で
あ
る
と
い
う
態
度
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
判
断
の
実
質
的
な
根
拠
の
一
つ
は
、
独
立
し
た
裁

(
6
)
 

と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
逆
に
行
政
手
続
法
が
移
民
法

決
権
者
を
移
民
手
続
で
創
設
す
る
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
コ
ス
ト
が
か
か
り
す
ぎ
る
、

上
の
手
続
に
も
適
用
が
あ
る
と
さ
れ
る
と
す
る
と
、
移
民
法
上
の
「
職
能
融
合
」
状
態
は
行
政
手
続
法
違
反
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
問
題
の

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (8・完)

焦
点
は
こ
の
よ
う
に
行
政
手
続
法
が
移
民
法
上
の
手
続
に
も
適
用
が
あ
る
か
否
か
に
収
飲
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
右
の
点
は
、
行
政

手
続
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
関
す
る
諸
々
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
の
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
制
定
法
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
場

(
7
)
 

合
の
み
で
あ
る
と
す
る
行
政
手
続
法
の
規
定
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
移
民
帰
化
局
は
、
移
民
手
続

に
お
け
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
法
律
上
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
法
律
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
解
釈
に
よ
り
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
故
、
行

(
8
)
 

政
手
続
法
の
適
用
は
な
い
、
と
い
う
立
場
に
依
拠
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
裁
判
例
は
退
去
強
制
手
続
法
へ
の
行
政
手
続
法
の
適
用
の
有
無
に

(
9
)
 

っ
き
消
極
説
に
立
つ
も
の
と
積
極
説
に
た
つ
も
の
と
に
分
裂
し
て
い
た
。
連
邦
最
高
裁
が
こ
の
間
題
の
解
決
を
は
か
る
と
と
も
に
、
移
民
法

制
度
上
の
職
能
分
離
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
判
断
を
下
し
た
の
は
一
九
五

O
年
に
至
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ

、ハ
U
J

ン
判
決
(
巧

o
s
J
F
Z
P口
問
〈
・
宮
内
の
『
白
血
)
で
あ
る
。

(

日

)

(

ロ

)

三
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
は
、
行
政
手
続
法
の
適
用
範
囲
を
め
ぐ
る
も
の
と
し
て
も
、
ま
た
、
移
民
法
制
度
に
与
え
た
影
響
の
大

(
日
)

き
さ
と
い
う
点
か
ら
し
で
も
著
名
な
も
の
で
あ
る
。
事
案
は
、
滞
在
期
間
超
過
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
原
告
は
、

(
H
H
)
 

退
去
強
制
の
た
め
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
政
手
続
法
第
五
条
(

C

)

項
|
|
職
能
分
離
に
関
す
る
規
定
|
|
に
沿
っ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を

北法46(1・5)5

捉
え
て
違
法
と
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
政
府
側
は
、
行
政
手
続
法
は
退
去
強
制
手
続
に
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て
こ
れ
に
反
論
し
て
い
た
。



説

(

日

)

(

日

山

)

(

口

)

第
一
審
・
控
訴
審
と
も
政
府
側
の
主
張
を
認
め
た
が
、
連
邦
最
高
裁
法
廷
意
見
は
、
行
政
手
続
法
が
退
去
強
制
手
続
に
も
適
用
が
あ
る
と
し

(
時
)

た
う
え
で
、
そ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
政
手
続
法
の
定
め
る
職
能
分
離
の
要
件
を
充
足
し
て
い
な
い
こ
と
を
も
っ
て
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
の

吾ム
匝岡

暇
抗
の
存
在
を
肯
定
し
た
。

本
判
決
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
行
政
手
続
法
を
移
民
法
に
適
用
で
き
る
よ
う
解
釈
し
な
い
と
、
憲
法
と
移
民
法
と
が
抵
触
す
る
危
険
性
が

北法46(1・6)6

生
じ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
は
、
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
は
公
正
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
あ
る
が
、
公
正
な
ヒ
ア
リ
ン
グ

と
は
、
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
不
偏
性
の
基
準
に
合
致
し
た
審
判
機
関
の
前
で
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
、

よ
り
剥
奪
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
利
益
は
財
産
権
!
ー
そ
の
剥
奪
の
際
に
は
行
政
手
続
法
の
適
用
が

と
し
た
後
、
退
去
強
制
処
分
に

(
法
律
上
明
文
の
適
用
排
除
条
項
が

な
け
れ
ば
)

な
さ
れ
る

l
l
等
と
比
し
て
よ
り
重
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
財
産
利
益
の
剥
奪
の
際
よ
り
も
薄
い
手
続
的
保
護
し
か
退
去
強

制
処
分
の
相
手
方
に
対
し
て
な
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
疑
義
が
生
じ
る
余
地
が
あ
る
、
と
い
う
の
で

(
凶
)

あ
る
。
本
判
決
で
連
邦
最
高
裁
が
こ
の
よ
う
に
解
し
た
背
景
に
は
、
移
民
法
上
の
手
続
の
公
正
さ
が
右
の
「
職
能
融
合
」
に
よ
り
か
な
り
の

程
度
侵
食
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
、
及
ぴ
、
処
分
の
結
果
が
与
え
る
被
処
分
者
に
対
す
る
打
撃
の
程
度
の
大
き
さ
へ
の
配
慮
が
存
在
し
て

(
初
)

い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

四

移
民
法
に
お
け
る
職
能
分
離
を
め
ぐ
っ
て
発
生
し
て
い
た
批
判
に
は
、
長
期
間
連
邦
議
会
も
対
応
す
る
こ
と
も
な
く
、
行
政
機
関
も

制
度
改
正
を
行
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
が
行
政
手
続
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
制
度
改
正
へ
の
大
き

(
幻
)

な
第
一
歩
が
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
行
政
手
続
法
と
い
う
一
般
法
の
制
定
が
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決

を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
の
論
理
に
素
直
に
従
え
ば
、
連
邦
議
会
は
行
政
手
続
法
の
趣
旨
に

従
っ
て
法
改
正
を
す
べ
き
こ
と
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
に
対
し
て
連
邦
議
会
が
み
せ
た
対
応
は

そ
れ
と
は
逆
方
向
の
も
の
で
あ
っ
た
。



第
二
節

制
度
の
改
正
と
そ
の
後
の
連
邦
最
高
裁

ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
の
登
場
に
対
し
て
連
邦
議
会
は
す
ば
や
い
対
応
を
見
せ
た
。
対
応
の
方
向
は
要
す
る
に
連
邦
最
高
裁
判
(
勾
)

決
の
見
解
を
拒
否
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
議
会
は
一
九
五

O
年
九
月
二
七
日
制
定
の
一
九
五
一
年
度
補
正
予
算
法

の
付
加
条
項
に
お
い
て
、
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
手
続
に
は
行
政
手
続
法
五
条
、
七
条
及
び
八
条
の
規
定
の
適
用
は
な
い
と
規
定
し
た
の
で

(
幻
)

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
連
邦
議
会
が
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
を
立
法
で
覆
し
た
理
由
は
、
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
に
従
っ
た
ヒ
ア
リ

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (8・完)

ン
グ
を
行
う
た
め
に
聴
聞
官
を
設
け
る
上
で
推
計
四

O
O万
ド
ル
の
コ
ス
ト
が
か
か
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
る
と

(M) 

説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
真
の
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
コ
ス
ト
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
の
示

(
お
)

し
た
立
場
が
政
府
の
行
政
政
策
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

現
行
法
も
ま
た
、
出
入
国
管
理
国
籍
法
に
定
め
る
手
続
が
退
去
強
制
に
は
「
唯
一
か
つ
独
占
的
な
」

(
g
z
g
a
z己
5
2
m
)
も
の

(

お

)

(

幻

)

で
あ
る
と
定
め
、
一
九
五
一
年
度
補
正
予
算
法
で
の
立
場
を
継
承
し
た
。
も
っ
と
も
、
現
行
の
一
九
五
二
年
法
と
行
政
手
続
法
の
提
案
者
は

と
も
に
マ
ッ
カ
ラ
ン
上
院
議
員
と
ウ
ォ
ル
タ

l
下
院
議
員
で
あ
り
、
内
容
的
に
も
一
九
五
二
年
法
は
行
政
手
続
法
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
で

(
お
)

あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
す
る
と
、

一
九
五
二
年
法
は
行
政
手
続
法
の
影
響
を
相
当
受
け
た
内
容
と
な
っ
た

よ
う
に
も
み
え
、

ま
た
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
退
去
強
制
手
続
に
関
す
る
規
定
は
従
前
よ
り
も
飛
躍
的
に
整
備
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

職
能
分
離
に
関
し
て
は
行
政
手
続
法
よ
り
も
か
な
り
弱
め
ら
れ
た
形
態
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

(
鈎
)

審
理
官
も
自
己
が
調
査
に
参
加
し
た
事
件
の
手
続
を
行
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
が
、
な
お
特
別
審
理
官
を
調
査
か
ら
完
全
に
分
離
す
る
こ
と

、

(

鈎

)

(

幻

)

は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
訴
追
権
と
裁
決
権
と
の
分
離
は
計
ら
れ
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
特
別
審
理
官
は
司
法
長
官
及
び
移

(
詑
)

民
帰
化
局
地
方
長
官
の
指
揮
監
督
に
服
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
特
別
審
理
官
の
判
断
が
人
種
的
偏
見
と
敵
悔
心
に
よ
っ
て
左
右

一
九
五
二
年
法
に
よ
り
、

い
か
な
る
特
別

北法46(1・7)7



説

さ
れ
る
危
険
が
多
分
に
あ
り
、
特
に
国
家
安
全
保
障
の
見
地
か
ら
な
さ
れ
る
政
治
的
理
由
に
基
づ
く
入
国
許
否
・
退
去
強
制
事
由
が
適
用
さ

(
お
)

れ
る
場
合
に
は
こ
の
危
険
性
が
さ
ら
に
増
す
で
あ
ろ
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

北法46(1・8)8

論

三
一
九
五
二
年
法
の
採
用
し
た
職
能
分
離
の
形
態
が
行
政
手
続
法
及
び
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
の
が
マ

l

(
泌
)

セ
ロ
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
し
か
し
連
邦
最
高
裁
は
、
一
九
五
二
年
法
の
制
定
経
緯
か
ら
し
て
行
政
手
続
法
の
適
用
は
退
去
強
制
処

(
お
)

分
に
は
な
い
こ
と
を
詳
細
に
説
示
し
た
後
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
件
制
度
の
下
で
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
関

係
が
問
題
と
な
る
点
は
、
特
別
審
理
官
が
調
査
訴
追
権
を
有
す
る
官
吏
の
指
揮
監
督
下
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
制

度
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
公
正
さ
を
奪
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
先
例
は
な
い
こ
と
、
及
び
連
邦
議
会
が
移
民
事
項
に
対
し
て
特
に
広
い

裁
量
権
を
行
使
す
る
際
に
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
考
慮
要
素
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
職
能
分
離
制
度
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ

(
お
)

ス
に
反
す
る
と
の
主
張
を
簡
単
に
退
け
て
い
る
。
右
の
説
示
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、

マ
1
セ
ロ
判
決
は
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
に

ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

マ
1
セ
ロ
判
決
と
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
と
の
聞
に
は
、
争
わ
れ
た
制
度
の
内
容
に
変
化
が
み
ら
れ
る
た
め
、
両
判
決
の
理
由
づ
け

の
間
に
抵
触
が
存
す
る
か
否
か
は
必
ず
し
も
一
義
的
に
明
白
と
は
い
え
な
い
が
、
マ

l
セ
ロ
判
決
の
右
説
示
に
対
し
て
は
、
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・

(
幻
)

サ
ン
判
決
を
完
全
に
無
視
す
る
も
の
と
の
評
価
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
の
持
つ
意
義
が
、

てf

セ
ロ
判
決
に
よ
り
か
な
り
の
限
定
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、

て
い
る
が
、
ダ
グ
ラ
ス
に
よ
る
そ
れ
は
事
後
法
の
禁
止
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ブ
ラ
ッ
ク

(
お
)

政
手
続
法
の
規
定
の
適
用
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
憲
法
判
断
を
回
避
し
て
い
る
。

マ
l
セ
ロ
判
決
に
は
二
つ
の
反
対
意
見
が
付
さ
れ

(
フ
ラ
ン
ク
フ

7
1
タ
l
同
調
)
は--
f丁

こ
の
よ
う
に
退
去
強
制
処
分
手
続
に
つ
い
て
一
九
五
二
年
法
制
定
当
初
の
職
能
分
離
制
度
は
連
邦
最
高
裁
に
よ
り
合
憲
で
あ
る
と
判

断
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
れ
に
対
す
る
制
度
論
と
し
て
の
批
判
は
な
お
残
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
論
者
は
一
九
五
二
年
法
の
下
で
の
職
能
分
離
に

四



(

却

}

(

州

制

)

向
け
ら
れ
た
批
判
を
三
点
に
要
約
し
て
い
る
。
第
一
は
聴
聞
官
に
法
的
な
訓
練
が
欠
け
て
い
る
者
が
任
命
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二

は
特
別
審
理
官
が
調
査
訴
追
権
限
を
行
使
し
た
個
別
の
事
案
で
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
う
こ
と
は
禁
止
さ
れ
た
も
の
の
、
な
お
訴
追
権
限
と
裁
決

権
限
と
を
行
使
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
職
能
分
離
が
不
完
全
で
あ
る
こ
と
、
第
三
は
聴
聞
官
(
す
な
わ
ち
特
別
審
理
官
)
が
移
民

帰
化
局
の
官
吏
に
よ
り
指
揮
監
督
を
受
け
て
お
り
こ
れ
は
適
正
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
欠
点
は
一
九
五
六

年
に
行
わ
れ
た
制
度
改
正
に
よ
り
あ
る
程
度
克
服
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
特
別
審
理
官
の
占
め
る
す

(
引
)

べ
て
の
地
位
に
法
曹
有
資
格
者
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
、
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
相
手
方
外
国
人
が
退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
争
つ

(
位
)

て
い
る
場
合
に
つ
き
、
当
該
事
案
の
訴
追
に
関
す
る
局
面
と
裁
決
に
関
す
る
局
面
と
を
分
け
、
前
者
の
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
訴
追
担
当

(

刊

日

)

が
任
命
さ
れ
、
特
別
審
理
官
は
後
者
の
役
割
の
み
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
第
三
点
目
の
批
判
に
対
応
す

官
(
丹
江
色
白

5
2
3
)

手続的デュー・プロセス理論のー断面(8・完)

る
た
め
に
、
特
別
審
理
官
に
対
し
て
直
接
の
指
揮
監
督
権
を
も
っ
者
を
地
方
特
別
審
理
官
(
河
品

5
E
-
S巾
己
包

FOE-ミ

2
2
2『
印
)
と
し
た
。

地
方
特
別
審
理
官
は
主
席
特
別
審
理
官
(
の
宝
え
∞
宮
内

E
-
2
5ミ
O
R
月
巾
「
)
に
対
し
て
の
み
責
任
を
負
う
も
の
と
さ
れ
、
こ
う
す
る
こ
と

(
斜
)

に
よ
っ
て
、
訴
追
・
調
査
権
限
を
も
っ
移
民
帰
化
局
官
吏
か
ら
特
別
審
理
官
を
分
離
す
る
こ
と
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
一
九
五
六
年
の
規
則
改
正
に
よ
っ
て
も
な
お
特
別
審
理
官
が
移
民
帰
化
局
の
一
部
と
さ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
職
務
の
独
立
性
が
不
十

(

必

)

(

必

)

分
で
あ
る
と
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
特
別
審
理
官
の
権
能
が
裁
決
に
限
定
さ
れ
、
か
っ
そ
の
職
の
独
立
性
が

維
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

一
九
八
三
年
に
新
た
に
創
設
さ
れ
た
移
民
審
査
行
政
局
(
開

5
2
2一巾
O
B
2
2「
E
E悶
E
C
O
ロ

河
内
〈
広
岩
)

に
特
別
審
理
官
が
移
さ
れ
、
す
べ
て
の
特
別
審
理
官
は
法
曹
有
資
格
者
(
言
。
ロ
ミ
印
)

で
あ
り
、

そ
の
唯
一
の
責
務
が
裁
決
を
行

う
こ
と
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

北法46(1・9)9

五

合
衆
国
移
民
法
で
は
こ
の
よ
う
に
一
九
五
二
年
法
制
定
以
降
も
職
能
分
離
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
判
決
で
あ

一
九
五
二
年
法
の
定
め
る
職
能
分
離
制
度
で
あ
っ
て
も
手
続
的
デ
ュ

i
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
を
満
た
す
と
こ

る
マ

l
セ
ロ
判
決
に
よ
れ
ば
、



説

ろ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
退
去
強
制
手
続
に
限
っ
て
い
え
ば
、

一
九
五
二
年
法
下
で
制
定
さ
れ
た
手
続
制
度
自
体
に
対
し
て
、
違

憲
の
疑
い
を
表
明
す
る
裁
判
例
は
、
下
級
審
判
例
を
含
め
て
、
皆
無
で
あ
り
、
制
度
に
対
す
る
裁
判
所
の
信
頼
感
は
か
な
り
確
固
た
る
も
の

論

と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
憲
法
上
の
視
点
か
ら
法
制
度
に
対
す
る
疑
義
を
表
明
し
つ
つ
、
憲
法

上
の
要
請
を
充
足
す
る
た
め
に
如
何
な
る
解
釈
を
施
す
べ
き
か
、
を
明
示
的
に
考
慮
す
る
、
と
い
う
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
型
の
判
決

は
、
こ
の
後
影
を
潜
め
、
争
点
は
専
ら
法
律
解
釈
の
問
題
と
な
る
。
か
く
し
て
、
以
上
述
べ
た
憲
法
上
の
争
点
を
め
ぐ
る
裁
判
例
も
ま
た
、

(

幻

)

(

特

)

そ
の
基
本
的
部
分
に
つ
い
て
は
修
正
を
受
け
る
こ
と
な
く
確
立
す
る
こ
と
と
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
法
律
解
釈
と
し

て
は
裁
決
権
者
の
独
立
は
ど
の
よ
う
な
形
で
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
こ
の
点
を
取
り
上
げ
る
。

第
三
節

処
分
権
者
の
公
正

処
分
権
者
の
公
正
が
争
わ
れ
る
局
面
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
つ
は
、
裁
決
権
者
の
公
正
を
制
度
的
に
担
保

す
る
べ
き
職
能
分
離
が
い
か
な
る
程
度
要
求
さ
れ
る
か
と
い
う
側
面
で
あ
り
、
一
つ
は
、
裁
決
権
者
が
個
別
の
事
案
に
お
い
て
「
偏
見
」
(
空
白
叫
)

を
有
す
る
と
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
の
う
ち
、
職
能
の
分
離
な
い
し
融
合
の
形
態
は
専
ら
法
律
上
の
規

定
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
に
対
す
る
法
的
な
攻
撃
を
加
え
る
た
め
に
は
|
|
本
稿
が
検
討
対
象
と
す
る
出
入
国

管
理
・
国
籍
法
の
よ
う
に
行
政
手
続
法
の
規
定
の
適
用
が
な
い
と
さ
れ
る
場
合
に
は
特
に
|
|
憲
法
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な

(ω) 
る
。
し
か
し
、
本
章
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
判
例
は
完
全
に
固
ま
っ
て
お
り
、
み
る
べ
き
と
こ
ろ
は
な
い
。
従
つ

て
、
こ
こ
で
は
専
ら
後
者
の
側
面
に
議
論
を
限
定
す
る
。

(
印
)

処
分
権
者
の
「
偏
見
」
は
そ
の
性
格
に
よ
り
い
く
つ
か
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い

北法46(1・10)10



て
従
来
争
わ
れ
た
特
別
審
理
官
の
「
偏
見
」
は
、
専
ら
処
分
根
拠
事
実
(
白
丘

E
R
E〈
巾
宮
内
昨
日
)
に
対
す
る
先
行
判
断
(
匂
『
丘
邑
四

B
g円
)
が

(

日

)

(

臼

)

介
在
し
て
い
た
と
い
え
る
か
否
か
、
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
登
場
し
て
く
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
以
下
、
一
般
行
政
手
続
の
場
合
と
対
比

し
つ
つ
考
察
を
試
み
る
。

処
分
根
拠
事
実
に
対
す
る
先
行
判
断
と
し
て
移
民
法
の
歴
史
上
も
っ
と
も
問
題
と
さ
れ
た
点
は
、
同
一
案
件
で
の

(
日
)
た
。
他
の
行
政
手
続
に
お
い
て
は
、
調
査
権
限
と
訴
追
権
限
と
の
結
合
し
た
形
態
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
デ
ュ

l
・
プ

(
M
)
 

ロ
セ
ス
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
移
民
法
上
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
は
違
憲
の
疑
い
が
強
い
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・

(
日
)

サ
ン
判
決
は
、

「
職
能
融
合
」

で
あ
っ

一
応
行
政
手
続
法
の
適
用
と
い
う
形
で
一
九
一
七
年
移
民
法
下
の
職
能
融
合
を
違
法
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、

(
日
)

行
政
手
続
法
の
適
用
と
い
う
形
で
解
決
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
違
憲
の
疑
い
が
生
ず
る
旨
説
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
移
民
法
上
の
手
続
の
公

手続的デュー・プロセス理論のー断面(8・完)

正
さ
が
右
の
「
職
能
融
合
」
に
よ
り
か
な
り
の
程
度
浸
食
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
、
及
び
、
処
分
の
結
果
が
与
え
る
被
処
分
者
に
対
す
る

(
幻
)

打
撃
の
程
度
の
大
き
さ
に
由
来
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
他
方
、
一
九
五
二
年
法
に
よ
り
同
一
案
件
に
お
け
る
職
能
分
離
が
実
現
さ
れ
、

(
同
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
マ

l
セ
ロ
判
決
が
、
少
な
く
と
も
職
能
分
離
制
度
自
体
に
つ
い
て
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
し
な
い
、
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

次
に
、
処
分
根
拠
事
実
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
前
に
知
っ
て
い
た
、
と
い
う
意
味
で
の

「
偏
見
」
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
種

の
「
偏
見
」
が
手
続
上
の
暇
抗
を
も
た
ら
す
か
否
か
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
判
断
枠
組
み
は
連
邦
最
高
裁
に
よ
り
確
立
し
た
と
こ
ろ
と
な
っ

(
日
)

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
「
非
対
審
構
造
を
採
っ
て
い
る
調
査
手
続
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
証
拠
に
つ
き
知
見
を
得
た
、

北法46(1・11)11

と
い
う
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
は
、
対
審
構
造
を
採
っ
て
い
る
後
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
け
る
委
員
会
メ
ン
バ
ー
の
公
正
さ
を
損
な
う
と
い
う
こ

(

ω

)

(

日
)

と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
右
説
一
不
の
妥
当
範
囲
は
各
委
員
会
の
性
格
に
よ
り
左
右
さ
れ
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
が
、
少
な
く

(
臼
)

そ
の
範
囲
に
含
ま
し
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

と
も
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
け
る
特
別
審
理
官
は
、



説

四

で
は
、
処
分
根
拠
事
実
を
事
前
に
認
識
し
て
い
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
処
分
根
拠
事
実
に
対
す
る
自
ら
の
見
解
を
処
分
権
者
が

ヒ
ア
リ
ン
グ
に
先
立
っ
て
明
示
し
て
い
る
場
合
、
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

ヒ
ア
リ
ン
グ
開

北法46(1・12)12

論

廷
前
に
処
分
の
決
定
が
事
実
上
な
さ
れ
て
お
り
、
爾
後
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
手
続
が
実
質
的
に
は
無
意
味
な
も
の
と
な
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
、

(

日

)

(

似

)

般
的
に
は
処
分
権
者
の
「
偏
見
」
が
認
定
さ
れ
や
す
い
よ
う
で
あ
る
。
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
、
純
然
た
る
形
で
こ
の
種
の

偏

見
」
が
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
た
め
、
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
同
様
の
事
理
が
原
則
と
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

五

処
分
根
拠
事
実
に
対
す
る
先
行
判
断
と
い
う
限
定
さ
れ
た
局
面
に
お
い
て
の
み
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン

グ
に
お
け
る
処
分
権
者
の
「
偏
見
」
は
、
通
常
の
行
政
手
続
に
お
け
る
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
一
線
上
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

の
存
在
な
し
と
の
結
論
に
至
る
理
論
構
成
で
あ
る
。

(
白
山
)

必
ず
し
も
多
数
と
は
い
え
な
い
判
決
例
は
、
あ
る
場
合
に
は
「
偏
見
」
の
存
在
を
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
が
立
証
し
て
い
な
い
と
述
べ
、

(
侃
)

時
に
「
偏
見
」
の
存
在
を
疑
わ
し
め
る
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
も
相
手
方
に
と
っ
て
そ
れ
が
不
利
益
な
取
庇
と
い
え
な
い
と
説
示
し
、
あ
る

(

釘

)

(

四

四

)

い
は
、
他
に
十
分
な
手
続
的
機
会
の
保
障
が
あ
り
不
利
益
と
は
い
え
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
不
利
益
な
暇
庇
の
テ
ス
ト

た
だ
し
、
こ
こ
で
一
つ
残
さ
れ
た
問
題
は
、
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
「
偏
見
」

が
適
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
タ
イ
プ
の
判
決
は
そ
も
そ
も
「
偏
見
」

の
存

在
の
立
証
が
な
い
、

と
い
う
の
に
対
し
て
、
第
二
の
タ
イ
プ
は
、
処
分
の
実
体
的
違
法
性
を
左
右
す
る
暇
痕
と
い
え
る
か
否
か
を
問
題
と
す

る
も
の
で
あ
り
、

さ
ら
に
第
三
の
タ
イ
プ
の
判
決
は
処
分
権
者
の
公
正
と
他
の
手
続
的
保
障
と
の
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
関
係
を
前
提
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
他
の
手
続
要
件
を
め
ぐ
る
裁
判
例
上
も
登
場
す
る
こ
と
と
な
る
判
断
方
法
で
あ
り
、
処
分
権
者
の
公
正
に

一
九
一
七
年
法
下
の
諸
判
決
を
分
析
し
た
際
に
も
指
摘
し
た
問
題
点
が
、
特
に
右

っ
き
特
殊
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

の
第
三
の
判
断
方
法
に
は
当
て
は
ま
る
。
第
三
の
タ
イ
プ
の
テ
ス
ト
の
問
題
と
は
、
処
分
の
相
手
方
の
権
利
保
障
を
厚
く
し
て
も
そ
れ
は
処

分
権
者
の
公
正
の
要
請
を
弱
め
る
要
因
に
は
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
タ
イ
プ
の
テ
ス
ト
を
用
い
る
こ
と



(ω) 

が
ど
れ
ほ
ど
一
般
性
を
有
す
る
か
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
の
関
係
に
は
立
ち
得
な
い
手
続
要
件
の
充
足
を
持
ち
出

(
初
)

し
て
、
手
続
の
取
庇
の
有
す
る
不
利
益
性
の
判
断
を
行
う
こ
と
は
、
あ
り
得
る
一
つ
の
手
法
で
は
あ
る
が
、
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
四
節

本
章
の
ま
と
め

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (8・完)

一
九
五

0
年
代
初
頭
は
合
衆
国
移
民
法
が
大
き
く
動
揺
し
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
判
例

(

η

)

(

η

)

 

一
方
で
入
国
許
否
手
続
に
つ
き
外
国
人
の
手
続
的
保
障
を
否
定
す
る
ク
ナ
ウ
フ
判
決
及
び
メ
ツ
ア
イ
判
決
を
出
し
な
が
ら
、
他
方

(η) 

で
は
退
去
強
制
手
続
に
つ
き
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
に
よ
り
制
度
上
予
定
さ
れ
て
い
る
以
上
に
厳
し
い
手
続
保
障
を
認
め
、
さ
ら
に
ク

(

日

)

(

お

)

オ
ン
・
ハ
イ
・
チ
ュ

l
判
決
で
「
再
入
国
」
手
続
に
手
続
的
保
護
を
及
ぼ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
を
分
け
る

(
沌
)

理
論
を
連
邦
最
高
裁
は
示
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
み
た
場
合
に
は
、
判
例
理
論
は
手
続
保
障
肯
定
と
否
定
と
の
間
を
右

翻
っ
て
考
え
る
に
、

理
論
は
、

往
左
往
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
制
度
的
に
は
、

ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
を
契
機
に
一
九
五

O
年
に
移
民
法
改
正
が
さ
れ
、
手
続
面

(
打
)

で
は
こ
れ
を
受
け
継
ぐ
形
で
現
行
の
一
九
五
二
年
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

二
移
民
法
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
制
度
的
・
理
論
的
動
向
の
背
景
に
あ
っ
た
も
の
は
、

在
と
、

一
九
四
六
年
に
制
定
さ
れ
た
行
政
手
続
法
の
存

ク
ナ
ウ
フ
判
決
及
ぴ
メ
ツ

7
イ
判
決
で

マ
ッ
カ

l
シ
ズ
ム
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
判
例
理
論
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、

問
題
と
な
っ
た
こ
と
は
、
緊
急
時
の
国
家
緊
急
権
の
下
に
発
せ
ら
れ
た
規
則
に
基
づ
い
て
、
そ
の
開
示
が
公
益
に
反
す
る
と
認
め
ら
れ
る
機

(
沌
)

密
情
報
を
根
拠
と
し
て
司
法
長
官
が
入
国
拒
否
を
し
た
こ
と
の
是
非
で
あ
り
、
戦
争
権
限
に
基
づ
き
発
せ
ら
れ
た
規
則
を
適
用
さ
れ
な
が
ら
、

(
乃
)

当
事
者
は
マ
ッ
カ

i
シ
ズ
ム
の
嵐
の
ま
っ
た
だ
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
形
で
展
開
さ
れ
た
事
案
で
あ
っ
た
。
両
判
決
で
展
開
さ
れ
た
判
例
理
論

北法46(1・13)13 

に
は
も
ち
ろ
ん
マ
ッ
カ

l
シ
ズ
ム
の
直
接
的
な
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
入
国
拒
否
処
分
に
手
続
的
デ



説

ュ
l
・
プ
ロ
セ
ス
の
適
用
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
的
に
は
判
例
理
論
は
当
事
者
を
め
ぐ
る
こ
の
よ
う
な
状
況
を
容
認
す
る
形
で
機

北法46(1・14)14

論

能
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
判
例
理
論
か
ら
当
事
者
に
発
生
す
る
過
酷
な
結
果
を
緩
和
す
る
効
果

(
鈎
)

を
産
む
こ
と
と
な
っ
た
の
が
、
ク
オ
ン
・
ハ
イ
・
チ
ュ

1
判
決
で
示
さ
れ
た
理
論
と
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
後
の
プ
ラ
ゼ
ン
シ
ア
判
決
で
あ
っ

(
別
)

た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
他
方
、
行
政
手
続
法
の
存
在
な
し
に
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
移
民
法
を
め
ぐ
る
当
時
の
判
例
理
論
を
全
体
と
し
て
み
る
と
、
行
政
手
続
法
を
中
心
と
す
る
手
続

保
障
の
利
益
の
肯
定
と
、

マ
ッ
カ

l
シ
ズ
ム
に
裏
打
ち
き
れ
た
手
続
的
利
益
の
否
定
と
の
問
で
判
例
理
論
は
動
揺
し
て
い
た
と
要
約
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
制
度
に
目
を
移
す
と
、
そ
こ
に
は
よ
り
明
確
な
形
で
行
政
手
続
法
の
存
在
と
マ
ッ
カ

l
シ
ズ
ム
と
い
う
両
者
の
影
響
が
現
れ
て
い
る
。

(
幻
)

確
か
に
一
九
五
二
年
法
は
、
実
体
的
な
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
事
由
の
面
か
ら
す
る
と
、
は
っ
き
り
と
し
た
反
共
立
法
で
は
あ
っ
た
。
そ
し
(
m
m
)
 

て
、
実
体
的
な
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
事
由
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
に
つ
い
て
は
連
邦
最
高
裁
は
連
邦
議
会
の
絶
対
的
権
限
を
認
め
て
お
り
、

こ
れ
を
憲
法
に
よ
り
制
約
す
る
と
い
う
発
想
は
み
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
手
続
面
に
つ
い
て
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
、

(
例
)

政
手
続
法
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
お
り
、
い
か
に
一
九
五
二
年
法
が
行
政
手
続
法
の
適
用
を
除
外
し
て
い
る
と
は
い
え
、
処
分

一
九
五
二
年
法
は
行

の
相
手
方
の
手
続
的
利
益
を
大
幅
に
認
め
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
制
度
を
全
体
と
し
て
み
た
場
合
に
は
、
実
体
面
で
は
国
家
主
権
に
基
づ

く
利
益
を
優
先
さ
せ
た
代
わ
り
に
、
手
続
面
で
外
国
人
の
利
益
を
尊
重
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
、
把
握
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
制
度
の
中
で
手
続
保
障
の
利
益
を
正
面
か
ら
認
め
る
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
が
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・

(
お
)

サ
ン
判
決
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
確
か
に
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
の
判
例
法
と
し
て
の
意
義
は
、
現
行
法
に
よ
り
行
政
手
続
法
が

適
用
除
外
と
さ
れ
た
こ
と
と
マ

1
5お
の
存
在
と
に
よ
っ
て
か
な
り
希
釈
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
の
判
決
が
移
民
法
の
手
続
内
容
を
い
わ



ば
「
行
政
手
続
法
化
」
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
判
決
の
も
つ
意
義
は
決
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
制
度
的
に
手
続
保
障
が
充
実
し
た
こ
と
に
よ
り
、
手
続
保
障
が
重
視
さ
れ
る
素
地
が
生
ま
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
。
次
章
で
検

討
す
る
よ
う
に
、
現
行
法
下
の
裁
判
例
は
一
九
一
七
年
法
下
に
比
べ
て
手
続
要
件
を
厳
格
に
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
よ
う
な

変
化
が
発
生
し
た
大
き
な
要
因
は
右
の
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

四

も
っ
と
も
、
右
の
よ
う
な
あ
る
意
味
で
は
一
般
的
抽
象
的
な
意
義
を
越
え
た
判
例
法
と
し
て
の
意
義
を
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決

が
失
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
制
度
を
前
提
と
し
て
考
え
て
も
、
現
在
で
は
裁
決
権
者
の
公
正
へ
の
配
慮
は
か
な
り
の
程
度

行
き
届
い
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
現
行
制
度
は
、

た
と
え
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
依
拠
し
て
攻
撃
し
て
も
、
こ
れ
を
十
分
ク
リ
ア
ー
で
き

る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
実
際
の
紛
争
で
提
起
さ
れ
る
問
題
点
は
運
用
の
レ
ベ
ル
の
も
の
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面(8・完)

そ
こ
で
、
裁
決
権
者
の
公
正
に
つ
き
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
裁
判
例
の
特
徴
を
ご
く
簡
単
に
要
約
す
る
な
ら
ば
、
第
一
に
、
手
続
的
暇
庇
が

「
不
利
益
な
暇
庇
」
に
該
当
す
る
か
杏
か
を
判
断
す
る
際
に
、
裁
決
権
者
の
公
正
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
に
強
い
実
体
的
志
向
性
が
強
く
残
存

し
て
い
る
と
い
え
る
こ
と
、
第
二
に
、
他
の
手
続
的
権
利
保
障
と
裁
決
権
者
の
公
正
の
要
請
と
の
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
関
係
を
存
在
を
示
唆
す

(

釘

)

(

∞

∞

)

る
裁
判
例
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
点
に
か
か
わ
る
裁
判
例
は
わ
ず
か
一
件
の
み
で
あ
る
が
、
こ
と
の
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
、

こ
の
裁
判
例
が
示
し
て
い
る
発
想
そ
の
も
の
は
重
要
な
点
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
右
の
考
え
方
に
依
拠
す
る
と
、

手
続
保
障
の
破
庇
を
検
討
す
る
と
き
に
は
、
裁
決
権
者
の
公
正
が
そ
れ
と
し
て
問
題
と
な
る
と
い
う
よ
り
も
、
処
分
の
相
手
方
に
与
え
ら
れ

た
手
続
的
権
利
保
障
の
暇
庇
の
方
が
よ
り
重
要
な
問
題
点
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論
理
を
前
提
と
し
た
も
の
で

は
も
ち
ろ
ん
な
い
の
だ
が
、
近
年
の
裁
判
例
を
み
る
と
、
裁
決
権
者
の
公
正
に
関
す
る
争
点
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
提
起
さ
れ
る
こ
と
は
な

北法46(1・15)15 

く
ー
ー
そ
の
原
因
は
裁
決
権
者
の
公
正
が
制
度
的
に
充
実
し
た
こ
と
に
あ
ろ
う
が
ー
ー
ー
、
処
分
の
相
手
方
に
付
与
さ
れ
た
手
続
上
の
諸
権

利
が
適
正
に
保
障
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
紛
争
形
態
に
な
っ
て
い
る
。
次
章
で
は
こ
れ
を
め
ぐ
る
裁
判
例
を
検
討
す
る
。



説

(
1
)
匂
2
0
〉
〈
【
m-
〉
o
g
-
Z目的寸悶〉ロ〈明
F
〉
者
叶
-wH叶

N
印
∞
一
(
ω
向
日
開
品
-
H
2
N
)
合
衆
国
に
お
け
る
分
離
の
形
態
に
関
す
る
論
争
に
つ
い
て
は
、
や
や

古
い
が
、
小
高
剛
「
聴
聞
審
理
官
の
機
能
に
つ
い
て
|
|
適
性
手
続
要
請
の
一
側
面
|
|
」
『
立
命
館
法
学
』
一
二
五
号
五
九
l
六
五
頁
(
一
九

六
O
)
、
同
「
米
国
行
政
過
程
と
機
能
分
離
に
つ
い
て
|
|
英
米
行
政
過
程
に
お
け
る
手
続
的
適
正
(
四
)
|
|
」
『
立
命
館
法
学
』
五
七
・
五

八
号
五
七
一

l
七
九
頁
(
一
九
六
四
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(2)
鵜
飼
信
成
編
『
行
政
手
続
の
研
究
』
七
四
頁
(
猪
股
幸
一
執
筆
・
一
九
六
こ
。
宇
賀
克
也
『
ア
メ
リ
カ
行
政
法
』
七
四
1
五
頁
(
一
九
八
八
)

に
行
政
手
続
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
職
能
分
離
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。

(3)
句
ミ
ロ
〉
〈

a
-
S
Y白
ロ
・
(
同
)
白
門
N

印
∞
呂
な
お
全
国
労
働
関
係
局
の
職
能
分
離
形
態
の
歴
史
に
つ
い
て
は
道
幸
哲
也
『
不
当
労
働
行
為
救
済
の

法
理
論
』
一
一
一
一

i
一
四
頁
、
四
三
頁
(
一
九
八
八
)
参
照
。
な
お
、
道
幸
・
同
右
書
四
四
頁
注

(
2
)
は
全
国
労
働
関
係
局
の
職
能
分
離
形
態

は
「
完
全
な
内
部
分
離
」
と
-
評
し
て
お
り
、
こ
の
評
価
が
最
も
適
切
で
あ
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

(
4
)
拙
稿
「
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
一
断
面
会
一
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
四

O
巻
四
号
九

O
O頁
(
一
九
九

O
)
参
照
。

(
5
)
M
R
国
・
悶
・
∞
∞
印
N
-
∞
O円
F
n
c口
問

-
N
【
凶
ω
2
∞Jmw品。
o
zの
-
H
N
貝
ぃ
・
。
ω
叶
仏
(
ロ
工
∞
)
・
出
。
ロ
回
巾
』
=
E
2
白
「
可
。
。
目
白
-
m
w
品
。
c
zの
・
河
貝
ぃ
・
。
ω
、
立
(
H
匂
品
∞
)

(6)
も
う
一
つ
の
根
拠
は
、
移
民
規
制
権
限
の
行
使
が
政
治
的
機
能
及
び
外
交
事
項
と
き
わ
め
て
密
接
に
結
び
付
い
て
お
り
、
行
政
手
続
法
の
規

制
対
象
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

o
E
P
E
E
n
F
5
3ミ
ミ
号
室
さ
苦
言
h
s
g

h
自

8
・∞
A

悼の
O
F
C
Z
-
F
m
何〈・]{・ω]FIN(]Zw∞品)・

(
7
)
行
政
手
続
法
七
条
及
び
八
条
、
印

C
・
ω・。・抑制回。。。・

5
0叶・

(
8
)
Z
c
F
bも
ミ
ミ
札
書
室
色
町
H
町宮崎
s
s
b
n
u富
な
さ
s
h
虫
色
。
hミ
宮
町
号
室
内
幸
h
3
8
Q草
色
町
宮
内
幸
号
、
コ

J
E
B
F
』
叶
G
0
・叶め斗

(
E
S
)

(
9
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
川
原
謙
一
『
米
国
退
去
強
制
法
の
研
究
』
四
九
二

l
四
九
四
頁
(
一
九
六
四
)
に
詳
し
ぃ
。

(叩

)
ω
ω
ω
C
・
ω
ω
ω
(
]戸
ω印())・

(
日
)
こ
の
判
決
の
内
容
及
び
こ
れ
を
め
ぐ
る
論
争
に
つ
い
て
は
川
原
・
前
掲
書
注

(
9
)
四
九
四
1
五
O
二
頁
に
詳
し
い
。

(
ロ
)
め
宮
内
-
h
・

mgJ司
〉
回
目
・
〉
U
F
-
夏
目
的
、
吋
E
-
d
〈
何
回
、
〉
g
k
H
z
-
N
O
G
E
E
-
E
∞
品
)
目
そ
の
他
、
本
件
評
釈
た
る
河
内
円
市
三
0
2
E
o
s
-
N
印
Z
・
J
円

C-

「
月
間
一
〈
忠
市
Y
E
N
(
呂
印
。
)
-
n
c
E
g
g
s
-
お
さ
2
・F
・
閉
山
間
山
〈
-
H
H
N
叶
-
H
H
N
m
w
(
呂
町
。
)
も
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
成
田
頼
明
編
『
行

政
手
続
の
比
較
研
究
』
二
七

O
頁
(
外
間
寛
執
筆
)
(
一
九
八
ニ
参
照
。

(
日
)
川
原
・
前
掲
書
注

(9)
五
O
O頁
以
下
参
照
。

吾6.a岡
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(
日
)
印

C
-
m
・。・副印

Z(ι)・
「
あ
る
事
件
に
つ
い
て
行
政
機
関
の
た
め
に
調
査
も
し
く
は
訴
追
の
職
務
を
行
う
官
史
、
被
用
者
ま
た
は
代
理
人
は
、

当
該
事
件
ま
た
は
こ
れ
と
事
実
上
関
連
あ
る
事
件
に
お
い
て
、
第
八
条
に
従
つ
て
な
さ
れ
る
決
定
、
決
定
の
勧
告
ま
た
は
行
政
機
関
に
よ
る
再

審
査
に
関
与
し
、
ま
た
は
助
言
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
規
定
(
訳
は
道
幸
・
前
掲
書
注

(
3
)

一一一一

1
一
四
頁
を
参
考
に
し
た
。
)
で
あ
る
。

(
日
)
者

g四
E
お
皆
口
問
〈
-
O
E「
F
∞
C
司

ω
E
Z
-
N
ω
印

(
o
n
o一=B・

5
お)・

(
凶
)
巧
O
口
問
ご
括
的
ロ
ロ
伺
〈

(
U
-
R
F
H
叶
品
匂
N

己
回
目
∞

(
U
P
C「・

5
S
)・

(
げ
)
本
件
法
廷
意
見
に
よ
れ
ば
、
行
政
手
続
法
第
五
条
(

C

)

項
が
退
去
強
制
手
続
に
も
適
用
さ
れ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
は
二
つ
の
問
題

点
が
あ
る

(
ω
ω
h
w
d
・
ω
・
巳
孟
・
)
。
す
な
わ
ち
、
①
行
政
手
続
法
第
五
条
(
印
己
・
∞

-n
閉
山
官
官
)
・
)
は
「
法
律
に
よ
り
要
求
さ
れ
て
い
る
L

ヒ

ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
の
適
用
を
意
図
し
て
い
る
が
、
一
九
一
七
年
移
民
法
に
は
法
律
上
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
つ
い
て
の
定
め
が
な
く
、
ヒ
ア
リ
ン
グ

は
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
行
政
手
続
法
第
五
条
の
適
用
は
あ
る
か
。
②
行
政
手
続
法

第
七
条
(

a

)

項
(
印

C
・
ω-n・
聞
印
忠
(

U

)

)

の
但
し
書
|
|
寸
た
だ
し
、
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
特
に
他
の
法
律
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
ま
た

は
指
名
さ
れ
た
委
員
会
ま
た
は
官
史
が
、
特
定
の
種
類
の
手
続
を
行
う
こ
と
を
、
全
面
的
に
も
部
分
的
に
も
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
」
(
杉
村

敏
正
『
行
政
手
続
法
』
七
八
頁
(
一
九
七
三
)
の
訳
に
よ
る
。

)
1ー
に
よ
り
、
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
行
政
手
続
法
第
五
条
の
要
件
を
免
れ

得
る
か
、
の
二
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
に
つ
い
て
は
、
寸
法
律
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
」
と
い
う
限
定
を
行
政
手
続
法
が
付
し
た
趣
旨
は
、

法
律
以
下
の
効
力
を
有
す
る
も
の
、
つ
ま
り
行
政
機
関
の
定
め
る
規
則
等
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
は
当
該
条
項
が
適
用
さ
れ
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
法
律
以
上
の
効
力
を
有
す
る
も
の
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
条
項
が
適
用
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
法
律
以
上
の

効
力
を
・
有
す
る
も
の
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
は
当
該
条
項
は
適
用
さ
れ
る
、
と
し

(
ω
ω
ω
C
ω

丘
町
(
〕
)
、
②
に
つ
い
て
は
、
一
九

一
七
年
移
民
法
は
、
入
国
審
査
官
が
退
去
強
制
手
続
で
行
う
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
形
態
を
特
定
し
て
定
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
し
て
(
【
門
戸
巳

E
f
S
)
、
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
へ
の
行
政
手
続
法
第
五
条
の
適
用
を
認
め
て
い
る
。

(
同
)
拙
稿
寸
手
続
的
デ
ュ
!
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
一
断
面
(
五
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
凹
ニ
巻
三
号
七
八
七
l
八
八
頁
(
一
九
九
二
)
参
照
。

(印

)
ω
ω
ω
C
・
ω
・
巳
印
O

印戸

(
却
)
~
円
同
町
広
・

(
幻
)
の
O
問。
o
z
h
w
玄
〉
戸
玄
〉
Z
-
N

目
玄
至
。
同
〉
司
。
Z

F
〉
者
〉
z
u
-
J
N
o
n開
U
C
回
目
刷
協
印
叶
?
印
II

叶。・品

(Hω
∞m
U
)

・

(辺
)
ω
E
U目】芯包巾ロ
g
-
〉匂同】「
O

匂『
5
2
0
=
〉
円
円
。
四
円
。
日
戸
。
h
H
ω
g円a
H
O品∞・
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説

(
幻
)
川
原
・
前
掲
書
注

(9)

u
o
m
-
-
O
(同匂印品)・

(M)

一
九
五
一
年
度
補
正
予
算
に
つ
い
て
は
器
国
・
閉
山
岳
・

2
0
目
N
混叶・

2
2
(い
O
E
-
-
E
r
a
-
釦ニ
ω
ム
・
一
九
五
二
年
出
入
国
管
理
国
籍
法
に
つ

い
て
は
臼
毘
回
目
河
巾
-
Y
2
0
・]戸
ω
め印・∞
N
ロ円四円リ
C口同
3
N
門目印巾目的一
-
-
h
w
門印印
tA凶・何言日』的。

mwmwnoz
。・

HN
開門・印。
NAT
。。同
u
o
z
h
F
冨
〉
戸
冨
〉
戸
臼
誌
も
さ
一
戸

(NH)
巳
印
1
J

コ・

(
お
)
小
高
剛
「
行
政
過
程
に
お
け
る
正
式
手
続
の
制
限
及
ぴ
排
除
に
つ
い
て

l
l
英
米
行
政
過
程
に
お
け
る
手
続
的
正
義
(
五
)
|
|
」
『
立
命

館
法
学
』
六
コ
了
六
四
号
五
五
二
頁
(
一
九
六
五
)
参
照
。

(
お
)
∞

C-
∞
-
n
・副
NAHN(σ)

(
幻
)
連
邦
最
高
裁
も
ま
た
退
去
強
制
処
分
手
続
に
は
行
政
手
続
法
の
適
用
は
な
い
こ
と
を
承
認
し
た
。

'V同一玄白『
2
2
0

〈
∞
O

ロ仏印・

ω
邑
C
-
∞・

ω
。N
-

ω
。∞
1
ω
H
C
(
同山
wmw
印)・

(
沼
)
川
原
・
前
掲
書
注

(9)
五
O
三
頁
参
照
。

(
却
)
一
九
五
二
年
法
第
二
四
二
条

(
b
)
。
∞

C-
∞
。
・
官
N

印N
(
U
)

(
却
)
的
時
間

z
o
F
P
言
E
R
S
-
=
t
b
z

句、
5
3印
ω
2
z
-
F・
同
盟
・
斗
N
N
・斗
ω
N
t
ω
ω
(
H
5
8
・

(
幻
)
以
上
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
第
一
部
第
一
章
第
三
節
で
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
職
能
分
離
は
行
政
手
続
法
が
定
め

て
い
る
内
部
分
離
以
下
の
分
離
形
態
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
む
こ
)
〉
〈
門
的
-
Sミ
回
口
・
(
同
)
包

N
寸
(}(ω
色

E
-
H
m
w
U可
N)
・

(
沼
)
句
2
F
h
-
∞回目山吋開閉
'ω4何者〉
E
J〉
UFEz-m叶同〉、コ〈明

Fkrd司〉
Z
U
閉山田山
(UCF
〉斗〔)同ベ句
O
E
n
吋叶
ω
ω
(
同句、吋
mw)
・

(
お
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
小
高
・
前
掲
注
(
お
)
五
六
O
頁
参
照
。

(斜

)
g
R
S
-
-
D
〈
-
F
E
P
ω
s
c
m
・
ω
。
N
(
呂
田
)
固
な
お
本
判
決
に
つ
い
て
は
田
中
舘
照
橘
「
英
米
行
政
法
と
大
陸
行
政
法
(
八
六
)
一
わ
が
国

の
行
政
手
続
法
制
と
ア
メ
リ
カ
の
適
正
手
続
(
3
)
|
|
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
機
能
の
分
離
」
の
理
論
の
動
向
(
3
)
」
判
時
一
二
二
五
号
四

一
l
二
頁
に
も
紹
介
が
あ
る
。

(お
)
E
-
S
ω
。。ー
ω
回。

(お

)
E
-
m広

ω=

(
初
出

)

Z

C
丹
市

-
Sミ
白
ロ
・
(
∞
)
巳
寸
寸
一
山
口
・
。
九
日

(Hω
めN
)

・

五

0
0
1
一
頁
参
照
。
日
目
時
四
日
』
8
2
0丹
市

-
g
v
s
p
(∞
)
白
門
誌
叶
l

斗
ω
・
ζ
R
S
E
C
〈
∞
s
r
-
ω
S
C
・
ω
・
ω
。
N
・
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(犯
)
ω
k
p
m
w
c
・
m-
白骨

ω
H
印・

(
却
)
の
O
問。
o
z
h
w
冨
〉
戸
Ftrz-
留
守
白
ロ
・
(
N
H
)

白昨日
p

叶∞
l
司・

(ω)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
小
高
・
前
掲
注
(
お
)
五
六

O
l
六
一
頁
参
照
。

(
幻
)
の
O
問。
o
z
h
F
玄
E
F
Z
〉
Z
-
留
守
白
ロ
・
(
N
H
)

白昨日
J

叶∞・

(
位
)
外
国
人
が
退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
認
め
て
い
る
場
合
に
は
、
特
別
審
理
官
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、
外
国
人
が
認
め
て
い
る
事
実
に
よ
り
相

手
方
に
退
去
強
制
処
分
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
を
判
断
し
た
上
で
、
裁
量
的
救
済
申
請
が
出
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
点
に
つ
い

て
の
判
断
を
下
す
、
と
い
う
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
緑
町
広
・
巳
?
叶
∞
・

(
日
)
」
E
-
M
Z
印

1

斗∞
l
叶
mv

(
叫
)
旨
・
丘
町
占
。

(日目)'同時四時
-
h
-
F
C唱
巾

NEFC℃
巾

N-
吋』

Hh
同
H
h
p
u
ミヘ曲目
H
h
s
z
s
b四
百
ミ
昨
日
尽
き
喜
色
町
H
円雪印札
S
-
N
C
【ロ〉出
O
F
-
-
N
開〈'斗

2
・
寸
印
。
}
巴
(
呂
∞
品
)
-
F
2
5
8
P

h
S
R
H
B
R
N句
R
H
n
S
3
L号
、
同
書
華
民
h
S
E
室
町
8
3
p
h白
書
札
み
ミ
s
-
p
g
z
o↓
自

U
O
玄
何
戸
〉
者
J

円何回-。
kHAH-
合
会
l

品
叶
(
同
窓
口
)
・

(
剖
)
拙
稿
「
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
一
断
面
会
乙
」
『
北
大
法
学
論
集
』
四

O
巻
四
号
九
一
九
頁
(
一
九
九

O
)
。

(
灯
)
な
お
、
の
包
〈
曲
目
〈
司

zn-ω
品、吋

C
-
∞'日
N

N

(

5

2

)

・
沼
恒
門
町
内
耳
印
〈
-
U
S
N
-
色
。
己
・

ω・
。
叶
(
呂
叶
め
)
を
引
用
し
つ
つ
、
比
較
的
最
近
、
出
入

国
管
理
権
限
と
実
体
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
連
に
つ
い
て
判
例
理
論
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
見
解
も
あ
る
(
巧
巴
白

E
2・

言
去
の
同
〉
j

↓
5

Z

「
〉
者
〉
Z
U
司同
O
B
U
C
同
開
ω
印
(
呂
∞
品
)
)
が
、
に
わ
か
に
は
首
肯
し
難
い
。

(
必
)
も
っ
と
も
、

E
E
S
〈

2
8
2
2印
判
決
に
よ
り
、
特
に
入
国
許
否
権
限
と
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
判
例
理
論

は
一
定
の
変
容
を
受
け
た
も
の
と
い
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
第
一
部
第
四
章
参
照
。

(
羽
)
め
定
将
司
者
〉
問
、
H
，N
-

室、埼白ロ・
(
H
N
)

目円

ω
出
さ
ら
に
、
こ
の
問
題
の
根
底
に
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
か
か
わ
る
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
裁
判

所
は
、
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ
ン
判
決
を
除
い
て
、
リ
ー
ダ
ー
シ
y
プ
を
と
っ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
o

U
〉〈窃
-

h

毛
g
ロ
(
同
)

白
同

N

叶。

(叩
)

U
〉
〈
窃
・
ω
〉
ロ
呂
呂
田
↓
同
〉
己
〈
何
戸
〉
者
叶
宮
〉
叶
【
凶
何
ω

己

(
N
E
E
E∞
。
)
は
、
「
偏
見
」
(
玄
白
凹
)
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
脈
絡
を
五
つ
に
分
け

て
い
る
。
①
法
律
な
い
し
政
策
問
題
に
つ
い
て
の
先
行
判
断
、
②
立
法
事
実
(
広
岡

E
E
Z
P三
日
・
田
中
英
夫
『
英
米
法
の
こ
と
ば
』
七
四
頁
(
一

九
八
六
)
以
下
参
照
。
)
に
関
す
る
先
行
判
断
、
③
争
点
と
な
っ
て
い
る
処
分
根
拠
事
実
を
、
処
分
に
先
立
ち
あ
ら
か
じ
め
認
識
し
て
い
る
こ
と
、
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説

④
処
分
の
相
手
方
個
人
に
対
す
る
偏
見
・
先
入
観
、
⑤
処
分
決
定
に
よ
り
処
分
権
者
が
利
益
を
得
る
こ
と
、
で
あ
る
。

(
日
)
や
や
問
題
と
な
る
の
は
、
前
掲
注
(
叩
)
④
の
タ
イ
プ
の
「
偏
見
」
と
マ

l
セ
ロ
判
決
(
沼
田
「
円
一
-O
〈-∞
o
E
-
ω
S
C
-
∞
ω
O
N
(
呂
印
印
)
)
の

事
案
と
の
関
係
で
あ
る
。
後
に
や
や
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
処
分
の
相
手
方
た
る
個
人
に
つ
き
、
司
法
長
官
が
か
な
り
の
偏
見
を
聴
聞
官
に

植
え
付
け
る
で
あ
ろ
う
言
動
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
判
決
は
、
そ
の
よ
う
な
司
法
長
官
の
言
動
に
よ
り
特
別
審
理
官
の
認
定
が

左
右
さ
れ
た
と
の
立
証
な
し
、
と
し
て
お
り
、
特
別
審
理
官
自
身
が
個
人
に
対
す
る
偏
見
を
有
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
形
で
問
題

は
処
理
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
臼
)
こ
れ
に
つ
い
て
は

U
〉
〈
窃
-
盤
、
さ
ロ
・

3
0
)
曲
ニ
コ
民
を
参
考
に
し
た
。

(
日
)
拙
稿
「
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
一
断
面
(
七
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
四
三
巻
六
号
一
四
九
二

l
九
三
頁
(
一
九
九
三
)
参
照
。

(
日
)
句
2
F
h
.
、。。回目〈目

FO匂
巾

N-Eゆ
C
-
∞・

2
日
(
呂
叶
印
一
高
校
生
の
停
学
と
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
)
・
君
。
一
民
〈
・
宮
内
U
C
ロロ
mz-
土
∞
己
・

ω
印
ωφ

(
呂
叶
品
一
収
監
者
へ
の
自
由
時
間
付
与
拒
否
と
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
)
・

(
日
)
巧
D
口問

E
口
問
∞
巴
口
問
〈
・
宮
内
の
2
5
・
ω
ω
ω
C・
ω
ω
ω
(
早
印
C)
・

(
日
)
迂
・
白
門
印
(
)
・

(
町
)
め
h

h

R

・白押印
(

)

1

印同

(
日
)
沼
恒
三
巴
-O
〈-∞。ロ品目・

ωhHmWC・
ω・
ω
C
N
(
H
m
x
w
印)・

(印
)

U
〉〈

-m-gミ
白
ロ
・
(
印
。
)
巳

ω
∞品・

(印
)

d

〈
喜
『
04〈
タ

F
R
E
P
品
N
H
C
-
∞
-g・
2
(呂
吋
印
一
医
師
の
違
法
行
為
を
調
査
し
、
そ
れ
と
と
も
に
そ
の
免
許
停
止
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
行
う
医
療
審
査
会
の
権
限
行
使
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
例
。
調
査
過
程
は
非
公
開
で
は
あ
る
が
処
分
の
相

手
方
及
び
そ
の
代
理
人
は
手
続
過
程
全
体
で
関
与
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
代
理
人
は
実
際
に
も
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
出
廷
し
、
委
員
会

に
提
示
さ
れ
た
諸
々
の
事
実
を
知
っ
て
い
る
こ
と
、
委
員
会
が
そ
の
調
査
に
よ
り
偏
見
を
い
だ
か
さ
れ
た
こ
と
を
疑
わ
し
め
る
特
定
の
証
拠
も

示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
も
ま
た
偏
頗
の
存
在
を
否
定
す
る
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。
)

(
臼
)
こ
の
点
に
つ
き
り
〉
〈

a
-
S可
自
ロ
(
印
O
)

巳
ω
∞
印
は
、
宮
ミ
ユ
認
可
〈
・
∞
5
4弓
2
・品。∞

C
-
∞
-
合
同
(
H
U
斗

N

一
仮
釈
放
の
取
消
と
手
続
的
デ
ュ

1
・

プ
ロ
セ
ス
と
の
関
係
が
争
わ
れ
た
事
案
)
と
国
0
2
8
5
r』
0
5円
W
F
c
o
-
E∞5
a
z
o
-
M
〈・出
D
『円
0
2
2
m
E
E円三
5
5一〉
2
2
え
HOE-
品
N
a
c
・

ω・品∞
N
(
E
叉
ご
州
法
上
禁
止
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ス
ト
ラ
イ
キ
に
参
加
し
た
と
し
て
州
教
育
委
員
会
に
よ
り
解
雇
さ
れ
て
教
師
が
、

論
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教
育
委
員
会
に
よ
る
本
件
解
雇
を
手
続
的
デ
ュ
!
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
と
主
張
し
て
右
解
雇
を
争
っ
た
事
例
。
ス
ト
の
相
手
方
も
ま
た
教
育
委
員

会
で
あ
っ
た
た
め
、
懲
戒
権
者
と
し
て
の
教
育
委
員
会
が
公
正
(
自
官
三
互
)
と
い
え
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
o
)

と
を
対
比
し
つ
つ
論
じ
て
い
る
。

前
者
で
は
宮

g
r
o
s
s『
(
仮
釈
放
を
受
け
た
者
が
仮
釈
放
の
条
件
に
従
っ
て
行
動
・
生
活
し
て
い
る
か
否
か
を
調
査
し
、
仮
釈
放
審
査
会
(
己
拓

国

O

恒
三
え

2
2
Z
)
に
報
告
す
る
責
任
を
負
う
。
)
の
公
正
さ
が
、
ま
た
後
者
で
は
教
育
委
員
会
の
公
正
さ
が
争
わ
れ
た
が
、
連
邦
最
高
裁
は

宮

grosnm『
と
教
育
委
員
会
と
の
性
格
の
差
を
ひ
と
つ
の
論
拠
と
し
つ
つ
、
前
者
に
つ
き
公
正
な
処
分
権
者
た
る
こ
と
を
否
定
、
後
者
に
つ

き
こ
れ
を
品
同
定
し
て
い
る
。

(
臼
)
句
問
、
〉
円
。
印
S
〈
-
F
g
a
g
-
H
N
印
司
-
E
3・
お
品
(
印

0
・。色・

5
2
一
退
去
強
制
停
止
申
請
に
関
す
る
事
案
。
政
府
側
の
代
理
人
に
聴
聞
官
が

私
的
に
相
談
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
通
例
な
さ
れ
る
こ
と
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
は
「
偏
見
」
の
存
在
の
立
証
な
し
と
す
る
。
)

・
0
2
E
〈・

2
∞
-
E∞
匂

E
N
H
m
w
(∞
与
の
片
呂
、
コ
一
特
別
審
理
官
と
三
色
皇
0
3
3
が
昼
食
を
と
も
に
し
た
こ
と
の
み
で
は
「
偏
見
L

の
存

在
の
立
-
証
は
無
い
と
さ
れ
た
。
)

(
臼
)
む
〉
〈
窃
4

包
苛
白
戸
(
印
。
)
町
民
ω
∞
N
l
∞ω

(
臼
)
例
え
ば
特
別
審
理
官
が
、
処
分
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
(
す
な
わ
ち
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
出
廷
す
べ
き
)
外
国
人
の
退
去
強
制
事
由
該
当
性
に
つ
き
、

ヒ
ア
リ
ン
グ
前
に
、
処
分
の
行
方
に
関
す
る
自
己
の
見
解
を
述
べ
た
、
と
い
う
事
例
は
存
し
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
点
と
の
関
係
で
移
民
法
上

最
も
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
事
例
は
マ

l
セ
ロ
判
決
(
前
掲
注
(
回
)
)
の
そ
れ
で
あ
る
。
本
件
で
は
退
去
強
制
事
由
該
当
性
自
体
で
は
な
く
、

裁
量
的
救
済
申
請
の
た
め
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
再
開
の
可
否
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
処
分
の
相
手
方
は
、
退
去
強
制
処
分
に
付
す
べ
き
外
国
人

に
関
す
る
司
法
長
官
の
リ
ス
ト
が
存
在
す
る
こ
と
、
及
び
彼
が
逮
捕
さ
れ
た
日
に
司
法
長
官
が
彼
に
つ
い
て
、
ふ
ら
ち
な
外
国
人
で
あ
り
断
固

退
去
強
制
す
べ
し
、
と
公
の
場
で
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
特
別
審
理
官
が
予
断
を
も
っ
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た
、
と
主
張
し
て
い
る
。

判
決
は
い
ず
れ
の
点
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
に
よ
り
特
別
審
理
官
の
認
定
が
左
右
さ
れ
た
こ
と
の
立
-
証
な
し
と
し
て
、
外
国
人
側
の
主
張
を
排

斥
し
て
い
る
。

(ωhHmvd-
∞・同門

ω
H
N
S
H
W
)
。
本
件
で
は
退
去
強
制
事
由
該
当
性
に
つ
い
て
は
争
わ
れ
て
お
ら
ず
、
他
方
裁
量
的
救
済
を
め
ぐ
る

手
続
要
件
は
非
常
に
緩
く
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
形
式
的
に
は
特
別
審
理
官
は
司
法
長
官
と
は
別
個
独
立
の
判
断
主
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
判

旨
に
も
一
応
の
根
拠
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
再
開
前
の
第
一
次
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
、
裁
量
的
救
済
の
資
格
を
基
礎
づ
け
得
る
事
実
が
提
示
さ

れ
て
い
た
か
否
か
は
必
ず
し
も
判
決
(
地
裁

(
C
E
Z品
盟
主
2

2
『己

-
g
R
Rま
〈
〉
F
2
5・
=
ω
司

ωロ
宅
-
N
N
(切
り

F
・
5
印
ω)
、
控
訴
審

(冨白『円巾
-
-
C

〈・〉宮『巾ロタ

N
H
N
明

J
N己∞
ω
0
2
5
円以「・

5
2ー
)
を
通
し
て
も
)
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
判
決
の
立
論
の
正
当
性
を
軽
々

北法46(1・21)21



説をふ
胸間

に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
特
別
審
理
官
の
形
式
的
な
独
立
性
が
実
際
に
は
か
な
り
疑
問
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
(
∞
忠
臣
官
即
=
・

(
合
)
)
に
鑑
み
る
と
、
特
別
審
理
官
の
判
断
と
司
法
長
官
の
言
動
と
が
断
絶
し
た
も
の
と
い
え
る
か
否
か
に
は
疑
義
が
生
じ
よ
う
。
ま
た
、
退

去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
聴
聞
官
と
裁
量
的
救
済
申
請
に
関
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
そ
れ
と
が
同
一
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
の
み
か
ら
は
「
偏
見
」

の
立
証
な
し
と
す
る

Z
R
Wミ
〈
・
宮
内
〉
F
Z
E
豆町
F
N
S
司
包
ω
印(由同
E
C『・

5
印
。
)
が
あ
る
。

(
日
)
句
密
室
副
『
円
m
Z
O

〈回国
Dロ【回目

-
S』
可
否
口
目
(
印
∞
)
白
円

ωHNlHω

(
伺
)
め
足
〉
円
。
回
S
〈
-
F
E
Eロ
-
Sミ
白
口
・
(
め
N
)

己
主
ゆ
(
正
確
に
説
示
を
翻
訳
す
れ
ば
、
「
(
政
府
側
代
理
人
と
聴
聞
官
と
が
)
私
的
に
相
談
す
る
、

と
い
う
こ
と
は
、
や
や
通
例
と
異
な
る
も
の
の
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
不
利
益
な
取
庇
と
分
類
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
。
)

(
訂
)
句
2
0
q
E巳〈
--zω
・2
も

S
ロ・(め
N
)
g
N
N
N

(
槌
)
拙
稿
・
前
掲
注
(
臼
)
一
四
五
七
i
五
八
頁
参
照
。

(
的
)
一
九
一
七
年
法
下
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
同
右
一
四
九
二
頁
参
照
。

(
刊
)
こ
の
タ
イ
プ
の
液
↑
批
判
断
基
準
を
多
少
な
り
と
も
提
示
し
て
い
る
判
決
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
、
退
去
強
制
手
続
関
係
で
は

U
S
E
〈・

2ω
・

句
宮
、
ヨ
回
目
・
(
巴
)
一
件
の
み
で
あ
る
。

(
n
)
C
E
Z
ι
ω
g丹
市
日
何
回
『
巴
・
国
内
ロ
富
岡
町
〈
・
∞
町
白
巴
伺
町
田
何
回
日
}
コ

ωω
∞
C-
∞
-mω
寸

(H
ゆ印(〕)

(
η
)
ω
Z
Z
Z
冊目的可〈
-
C
E丹市
ι
ω
g
Z
印
市
岡
『
巳
・
富
市
N
2
・
ω
Z
C
-
∞
-
N
O
∞
呂
町
ω)

こ
れ
ら
の
二
つ
の
判
決
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
手
続
的
デ
ュ
!
・

プ
ロ
セ
ス
理
論
の
一
断
面
(
一
一
一
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
四
一
巻
二
号
六
三
七
l
四
三
頁
(
一
九
九

O
)
参
照
。

(η)
本
章
第
一
節
参
照
。

(
九
)
相
内
耳
O
ロ
岡
田
包
ハ
V
F
巾
耳
〈
・
の
D
E
E
m
-
ω
品品

d
m
印句。(]{@印
ω)
・

(
布
)
拙
稿
・
前
掲
注
(
花
)
六
四
三
l
四
四
頁
参
照
。

(
河
)
内
容
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
同
右
六
四
五
l
四
八
頁
参
照
。

(η)
本
章
第
二
節
参
照
。

(
沌
)
拙
稿
・
前
掲
注

(η)
六
三
七
J
三
八
頁
、
六
四
O
頁
及
ぴ
六
五
七
頁
参
照
。

(
叩
)
め
な
出

C
F
ヨ言。
5
S
E
E
R
-
-
3
2
2
2
5
2
0
5
Z
5
2
E
2・
E(52)・

(
別
)
戸
田
口
ι
o
ロ
戸
主
曲
目

E
n
s・品
mwmWC
・
ω
・
N
H
(
]石∞
N)
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手続的デュー・プロセス理論のー断面 (8・完)

(
創
)
拙
稿
「
手
続
的
デ
ュ
!
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
一
断
面
(
六
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
四
二
巻
五
号
二
三
二
七
l
四
四
頁
(
一
九
九
二
)
参
照
。

(
位
)
こ
の
点
の
分
析
に
つ
い
て
は
新
井
信
行
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
退
去
強
制
制
度
の
憲
法
的
考
察
」
『
広
島
法
学
』
一
五
巻
二
号
七
六
頁
以
下
参

刀ロ一円。

(
邸
)
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
連
邦
議
会
の
移
民
規
制
権
限
と
司
法
審
査
」
『
北
大
法
学
論
集
』
三
四
巻
五
号
八
六
二
頁
以
下
(
一
九
八

四
)
参
照
。

(
剖
)
本
章
第
二
節
参
照
。

(
部
)
退
去
強
制
手
続
に
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
リ
1
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
l
ス
は
日
本
人
移
民
事
件
(
吋
白
自
白
Z
E
Jア

ヨ凶
F
q
Q
m
w
匂
富
市
帥
巾
】
呂
包
括
「
田
口
件
。
白
田
市
)
-
H

∞
m
w
d
-
∞
・
∞
め
(
同
む
O
N
)

・
)
で
は
あ
る
(
拙
稿
「
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
一
断
面
(
五
)
」
)

吋
北
大
法
学
論
集
』
四
二
巻
三
号
七
八
三
頁
1
八
四
頁
(
一
九
九
二
)
が
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
意
味
か
ら
す
る
と
、
ウ
ォ
ン
・
ヤ
ン
・
サ

ン
判
決
を
も
っ
て
外
国
人
に
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
適
用
を
認
め
た
り
i
デ
ィ
ン
グ
・
ヶ
l
ス
と
位
置
づ
け
る
こ
と
(
小
高
・
前
掲
注
(
お
)

五
五
二
頁
)
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
部
)
冨
白
『
門
市
己
D

〈・回

g
e
-
Sミ
白
口
・
(
印
∞
)
目

(
町
)
本
章
第
三
節
参
照
。

(部
)
U
E
E
〈

Eω
・
盤
、
埼
烏
口
・
(
色
)
・

第
三
章

手
続
的
破
抗
の
判
断
と
手
続
の
実
効
的
保
護

既
に
第
一
部
第
一
章
で
述
べ
た
述
べ
た
よ
う
に
、
個
別
の
手
続
要
件
は
今
や
法
律
に
よ
り
か
な
り
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
い

か
な
る
手
続
が
退
去
強
制
処
分
に
は
必
要
と
さ
れ
る
か
と
い
う
要
件
論
と
い
う
側
面
か
ら
、
こ
れ
ら
手
続
に
つ
い
て
の
裁
判
例
を
検
討
す
る

こ
と
は
必
ず
し
も
大
き
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
各
要
件
の
具
体
的
内
容
を
裁
判
例
に
そ
く
し
て
検
討
し
つ
つ
、
さ
ら
に
、
各
要

北法46(1・23)23



説

件
が
一
連
の
手
続
の
中
で
い
か
な
る
重
み
を
有
し
て
い
る
か

l
l
こ
れ
は
一
九
一
七
年
法
下
の
裁
判
例
の
検
討
で
も
行
っ
た
こ
と
で
あ
る

(
1
)
 

|
|
』
を
も
検
討
す
る
。
後
者
の
検
討
の
視
角
と
し
て
は
、
各
手
続
要
件
の
暇
庇
が
処
分
の
違
法
判
断
を
ど
の
程
度
左
右
す
る
か
、
を
設
定

(
2
)
 

す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
。
本
章
で
も
、
第
二
部
第
一
章
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
分
析
を
行
い
つ
つ
、
手
続
的
取
庇
と
取

消
事
由
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
な
形
で
処
理
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

一
方
で
は
各
手
続
要
件
の
「
核
」
と
な
る
も
の

北法46(1・24)24

善弘

白岡

は
何
か
を
探
り
つ
つ
、
他
方
で
手
続
的
権
利
を
実
効
的
に
保
護
す
る
た
め
に
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
手
法
を
用
い
て
い
る
か
を
抽
出
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

第

節

(
3
)
 

処
分
事
由
の
告
知

(
4
)
 

一
般
論
と
し
て
、
現
在
の
裁
判
例
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
が
退
去
強
制
処
分
の
性
格
及
び
退
去
強
制
事
由

(
5
)
 

の
内
容
の
告
知
を
受
け
る
べ
き
こ
と
が
、
憲
法
上
の
要
請
で
あ
る
こ
と
は
確
立
し
た
と
み
て
よ
い
。
問
題
と
な
る
こ
と
は
十
分
な
告
知
と
い

え
る
た
め
の
具
体
的
な
告
知
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
と
の
関
係
で
も
や
は
り
刑
事
手
続
と
の
対
比
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
収
容
令

(
6
)
 

状
・
退
去
強
制
令
状
の
記
載
内
容
は
起
訴
状
ほ
ど
の
様
式
性
や
詳
し
さ
を
備
え
て
い
る
必
要
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
処

分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
に
尋
問
に
先
立
ち
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
か
否
か
が
争
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
点
で
も
退
去

(
7
)
 

強
制
手
続
が
刑
事
手
続
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
は
不
要
と
解
さ
れ
て
い
る
。

で
は
「
十
分
な
告
知
L

と
い
え
る
た
め
の
積
極
的
要
件
は
何
か
。
必
ず
し
も
多
数
と
は
い
え
な
い
裁
判
例
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ

(
8
)
 

う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
処
分
の
根
拠
事
実
を
、
そ
れ
に
対
し
て
反
駁
す
る
た
め
の
証
言
を
外
国
人
が
可
能
な
も
の
と
す
る

(
9
)
 

程
度
に
明
確
に
、
記
載
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
九
一
七
年
法
下
に
お
け
る
と
同
様
、
現
行
法
下
に
お
い
て
も
、
右
の
点
の
検
討
は
、



専
ら
、
処
分
の
相
手
方
の
反
駁
の
機
会
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
破
庇
と
い
え
る
か
否
か
、
と
い
う
視
点
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴

(ω) 

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
処
分
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
理
由
立
証
命
令
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
実
に
破
疫
が
存
在
し
て
い
る
と
し
て
も
、

(
日
)

そ
れ
に
対
し
て
反
駁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
処
分
の
効
果
が
覆
さ
れ
な
い
よ
う
な
事
項
に
関
す
る
暇
庇
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
該
暇
庇
の
存

(ロ)

在
は
手
続
の
暇
庇
と
し
て
認
定
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
ま
た
告
知
時
期
に
つ
い
て
も
、
処
分
の
相
手
方
の
反
駁
活
動
を
妨
げ
る
も
の

(

日

)

(

は

)

と
い
え
な
い
限
り
、
時
宜
に
か
な
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

第
二
節

処
分
の
相
手
方
に
よ
る
証
拠
の
提
示

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (8・完)

ヒ
ア
リ
ン
グ
で
の
証
拠
の
提
示
を
行
う
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
当
然
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
出
廷
す
る
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い

(
日
)

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
権
利
が
デ
ユ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
一
内
容
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
一
九
一
七
年
法
下
に
お
い
て
も
確
立
し
た
と
こ

(
日
)

ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
機
会
の
保
障
で
あ
る
こ
と
に
留
意
を
要
す
る
。
つ
ま
り
、
現
行
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
処
分
の
相
手
方

(
げ
)

に
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
出
廷
の
た
め
の
合
理
的
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
右
の
権
利
は
充
足
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
機
会
さ
え
与
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
た
と
え
処
分
の
相
手
方
が
現
実
に
出
廷
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
右
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
は

(
時
)

な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
、
当
該
権
利
の
性
格
が
こ
の
よ
う
に
機
会
の
保
障
で
あ
る
と
は
い
え
、
法
律
上
、
処
分
の
相
手
方
抜
き
で
手
続
を
進
行
す
る
こ

(
ゆ
)

と
が
で
き
る
の
は
、
相
手
方
が
出
廷
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
き
合
理
的
理
由
の
な
い
場
合
に
限
ら
れ
、
か
っ
、
実
際
に
は
相
手
方
抜
き
で

(
初
)

手
続
が
進
捗
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
処
分
の
相
手
方
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
出
廷
は
、

北法46(1・25)25

そ
の
後
の
防
御
活
動
に
と
っ
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
故
、

そ
れ
が
「
機
会
の
保
障
」
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、

か
な
り
の
程
度
寸
結
果
の



説

保
障
」
と
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
要
求
さ
れ
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。

北法46(1・26)26

当.. 
H岡

(
幻
)

以
上
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
出
廷
の
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
の
一
内
容
た
る
証
拠
の
提
示
権

(
幻
)
(
お
)

が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
法
律
は
、
処
分
の
相
手
方
が
自
己
に
有
利
な
証
拠
を
提
示
す
る
合
理
的
な
機
会
を
与
え
ら
れ
る
べ
き

(M) 

旨
定
め
て
い
る
。
現
行
法
制
下
に
お
い
て
証
拠
提
示
権
の
暇
庇
と
し
て
も
っ
と
も
問
題
と
な
り
う
る
も
の
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
閉
廷
及
ぴ
処

分
の
相
手
方
の
論
拠
を
記
録
に
記
載
し
な
い
こ
と
、

で
あ
ろ
う
。

(
お
)

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
閉
廷
す
る
こ
と
は
特
別
審
理
官
の
裁
量
と
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
裁
量
権
行
使

(
お
)

が
合
理
的
か
否
か
が
諸
々
の
状
況
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
右
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
特
別
審
理
官
が
処
分
の
相
手
方
に

(
幻
)

さ
ら
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
続
行
す
る
必
要
性
を
示
す
よ
う
告
知
し
て
い
る
か
否
か
、
が
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
右

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

対
し
て
、

の
告
知
の
後
、
処
分
の
相
手
方
が
続
行
の
必
要
性
を
示
す
前
で
あ
っ
て
も
、
退
去
強
制
事
由
該
当
性
が
導
き
出
さ
れ
る
事
実
が
自
白
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
口
頭
弁
論
を
行
っ
て
も
付
け
加
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
何
も
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
閉
廷
を
適
法
と
す
る
裁

(

お

)

(

鈎

)

判
例
も
あ
る
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
提
示
さ
れ
る
証
拠
に
は
裁
量
的
救
済
を
有
利
に
導
く
た
め
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
右
の

(
初
)

裁
判
例
に
は
疑
問
が
あ
る
が
、
実
体
判
断
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
閉
廷
の
暇
痕
を
理
由
に
、
処
分
が
違
法
と
さ
れ
る
可

能
性
が
少
な
い
こ
と
を
、
こ
の
裁
判
例
は
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
暇
庇
の
実
体
的
判
断
志
向
を
進
め
る
と
、
特
別
審
理
官
に
よ
る
口
頭

弁
論
の
拒
否
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
移
民
不
服
審
査
委
員
会
に
お
い
て
完
全
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
手
続

(
訂
)

の
液
庇
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し
右
の
立
場
ま
で
も
肯
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
特
別
審
理
官
の
手
続
に
そ
れ
と
し
て

(
m
M
)
 

の
価
値
を
認
め
て
手
続
要
件
を
課
し
た
一
九
一
七
年
法
下
の
裁
判
例
の
流
れ
に
さ
え
惇
る
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

他
方
、
記
録
へ
の
記
載
と
の
関
係
で
は
、
移
民
判
事

(
H
特
別
審
理
官
)
は
、
相
手
方
に
ブ
リ

l
フ
を
提
示
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
を

(
お
)

条
件
に
、
裁
量
に
よ
り
、
申
請
・
反
駁
等
に
関
す
る
弁
論
を
記
録
に
記
載
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解



(
M
A
)
 

さ
れ
て
い
る
。
右
の
よ
う
な
条
件
が
存
す
る
た
め
か
、
裁
判
例
上
、
こ
れ
に
関
す
る
裁
量
権
行
使
が
争
わ
れ
た
事
例
は
存
し
な
い
よ
う
で
あ

る

第

節

反
対
尋
問

各
手
続
要
件
の
中
で
大
き
な
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
、
不
利
な
証
人
と
の
対
面

(
g
E
Z
E色
。
ロ
)
に
つ
い
て
は
そ
れ
自
体
と
し

(
お
)

て
取
り
上
げ
る
だ
け
の
裁
判
例
の
蓄
積
が
な
い
。
む
し
ろ
、
反
対
尋
問
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
提
示
さ
れ
る
証
拠
の
質
の
問

題
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
一
括
し
て
、
こ
こ
で
扱
う
こ
と
と
す
る
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (8・完)

一
九
五
二
年
法
は
、
第
二
四
二
条

(
b
)

項
に
お
い
て
、
処
分
の
相
手
方
が
「
自
己
に
不
利
な
証
拠
を
検
証
(
内
同
白
呂
田
口
市
)
し
、
自

(
お
)

己
の
た
め
に
証
拠
を
提
示
し
、
政
府
側
の
証
人
に
反
対
尋
問
を
行
う
合
理
的
機
会
を
有
す
る
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
反
対
尋
問
の
機

会
の
保
障
も
ま
た
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、

一
九
一
七
年
法
下
の
判
例
分
析
の
結
果
得
ら

れ
た
知
見
に
よ
れ
ば
、
手
続
保
障
の
核
と
も
い
え
る
要
素
と
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
権
利
も
ま
た
「
機
会
の
保
障
」

(
幻
)

と
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
証
人
に
対
面
し
、
反
対
尋
問
を
行
う
絶
対
的
な
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
換
言
す
れ

ば
、
反
対
尋
問
を
経
て
い
な
い
証
人
に
よ
る
証
言
な
い
し
証
拠
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
根
拠
と
し
て
退
去
強
制
事
由
該
当
政
を
認
定
す
る
こ

と
が
直
ち
に
処
分
の
違
法
を
根
拠
s

つ
け
る
こ
と
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
現
行
法
下
に
お
け
る
手
続
を
め
ぐ
る
裁
判
例
の
大
半
は
、

一
七
年
法
下
に
お
け
る
と
同
様
、
こ
の
点
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
反
対
尋
問
を
経
て
い
な
い

な
い
し
経
る
こ
と
が
で

き
な
い
)
証
拠
が
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
反
対
尋
問
を

経
な
い
証
言
な
い
し
証
拠
を
用
い
る
こ
と
の
許
否
を
め
ぐ
る
裁
判
例
を
分
析
す
る
。

九

北法46(1・27)27



説

(a) 

一
般
的
な
判
断
枠
組

北法46(1・28)28

告'b.
日間

(
お
)

右
の
点
の
許
否
に
関
す
る
一
般
的
な
判
断
枠
組
み
を
提
示
し
た
も
の
と
し
て
、
後
の
裁
判
例
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
判
決
と
し
て
、

(
鈎
)

マ
l
ロ
ウ
判
決
(
沼
恒
ユ
。
者
士
、
・

2ω)
が
あ
る
。

本
判
決
に
よ
れ
ば
、
反
対
尋
問
を
経
て
い
な
い
証
人
の
証
言
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
の
許
否
を
決
す
る
た
め
の
テ
ス
ト
は
、
当
該
証

(ω) 

言
が
な
さ
れ
る
手
続
が
基
本
的
に
公
正
な
も
の
(
同

E
E
E
g
g
-
E
2
2印
)
と
い
え
る
か
否
か
、
及
び
、
当
該
証
拠
が
証
明
力
あ
る
も
の

(
日
制
)

の
二
つ
の
側
面
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
当
該
証
拠
が
証
明
力
あ
る

(
℃
『

Oσ
白
丹
回
〈
巾
ロ
冊
目
的
)

と
い
え
る
か
否
か
、

も
の
と
い
え
る
性
格
を
有
す
る
場
合
に
は
、
専
ら
、
右
証
言
が
な
さ
れ
た
手
続
の
公
正
さ
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
以

(
必
)

下
で
分
析
す
る
裁
判
例
は
、
右
の
二
つ
の
側
面
の
テ
ス
ト
を
い
か
に
適
用
す
べ
き
か
に
関
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

(匂「。
σMwt〈
巾
)

(
b
)
 
具
体
的
な
判
断
の
ポ
イ
ン
ト

具
体
的
な
判
断
要
素
を
分
析
す
る
た
め
に
裁
判
例
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
二
つ
の
こ
と
が
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
つ
は
、

行
政
救
済
を
尽
く
す
べ
き
と
の
要
請
(
巾

H
E
E
Bロ
)

つ
ま
り
、
出
入
国
管
理
法
の
下
で
は
、
行
政
機
関
に
お
い
て
行

(
必
)

っ
て
い
な
い
手
続
違
反
の
主
張
は
、
裁
判
所
に
お
い
て
新
た
に
提
起
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
、
反
対
尋
問
に
関
す
る
行
政
機

と
の
関
係
で
あ
る
。

聞
の
暇
庇
の
主
張
が
新
た
に
裁
判
所
で
提
起
さ
れ
た
が
た
め
に
、
裁
判
所
は
右
の
暇
抗
の
有
無
に
関
わ
り
な
く
、
処
分
を
適
法
と
し
た
も
の

(
H
H
)
 

が
若
干
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
合
理
的
で
実
質
的
か
つ
証
明
力
あ
る
証
拠

(
M
M
)
 

2
5
2
2
)
」
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
判
断
は
証
拠
全
体
に
基
づ
き
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

ま
た
、
退
去
強
制
事
由
該
当
性
は

(「

g∞
。
ロ
釦

σ}巾
・
印
ロ

σ印
丹
田
口
色
白

-
E己
℃
『

0σ
山
門
』
4

〈
巾

と
に
も
留
意
を
要
す
る
。
す
な
わ
ち
、
極
論
す
れ
ば
、

た
と
え
取
抗
あ
る
証
拠
が
退
去
強
制
事
由
を
基
礎
づ
け
る
事
実
に
混
在
し
て
い
る
と



(

M

W

)

(

幻
)

し
で
も
、
他
に
十
分
な
証
拠
が
あ
れ
ば
、
手
続
の
暇
庇
は
否
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
退
去
強
制
事
由

(
必
)

該
当
性
の
判
断
の
第
一
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
証
拠
全
体
か
ら
み
て
こ
れ
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
証
拠
全
体

の
判
断
の
中
に
手
続
の
液
庇
が
完
全
に
埋
没
し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
手
続
保
障
を
無
視
し
た
証
拠
に
よ
っ
て
退
去
強
制
事
由
該
当
性

い
か
な
る
証
拠
に
ど
の
よ
う
な
手
続
的
暇
杭
が
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
必
要
と
な
る
か
ら

を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
以
上
、

で
あ
る
。

反
対
尋
問
権
の
保
障
と
証
拠
に
基
づ
く
退
去
強
制
事
由
該
当
性
の
認
定
と
の
関
係
で
検
討
の
対
象
と
す
べ
き
争
点
は
、
専
ら
、
反
対

尋
問
を
経
て
い
な
い
証
言
な
い
し
証
拠
の
み
に
基
づ
き
退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
認
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
、

ま
た
許
否
の
判
断
の
ポ

イ
ン
ト
は
何
か
、

ま
ず
、
反
対
尋
問
を
経
な
い
こ
と
が
適
法
と
さ
れ
た
事
案
を
検
討
す
る
。
第
一
に
、

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
よ
り
、

手続的デュー・プロセス理論の一断面 (8・完)

そ
も
そ
も
反
対
尋
問
を
経
な
い
証
拠
を
利
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
り
う
る
が
、
す
べ
て
の
裁
判
例
は
、
こ
れ
が
許
さ

れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
説
一
不
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
退
去
強
制
手
続
が
刑
事
手
続
で
は
な
く
、
民
事
的
性
格
で

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
(
特
別
審
理
官
の
如
き
)
行
政
審
判
機
関
(
包
ヨ

g
z々
と
芝
市
門
『

FEE-回
)
が
、
刑
事
手
続

C
E
E曲
目
胃
2
2
E
Z∞)

(

ω

)

(

印
)

に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
厳
格
な
証
拠
法
則
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
点
に
集
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
右
の
い
わ
ば
理

(
日
)

論
的
根
拠
と
と
も
に
、
処
分
の
相
手
方
に
よ
る
反
対
尋
問
権
の
行
使
の
濫
用
を
防
止
す
る
と
い
う
実
際
的
配
慮
も
相
当
大
き
い
の
で
は
な
い

(
臼
)

か
と
推
測
さ
れ
る
。い

か
な
る
場
合
に
、
反
対
尋
問
を
経
な
い
証
拠
を
用
い
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
き
た
か
。
最
も
多
い
場
合
と
は
、
国
外
に
証

(
日
)

そ
の
所
在
が
不
明
な
場
合
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
右
の
如
き
事
情
の
み
で
は
十
分
と
い
え
ず
、
政
府
側
が
当
該
証
人
を
探
す
努

力
を
し
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
反
対
尋
問
を
経
な
い
宣
誓
供
述
書

S
E
E三
円
)
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
旨
判
一
不
す
る

(M) 

も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
政
府
側
が
退
去
強
制
事
由
を
立
証
す
る
上
で
不
可
欠
な
証
人
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
召
喚
す
る
努

で
は
、

四

北法46(1・29)29

人
が
お
り
、



説

力
を
せ
ず
に
漫
然
と
宣
誓
供
述
書
を
用
い
た
場
合
に
は
、
当
該
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
椴
庇
あ
る
も
の
と
し
て
違
法
と
な
る
可
能
性
が
存
在
す
る
こ

(
日
)

と
を
意
味
す
る
。
約
言
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
退
去
強
制
事
由
認
定
の
た
め
不
可
欠
な
証
人
に
つ
い
て
は
、
政
府
側
は
、
そ
の
証
人
を
ヒ
ア

論

リ
ン
グ
に
召
喚
で
き
る
よ
う
努
力
す
べ
き
義
務
を
一
定
範
囲
内
で
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
義
務
を
政
府
側
に
課
す
こ
と
は
、

北法46(1・30)30

退
去
強
制
処
分
が
相
手
方
に
与
え
る
不
利
益
の
重
大
性
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
証
人
の
所
在
不
明
を
奇
禍
と
し
て
政
府
側
が

外
国
人
を
退
去
強
制
処
分
に
付
す
こ
と
を
防
止
す
る
上
で
必
要
な
も
の
と
も
い
え
よ
う
。

五

外
国
人
側
の
立
証
不
十
分
を
奇
禍
と
し
た
退
去
強
制
を
防
止
す
る
と
い
う
点
で
は
、
英
語
の
語
学
能
力
が
不
十
分
な
外
国
人
に
対
し

て
翻
訳
を
行
う
こ
と
も
必
要
と
な
る
。
近
時
の
事
例
で
は
、
翻
訳
が
必
要
で
あ
る
の
に
こ
れ
を
し
な
か
っ
た
こ
と
も
反
対
尋
問
権
の
侵
害
と

(
日
)

認
定
さ
れ
て
い
る
。

ーよ4

ノ、

ま
た
、
反
対
尋
問
を
経
な
い
証
拠
|
|
例
え
ば
伝
聞
証
拠
が
そ
の
典
型
だ
が
ー
ー
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
用
い
る
こ
と
自
体
禁
止
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
真
実
で
あ
る
旨
の
認
証

(
2
5
2
5恒
三
ロ
ロ
)

(
幻
)

は
許
さ
れ
て
い
な
い
。

な
き
文
書
に
基
づ
き
退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
認
定
す
る
こ
と

七

(
日
)

な
お
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
処
分
の
相
手
方
に
よ
る
権
利
行
使
を
実
質
的
に
妨
げ
る
処
置
を
政
府
側
が
と
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

い
か
に
退
去
強
制
手
続
で
は
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
や
証
拠
排
除
法
則
の
適
用
が
な
い
と
は
い
っ
て
も
、
自
白
の
強
要
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

(
臼
)

強
制
に
基
づ
く
陳
述
を
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
以
上
が
、
退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
反
対
尋
問
の
際
、
政
府
側
に

企
正
和
九
、

課
せ
ら
れ
る
作
為
・
不
作
為
義
務
の
内
容
と
い
え
る
。

J¥ 

他
方
、
反
対
尋
問
を
行
う
こ
と
を
要
求
す
る
外
国
人
に
も
ま
た
一
定
の
努
力
義
務
を
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
種
の
義

(ω) 

務
の
内
容
と
し
て
、
一
つ
に
は
、
自
ら
の
退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
反
駁
す
る
た
め
の
反
対
尋
問
の
必
要
性
を
立
証
す
る
こ
と
、
も
う
一
つ

(
臼
)

に
は
、
自
ら
の
責
任
で
反
対
尋
問
を
実
施
す
る
手
段
を
提
供
す
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
前
者
は
、
不
必
要
な



反
対
尋
問
を
回
避
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
あ
る
程
度
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
必
要
性
の
具
体
的
立
証
を
相
手
方
に
要
求
す
る

(
臼
)

こ
と
は
無
理
を
強
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
後
者
の
義
務
は
、
退
去
強
制
処
分
の
手
続
保
障
が
基
本
的
に
機
会
の
保
障
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ

る
程
度
や
む
を
得
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
基
本
的
思
考
を
一
貫
さ
せ
る
と
酷
な
事
態
が
生
じ
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
に
、
代

理
人
依
頼
権
の
保
障
に
関
す
る
叙
述
で
示
す
こ
と
と
す
る
。

第
四
節

代
理
人
依
頼
権

手続的デュー・プロセス理論のー断面(8・完)

退
去
強
制
処
分
手
続
で
は
、
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
が
英
語
の
理
解
能
力
に
欠
け
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
り
、
司
法
制
度
に

対
す
る
知
識
に
欠
け
る
こ
と
が
大
半
で
あ
る
こ
と
、
及
び
政
府
側
に
と
っ
て
、
そ
の
保
障
に
か
か
る
コ
ス
ト
が
低
い
こ
と
か
ら
、
代
理
人
依

(

臼

)

(

臼

)

頼
権
の
保
障
が
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
代
理
人
依
頼
権
に
つ
き
、
一
九
五
二
年
法
は
、
二
つ
の
規
定
で
、
外
国
人
が

(
白
山
)

退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
、
自
ら
選
択
し
た
代
理
人
に
よ
り
代
理
さ
れ
る
権
利
(
司
王
戸
内
海
)
を
有
す
る
旨
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
行

(
白
山
)

政
機
関
の
制
定
し
た
規
則
に
よ
れ
ば
、
代
理
人
を
得
ら
れ
な
い
外
国
人
に
、
当
該
地
区
で
利
用
で
き
る
無
料
の
法
律
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
旨
を

(
町
山
)

移
民
判
事
は
告
知
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

一
九
八
三
年
に
連
邦
議
会
が
外
国
人
の
代
理
に
つ
き
支
出
し
て
い
た
法
律
サ
ー

ビ
ス
協
会
(
宮
間
色
∞

R
i
2
n
R宮
『
邑
o
ロ
)
へ
の
補
助
金
を
削
減
し
た
た
め
、
法
律
サ
ー
ビ
ス
協
会
は
無
料
の
法
律
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
者

を
永
住
外
国
人
、
合
衆
国
市
民
の
親
族
で
か
つ
地
位
変
更
(
邑

}
5
5
2円
。
同
凹

Z
E凶
)
を
求
め
て
い
る
者
、
難
民
及
び
一
九
五
二
年
法
第
二

(
侃
)

(

ω

)

四
三
条

(
h
)
項
に
よ
り
退
去
強
制
の
留
保
(
三
円

F
E
E
-口
町
)
を
認
め
ら
れ
た
外
国
人
に
限
定
す
る
規
則
を
発
布
し
た
。
こ
の
規
則
に
よ
り
、

ア
サ
イ
ラ
ム
申
請
者
、
非
移
民
た
る
外
国
人
等
は
、
事
実
上
、
代
理
人
に
よ
る
弁
護
を
受
け
ら
れ
な
く

北法46(1・31)31

な不
つ法
た入
と固
い滞
え公在
るとZの
。外

国
人
の
大
半



説

以
上
の
制
度
を
前
提
と
し
て
、
次
の
二
点
に
つ
き
検
討
す
る
。
第
一
に
、
代
理
人
依
頼
権
の
保
障
に
暇
抗
あ
り
と
さ
れ
る
場
合
と
は
い
か

な
る
場
合
か
を
検
討
し
、
第
二
に
、
代
理
人
不
在
の
ま
ま
進
行
し
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
手
続
に
対
す
る
審
査
方
法
に
つ
き
考
察
す
る
。

(
a
)
 

代
理
人
依
頼
権
の
保
障
内
容

北法46(1・32)32

言命

退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
開
始
さ
れ
る
と
き
、
特
別
審
理
官
が
処
分
の
事
由
の
告
知
を
行
う
こ
と
は
前
述
し
た
。
こ
の
と
き
、
特
別

審
理
官
は
ま
た
、
処
分
の
相
手
方
に
対
し
て
、
相
手
方
自
ら
の
負
担
で
代
理
人
を
依
頼
す
る
権
利
を
有
す
る
旨
の
告
知
も
行
う
も
の
と
さ
れ

(

η

)

(

η

)

 

て
い
る
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
開
始
前
の
予
備
調
査
段
階
で
は
代
理
人
依
頼
権
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
一
九
一
七
年
法
下
と
同
様
で
あ
り
、

(

η

)

(

九
)

こ
の
点
に
つ
き
い
く
つ
か
の
裁
判
例
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
は
証
拠
排
除
の
問
題
と
か
な
り
の
程
度
重
複
し
、
別
個
の
視
点
か
ら
の
検
討
が

(
お
)

必
要
と
思
わ
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
考
察
対
象
か
ら
除
外
す
る
。

さ
て
、
右
の
告
知
が
な
さ
れ
た
後
、
処
分
の
相
手
方
が
代
理
人
依
頼
を
希
望
し
た
場
合
に
は
、
自
己
の
選
択
し
た
代
理
人
を
出
廷
さ

(
初
)

せ
る
合
理
的
な
機
会
を
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
、
右
の
合
理
的
な
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
代
理
人
が
現
実
に
ヒ
ア
リ
ン
グ

(
打
)

に
出
廷
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
手
続
に
暇
庇
あ
り
と
は
認
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
抽
象
的
に
は
代
理
人
依
頼
権
の
保
障
が

機
会
の
保
障
で
あ
る
と
い
う
点
は
、

一
九
一
七
年
法
下
に
お
け
る
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
も
っ
と
も
、
最
近
の
裁
判
例
に
は
、
第
五
修

正
に
由
来
す
る
代
理
人
依
頼
権
の
保
障
は
代
理
人
に
よ
る
実
効
的
援
助
を
受
け
る
権
利
の
保
障
で
あ
る
こ
と
を
正
面
か
ら
承
認
す
る
も
の
が

(
沌
)

あ
り
、
こ
の
よ
う
な
権
利
を
正
面
か
ら
承
認
し
な
い
ま
で
も
、
代
理
人
依
頼
権
の
保
障
に
暇
庇
が
あ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
際
に
、
代
理
人

(
乃
)

に
よ
る
実
効
的
援
助
の
阻
害
が
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
考
察
す
る
裁
判
例
が
登
場
し
て
い
る
。
近
時
の
大
き
な
特
徴
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

(
m
w
)
 

で
は
、
右
に
い
う
機
会
の
保
障
の
合
理
性
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
裁
判
例
は
い
か
よ
う
に
把
握
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
代



理
人
依
頼
権
の
保
障
の
暇
庇
の
有
無
が
問
題
と
な
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
代
理
人
不
在
の
ま
ま
手
続
が
進
行
し
た
場
合
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
た
め
、
右
の
合
理
性
の
内
容
も
ま
た
、

そ
の
大
半
は
代
理
人
依
頼
権
放
棄
の
合
理
性
の
有
無
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
立
ち

現
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
を
捨
象
し
て
従
来
の
裁
判
例
を
み
て
い
く
と
、
こ
れ
ま
で
代
理
人
依
頼
権
の
制
約
に
つ
き
暇
庇
あ
り
と
さ
れ
た

(
創
)
(
幻
)

事
例
は
、
政
府
側
が
代
理
人
抜
き
の
手
続
を
進
捗
さ
せ
る
に
つ
き
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
種
の

事
案
に
対
す
る
判
決
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
政
府
側
の
手
続
上
の
義
務
と
し
て
は
、
政
府
側
が
何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
、
相
手
方
の

権
利
行
使
を
回
害
す
る
よ
う
な
結
果
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
に
は
、
政
府
側
は
、
そ
の
後
、
相
手
方
の
権
利
行
使
の
機
会
を
与
え
る
た
め
に
あ

(
お
)

る
程
度
積
極
的
な
措
置
を
と
る
こ
と
、
及
び
、
相
手
方
の
権
利
行
使
の
主
張
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
権
利
濫
用
に
わ
た
ら
な
い
限
り
、
誠
実

(
悩
)

に
対
応
す
る
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (8・完)

で
は
、
政
府
に
よ
る
、
代
理
人
依
頼
権
行
使
に
対
す
る
積
極
的
妨
害
行
為
は
な
さ
れ
な
い
が
、
代
理
人
不
在
の
ま
ま
ヒ
ア
リ
ン
グ
が

(
邸
)

進
行
し
た
場
合
、
当
該
手
続
は
い
か
な
る
評
価
を
受
け
る
か
。
こ
れ
が
、
代
理
人
依
頼
権
放
棄
の
有
効
性
を
め
ぐ
る
問
題
で
も
あ
る
。
以
下
、

四
右
の
点
に
つ
い
て
の
裁
判
例
を
検
討
す
る
。

ま
ず
一
般
論
と
し
て
は
、

一
九
一
七
年
法
下
の
判
例
検
討
に
際
し
て
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
代
理
人
依
頼
権
の
放
棄
は
可
能
で
あ
り
、

(
鉛
)

外
国
人
は
代
理
人
依
頼
権
の
存
在
に
つ
き
告
知
を
受
け
、
代
理
人
抜
き
で
手
続
を
進
捗
さ
せ
る
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

代
理
人
依
頼
権
放
棄
の
有
効
性
を
判
断
す
る
際
の
基
準
は
、
抽
象
的
に
い
え
ば
、
当
該
放
棄
が
「
理
性
的
に
、
熟
知
の
上
で
、
完
全
に
自
発

(
幻
)

的
意
思
の
下
で

(
Z
Z
E間
内
ロ
デ

rgdヱ
ロ
四
回

E
g
g
-
u
r
z
q
z
-
5
5ミ
)
」
な
さ
れ
た
か
否
か
で
あ
る
。
問
題
は
し
か
し
、
右
基
準
の
具
体
的

内
実
で
あ
り
、
多
数
の
裁
判
例
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。

北法46(I・33)33

外
国
人
に
よ
る
代
理
人
依
頼
権
放
棄
が
右
の
基
準
に
合
致
し
た
も
の
と
い
え
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
、
あ
る

(∞∞) 

判
決
は
、
年
齢
・
知
識
・
教
育
・
情
報
・
分
別
・
理
解
能
力
を
挙
げ
て
お
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
要
素
の
総
合
勘
案
に
よ
り
、
諸



説

(
鈎
)

判
決
は
、
権
利
放
棄
に
暇
庇
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
決
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
な
お
い
く
つ
か
の
判
断
の
ポ
イ
ン
ト
が
存

で
は
な
く
、
た
と
え
相
手
方
が
代
理
人
依
頼
権
を
放
棄
し
て
い
て
も
、

ヒ
ア
リ
ン
グ
開
廷
中
、
代
理
人
が
出
廷
す
れ
ば
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
左
右

北法46(1・34)34

在
し
て
い
る
。
第
一
に
、
特
別
審
理
官
が
処
分
の
相
手
方
に
対
し
て
、
相
手
方
が
手
続
の
性
格
を
十
分
理
解
で
き
る
よ
う
な
形
で
、
代
理
人

Z命

依
頼
権
を
有
す
る
旨
告
知
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
権
利
告
知
は
、

ヒ
ア
リ
ン
グ
開
始
時
点
の
み
に
お
い
て
行
え
ば
常
に
十
分
で
あ
る
わ
け

す
る
で
あ
ろ
う
と
特
別
審
理
官
が
認
め
た
場
合
に
は
、
特
別
審
理
官
は
そ
の
都
度
、
代
理
人
依
頼
権
放
棄
の
意
思
を
相
手
方
に
確
認
し
な
く

(

卯

)

(

川

出

)

て
は
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
相
手
方
が
権
利
放
棄
の
意
思
表
示
を
明
確
に
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
形

式
的
に
明
示
し
て
い
れ
ば
可
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
手
続
の
性
格
や
代
理
人
依
頼
権
放
棄
の
意
味
に
つ
き
十
分
理
解
し
た
上
で
の
も
の
で

(
m出
)

な
く
て
は
な
ら
ず
、
従
っ
て
、
こ
こ
に
は
自
ず
と
、
一
定
程
度
行
政
機
関
側
の
説
明
義
務

l
l
こ
れ
は
前
述
の
権
利
告
知
と
あ
る
程
度
対

(

m

m

)

(

悦
)

応
す
る
も
の
で
あ
る
が
!
ー
が
発
生
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
翻
訳
を
受
け
る
権
利
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
理
解
さ
れ

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
、
行
政
機
関
側
の
対
応
の
誠
実
さ
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
特
に
、
行
政
機
関
側
が
外

国
人
に
、
代
理
人
抜
き
で
手
続
を
進
捗
さ
せ
る
か
、
代
理
人
依
頼
可
能
な
時
ま
で
手
続
を
延
期
す
る
か
を
問
い
、
外
国
人
側
が
代
理
人
依
頼

を
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
、
特
に
緊
急
の
必
要
性
が
な
け
れ
ば
、

一
定
の
期
間
手
続
を
延
期
し
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
代
理
人
を
得
る
こ

(
%
)
 

と
が
で
き
ず
、
結
果
的
に
外
国
人
が
代
理
人
依
頼
を
断
念
し
た
、
と
い
う
場
合
が
存
在
す
る
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
外
国
人
側
が
手
続
延
長

(
M
m
)
 

の
意
思
を
明
示
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
第
四
に
、
外
国
人
側
が
容
易
に
代
理
人
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
否

か
を
判
断
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
と
し
て
考
慮
す
る
裁
判
例
も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
特
に
裁
判
例
が
着
目
し
て
い
る
こ
と
は
、
処
分
の
相

(

川

町

)

手
方
が
代
理
人
を
依
頼
す
る
の
に
十
分
な
金
銭
的
余
裕
の
有
無
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
再
三
指

摘
し
た
よ
う
に
退
去
強
制
手
続
の
性
格
が
刑
事
で
は
な
く
民
事
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
、
判
例
理
論
上
、

(
加
問
)

い
て
は
国
選
弁
護
を
受
け
る
権
利
が
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
手
続
上
の
権
利
と
し
て

一
応
、
退
去
強
制
手
続
に
お



一
定
の
権
利
(
こ
こ
で
は
右
の
国
選
弁
護
を
受
け
る
権
利
)
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
貧
困
者
の
場
合
な
ど
、

定
の
状
況
の
下
で
は
、
右
の
権
利
の
有
無
と
は
別
の
形
で
、
手
続
的
統
制
の
判
断
要
素
の
一
つ
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
、
と

(

ω

)

(

削
)

い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
五
に
、
代
理
人
依
頼
権
を
放
棄
せ
ず
、
代
理
人
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
出
廷
さ
せ
て
い
た
な
ら
ば
、
退
去
強
制
事
由
該
当

(
肌
)

性
な
ど
の
判
断
が
変
わ
り
え
た
か
否
か
、
と
い
う
点
へ
の
考
慮
を
す
る
裁
判
例
が
多
い
。
こ
れ
は
、
本
稿
の
検
討
テ

1
マ
の
一
つ
で
あ
る
、

手
続
の
破
庇
の
効
果
と
直
結
す
る
論
点
で
あ
る
。
裁
判
例
に
お
い
て
、
結
果
の
可
変
性
を
理
由
の
一
つ
と
し
て
手
続
の
暇
抗
が
認
定
さ
れ
る

(
即
)

こ
と
は
少
な
く
、
こ
の
判
断
ポ
イ
ン
ト
は
、
手
続
の
暇
庇
の
存
在
を
否
定
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
否
定
例

(
邸
)

の
多
く
が
有
罪
判
決
あ
る
い
は
許
可
さ
れ
た
滞
在
期
間
徒
過
と
い
っ
た
、
客
観
的
に
明
白
な
退
去
強
制
事
由
で
あ
っ
た
こ
と
が
右
の
一
因
と

手続的デュー・プロセス理論のー断面(8・完)

な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
裁
判
例
の
採
用
す
る
考
え
方
が
正
当
化
さ
れ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
退
去
強
制
事
由
該
当
性
の
認
定
と
い
う
点
に
の
み
着
目
す
れ
ば
、
こ
れ
に
も
合
理
性
が
あ
る
と
思
う
が
、
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン

(
胤
)

グ
に
お
い
て
は
、
既
述
の
知
く
、
裁
量
的
救
済
を
受
け
る
資
格
の
有
無
を
基
礎
づ
け
る
事
実
も
提
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
体
的
判
断
の

非
可
変
性
に
過
度
に
重
き
を
置
く
こ
と
は
、
右
の
如
き
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
対
象
事
項
と
の
関
係
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
も
許
容
で
き

な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

五

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
代
理
人
依
頼
権
放
棄
を
め
ぐ
る
判
決
の
具
体
例
を
み
た
上
で
、
翻
っ
て
代
理
人
依
頼
権
の
性
格
に
つ
い
て
再
考

す
る
な
ら
ば
、
こ
の
権
利
に
は
二
つ
の
側
面
の
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

一
つ
は
、
既
に
指
摘
し
た
、
合
理
的
な
機
会
の
保
障
と
い
う
側
面

(
防
)

も
う
一
つ
は
、
代
理
人
へ
の
有
意
な
ア
ク
セ
ス
の
保
障
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
右
の
二
つ
の
側
面
は
密
接
に
関
連
す
る
も
の
ゆ
え
、

で
あ
り
、

北法46(1・35)35

必
ず
し
も
判
然
と
こ
れ
ら
を
区
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
例
え
ば
あ
え
て
代
理
人
依
頼
権
放
棄
の
具
体
的
判
断
ポ
イ
ン
ト
を
右
に
そ
く
(
蹴
)

し
て
区
分
す
る
な
ら
ば

i
l
第
五
は
別
と
し
て
|
|
、
前
者
に
該
当
す
る
も
の
は
第
一
、
第
二
、
後
者
に
該
当
す
る
も
の
が
第
三
、
第
四

の
判
断
フ
ァ
ク
タ
ー
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
代
理
人
依
頼
権
と
い
う
手
続
的
権
利
の
保
障
が
「
機
会
の
保
障
」
と
さ



説

れ
つ
つ
も
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
こ
で
も
右
の
保
障
に
つ
き
一
定
の
実
効
化
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
で
き
る
点
は
注
目
さ

(
b
)
 
代
理
人
不
在
手
続
と
審
査
方
法
|
|
暇
庇
の
効
果
|
|

北法46(1・36)36

れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

論

代
理
人
不
在
の
ま
ま
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
進
行
さ
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
至
る
経
緯
|
|
代
理
人
依
頼
権
放
棄
に
至
る
経

(
閉
山
)

緯
と
い
っ
て
も
よ
い
が
ー
ー
に
は
様
々
な
態
様
が
あ
る
。
既
に
、
一
九
一
七
年
法
下
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
処
分
庁
が
相
手
方
に
対
し
て
、

代
理
人
依
頼
権
を
行
使
し
な
い
よ
う
圧
力
を
か
け
た
形
跡
の
み
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
手
続
を
厳
し
く
審
査
す
る
手
法
が
と
ら
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
記
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
で
は
、
一
九
五
二
年
法
下
の
裁
判
例
は
、
代
理
人
不
在
手
続
に
対
す
る
審
査
を
ど
の
よ
う
に
し
て

行
っ
て
い
た
の
か
。
既
に
述
べ
た
、
代
理
人
依
頼
権
放
棄
に
関
す
る
第
五
の
具
体
的
な
判
断
フ
ァ
ク
タ
ー
か
ら
も
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、

九
五
二
年
法
下
の
裁
判
例
も
ま
た
、
一
九
一
七
年
法
下
に
お
け
る
と
同
様
、
代
理
人
の
不
在
が
外
国
人
に
と
っ
て
不
利
益
を
与
え
た
暇
庇

(

別

)

(

朋

)

(胃巾』

E
E出
-
2
3『
)
と
い
え
る
か
否
か

l
l
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
公
正
さ
を
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
基
づ

(則
)

(

m

)

き
攻
撃
す
る
際
一
般
に
必
要
と
さ
れ
る
要
件
で
あ
る

l
i、
と
い
う
点
か
ら
判
断
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
具
体
的
な
展
開
は
一
九
一
七

年
法
下
に
お
け
る
そ
れ
と
は
か
な
り
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

第
一
に
、
不
利
益
性
を
判
断
す
る
際
の
具
体
的
フ
ァ
ク
タ
ー
が
多
様
化
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

判
例
で
は
、
代
理
人
依
頼
権
の
行
使
が
妨
げ
ら
れ
結
果
的
に
は
相
手
方
に
不
利
益
を
与
え
た
と
い
え
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
の
フ
ア
ク

(
山
)

タ
!
と
し
て
は
、
代
理
人
依
頼
権
の
保
障
が
有
意
な
機
会
の
保
障
と
し
て
機
能
し
て
い
た
か
否
か
、
代
理
人
依
頼
権
の
行
使
に
対
し
て
積
極

(
出
)

的
な
妨
害
活
動
が
行
政
機
関
よ
り
な
さ
れ
て
い
た
か
否
か
、
及
び
結
果
の
可
変
性
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

一
九
一
七
年
法
下
の
裁

一
九
五
二

年
法
下
の
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
代
理
人
依
頼
権
放
棄
に
関
す
る
五
つ
の
具
体
的
判
断
フ
ァ
ク
タ
ー
の
よ
う
に
、
不
利
益
性
の
判
断



が
よ
り
詳
密
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
看
取
し
う
る
。

第
二
に
、
不
利
益
性
の
判
断
が
行
政
機
関
に
と
っ
て
厳
格
化
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

(
出
)

ま
た
、
特
に
行
政
機
関
の
積
極
的
妨
害
行
為
の
結
果
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
代
理
人
不
在
手
続
に
対
し
て
は
、
違
法
性
を
推
定
す
る

な
ど
の
手
法
を
用
い
て
、
処
分
手
続
を
厳
し
く
審
査
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

一
九
一
七
年
法
下
の
裁
判
例
も

一
九
五
二
年
法
下
で
は
、
こ
の
種
の
事
例
は
見
あ
た
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
新
た
に
、
処
分
の
相
手
方
が
代
理
人
を
依
頼
す
る
た
め
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
開
廷
延
期
を
希
望
し
て
い
た
と
こ

ろ
、
最
終
的
に
依
頼
で
き
る
代
理
人
を
発
見
で
き
ず
、
代
理
人
不
在
の
ま
ま
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
行
わ
れ
た
、

と
い
う
事
案
に
つ
き
注
目
す
べ
き

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (8・完)

傾
向
が
裁
判
例
の
中
で
生
じ
て
い
る
。
こ
の
種
の
事
案
に
は
二
種
類
が
あ
り
、

た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
裁
判
例
は
、
開
廷
を
延
期
さ
せ
た
事
実
な
い
し
開
廷
延
期
の
希
望
の
有
無
を
尋
ね
た
事
実
を
認
定
し
つ
つ
、
そ
の

(
出
)

と
し
て
い
る
。
他
方
、
相
手
方
が
代
理
人
依
頼
権
放
棄
の
意
思
を
明
示
す
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
行
政
機
関
が
ヒ
ア
リ

一
つ
は
、
相
手
方
が
代
理
人
依
頼
権
の
放
棄
の
意
思
を
示
し

放
棄
に
暇
庇
な
し
、

ン
グ
を
開
廷
し
そ
の
た
め
代
理
人
不
在
の
ま
ま
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
な
さ
れ
る
、
と
い
う
事
案
が
存
す
る
。
こ
の
場
合
、
裁
判
例
は
不
利
益
性
の

(
邸
)

存
在
を
緩
く
と
ら
え
る
傾
向
に
あ
り
、
し
ば
し
ば
手
続
の
暇
抗
の
存
在
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。

四

(
凶
)

第
三
に
、
代
理
人
依
頼
権
の
躍
庇
の
判
断
が
独
立
化
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
裁
判
例
が
若
干
存
在
す
る
。
特
に
、
代
理

人
依
頼
権
が
重
要
な
手
続
的
権
利
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
不
利
益
な
暇
庇
テ
ス
ト
(
胃

2
E
5丘
町

『

「

2
Z
2
)
の
適
用
は
な
い
旨
明
言
し
た

(
別
)

裁
判
例
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
正
面
か
ら
不
利
益
な
暇
庇
テ
ス
ト
の
適
用
を
否
定
し
な
い
ま
で
も
、
代
理
人
依

(
凶
)

頼
権
の
暇
庇
の
有
す
る
不
利
益
性
(
喝
三

E
5
)
の
判
断
が
、
処
分
手
続
全
体
と
の
関
係
で
な
さ
れ
て
い
た
一
九
一
七
年
法
下
と
や
や
異
な

(m) 

り
、
む
し
ろ
、
代
理
人
依
頼
権
行
使
自
体
の
制
約
と
し
て
の
合
理
性
、
と
い
う
視
点
か
ら
の
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

北法46(1・37)37

こ
の
点
に
つ
き
、
学
説
か
ら
も
、
代
理
人
依
頼
権
の
否
定
は
そ
も
そ
も
本
来
的
に
不
利
益
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
関
す
る
瑠
庇

は
、
そ
れ
が
不
利
益
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
治
癒
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
、

よ
り
直
裁
な
考
え
方
が
一
不
さ



説

(
凶
)

れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
暇
庇
の
存
在
が
実
体
に
与
え
る
影
響
が
、

一
九
五
二
年
法
下
の
裁
判
例
上
に
お
い
て
も
な
お
、
判
断
要
素

と
し
て
残
っ
て
お
り
、
手
続
的
暇
庇
の
判
断
の
独
立
化
に
も
な
お
限
界
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

王子乏為

白岡

第
五
節

本
章
の
ま
と
め

最
後
に
、
裁
判
例
の
分
析
よ
り
獲
ら
れ
た
若
干
の
知
見
を
要
約
す
る
こ
と
と
す
る
。
以
下
、

一
九
五
二
年
法
下
に
お
い
て
裁
判
例
が

展
開
し
て
き
た
理
論
自
体
の
内
容
、
意
義
及
び
限
界
を
、

一
九
一
七
年
法
下
で
の
そ
れ
と
対
比
し
つ
つ
論
ず
る
。

第
五
修
正
の
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
と
退
去
強
制
処
分
手
続
と
の
関
係
で
ま
ず
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
退
去
強
制
処
分

に
よ
り
、
第
五
修
正
の
保
護
す
る
利
益
に
該
当
す
る
と
い
え
る
も
の
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
し
て
そ
れ
は
い
か

(m) 

な
る
利
益
に
着
目
し
て
の
こ
と
か
で
あ
る
。
た
と
え
前
者
が
肯
定
的
に
答
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
も
、
後
者
に
対
す
る
回
答
が
明
確
な

(
凶
)

形
で
な
さ
れ
な
い
限
り
、
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
上
要
求
さ
れ
る
手
続
要
件
の
画
定
は
著
し
く
困
難
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

一
九
一
七

年
法
下
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
明
か
で
は
な
か
っ
た
こ
の
点
の
解
明
は
一
九
五
二
年
法
下
に
い
た
り
、
あ
る
意
味
で
は
さ
ら
に
放
置
さ
れ
る

(
凶
)

こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
九
五
二
年
法
の
制
定
に
よ
り
、
手
続
的
権
利
が
ほ
ぼ
完
全
に
制
定
法
化
さ
れ
た
た
め
、
も
は
や
憲
法
論
を

持
ち
出
し
て
手
続
的
暇
庇
を
攻
撃
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
九
五
二
年
法
下
に
お
け
る
退
去
強
制
手
続

(
邸
)

を
め
ぐ
る
判
例
理
論
に
は
検
討
す
べ
き
憲
法
上
の
論
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
よ
り
子
細
に
各
手
続

要
件
に
対
す
る
裁
判
例
を
検
討
す
る
と
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
と
関
連
す
る
法
理
の
展
開
が
そ
こ
に
は
存
在
す
る
。
ま
ず
、

く
つ
か
の
手
続
要
件
に
つ
き
、

そ
の
暇
抗
の
認
定
が
「
独
立
化
」
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
手
続
的
暇
抗
が
処
分
の
違
法
性
を
根

一
九
一
七
年
法
下
の
裁
判
例
は
不
利
益
な
暇
抗
テ
ス
ト
を
用
い
て
お
り
、
そ
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
実

拠
づ
け
る
か
否
か
の
判
断
に
つ
き
、

北法46(1・38)38
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体
的
判
断
志
向
性
が
強
く
現
れ
て
い
た
。
た
だ
こ
の
テ
ス
ト
を
用
い
つ
つ
も
、
反
対
尋
問
権
の
保
障
に
暇
庇
が
あ
っ
た
か
否
か
が
、
手
続
的

一
九
五
二
年
法
下
の
裁
判
例
も
ま
た
こ
の
テ
ス
ト
を
用
い
て
お
り
、
未
だ
に
実
体
的
判
断
志
向

判
断
の
中
核
を
形
成
し
て
い
た
と
い
え
る
。

性
が
、
特
に
処
分
事
由
の
告
知
、
処
分
の
相
手
方
に
よ
る
証
拠
の
提
示
権
及
び
前
章
で
み
た
処
分
権
者
の
公
正
に
つ
い
て
は
、
強
く
残
存
し

て
い
る
。

し
か
し
、
他
方
、
同
じ
く
不
利
益
な
暇
庇
テ
ス
ト
を
用
い
つ
つ
も
そ
の
適
用
に
変
化
の
み
ら
れ
る
領
域
が
あ
る
。
代
理
人
依
頼
権
行

使
の
保
障
が
こ
れ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
代
理
人
不
在
を
め
ぐ
る
裁
判
例
は
|
|
代
理
人
不
在
が
処
分
結
果
を
左
右
す
る
も
の
か
否
か
が
判

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (8・完)

断
の
一
要
素
(
そ
の
限
り
で
手
続
要
件
と
し
て
の
「
独
立
化
」
に
限
界
が
あ
る
と
は
い
え
)
と
し
つ
つ
も
|
|
不
利
益
性
の
判
断
基
準
を

(
邸
)

行
政
機
関
に
と
っ
て
厳
格
な
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
不
利
益
な
暇
庇
テ
ス
ト
の
適
用
が
一
九
一
七
年
法
下
に
比
べ
て
し
ぼ
り
が

(
凶
)

か
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
裁
判
例
で
は
、
代
理
人
依
頼
権
の
保
障
に
暇
抗
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
直

ち
に
当
該
暇
庇
が
当
該
事
案
に
と
っ
て
不
利
益
を
与
え
た
こ
と
が
肯
定
さ
れ
、
不
利
益
性
の
判
断
を
独
立
し
て
行
う
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い

(

m

)

(

悶
)

る
。
こ
の
分
脈
で
考
え
る
な
ら
ば
、
代
理
人
依
頼
権
の
重
要
性
に
照
ら
し
て
不
利
益
な
取
庇
テ
ス
ト
を
放
棄
す
る
旨
明
言
し
た
あ
る
判
決

の
立
場
は
決
し
て
奇
異
な
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
処
分
の
相
手
方
が
代
理
人
を
依
頼
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
障
を
実
現
す
る
た
め
に
政
府
に
一
定
の
努
力
義
務
が
課

(
別
)

せ
ら
れ
て
お
り
、
権
利
保
障
の
形
態
が
「
結
果
の
保
障
L

へ
と
近
づ
き
つ
つ
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
五
二
年
法
下

で
は
、
一
九
一
七
年
法
下
で
核
と
さ
れ
た
と
考
え
う
る
反
対
尋
問
権
と
並
ん
で
、
代
理
人
依
頼
権
も
ま
た
手
続
的
保
障
の
核
の
一
つ
と
な
っ

(
問
)

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
退
去
強
制
手
続
で
は
、
代
理
人
依
頼
権
の
保
障
が
他
の
手
続
的
保
障
に
比
し
て
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
に
よ
る

四

北法46(1・39)39

も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
手
続
要
件
の
暇
庇
と
そ
の
違
法
性
判
断
に
あ
た
り
、
手
続
的
暇
庇
判
断
の
「
独
立
化
」
が

一
九
五
二
年
法
下
に
お
い
て
一
定
程
度
進
行
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。



説

五

で
は
、
各
手
続
要
件
の
取
庇
の
有
無
自
体
に
対
す
る
審
査
の
手
法
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
比
較
的
注
目
さ
れ
る
動
向

詰命

や
は
り
代
理
人
依
頼
権
の
保
障
に
つ
い
て
で
あ
る
。
特
に
代
理
人
不
在
手
続
に
対
す
る
審
査
方
法
が
一
九
一
七

(
印
)

年
法
下
と
比
し
て
も
、
詳
密
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
反
対
尋
問
の
機
会
の
保
障
に
つ
い
て
も
一
九
一
七
年
法
下

(m) 

の
裁
判
例
は
主
に
政
府
の
不
作
為
義
務
を
念
頭
に
置
き
っ
て
そ
の
暇
痕
の
存
否
を
審
査
し
て
い
た
の
に
対
し
、

(

山

川

)

政
府
に
一
定
範
囲
で
作
為
義
務
を
課
し
つ
つ
、
審
査
が
行
わ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

一
九
五
二
年
法
下
で
は
、

北法46(1・40)40

が
一
不
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

....L. 
ノ、

右
の
こ
と
と
の
関
係
で
導
き
出
す
こ
と
の
で
き
る
結
論
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
に
代
理
人
不
在
手
続
と
審
査
方
法
に
関
す
る
裁

判
例
が
示
唆
的
な
の
で
あ
る
が
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
な
い
し
手
続
的
権
利
保
障
の
タ
イ
プ
に
は
二
つ
が
あ
り
、

一
つ
は
直
接
手
続

的
権
利
を
処
分
の
相
手
方
に
付
与
す
る
、
と
い
う
も
の
、
も
う
一
つ
は
、
手
続
的
権
利
自
体
(
例
え
ば
国
選
弁
護
人
の
弁
護
を
受
け
る
権
利
)

を
付
与
す
る
の
で
は
な
く
、
手
続
そ
の
も
の
の
審
査
を
厳
格
に
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(
悶
)

退
去
強
制
処
分
手
続
を
対
審
構
造
に
近
づ
け
る
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
も
、
他
の
場
合
と
同
様
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
賛
同
し
う
る
と
い

(
邸
)

う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
へ
の
対
応
策
の
一
つ
と
し
て
、
出
入
国
管
理
関
係
で
は
特
別
審
理
官

(
H

移
民
判
事
)

も
含
め
た
政
府
側
に
、
処
分
の
相
手
方
の
利
益
擁
護
義
務
を
一
定
程
度
課
し
、

そ
れ
を
前
提
に
右
の
義
務
履
行
の
暇
杭
の
有
無

を
審
査
す
る
、

と
い
う
手
法
が
あ
り
え
よ
う
。
対
審
構
造
は
、
両
当
事
者
が
熟
練
し
た
法
律
家
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
者
に
よ

り
代
理
さ
れ
て
い
る
、

な
い
こ
と
、

と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
退
去
強
制
処
分
の
相
手
方
は
必
ず
し
も
こ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
は

(
即
)

ま
た
、
大
量
処
分
を
必
要
と
す
る
行
政
の
効
率
性
に
と
っ
て
対
審
構
造
は
欠
点
を
有
す
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
右
の
手
法
に
は

か
な
り
の
利
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

七

も
っ
と
も
、
右
の
よ
う
な
手
続
的
審
査
の
手
法
は
一
九
一
七
年
法
下
の
裁
判
例
に
も
み
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

い
く
つ

か
の
発
展
が
一
九
五
二
年
法
下
の
裁
判
例
の
理
論
的
展
開
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
本
章
で
指
摘
し
た
が
、

一
九
五
二
年
法
下
の
裁
判



例
は
一
九
一
七
年
法
下
の
裁
判
例
の
同
一
線
上
に
あ
る
こ
と
も
疑
い
え
な
い
。
こ
の
こ
と
自
体
が
一
つ
の
教
訓
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
筆

者
に
は
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
手
続
的
権
利
保
障
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
立
法
部
の
対
応
が
重
要
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、

(m) 

特
に
そ
の
実
効
的
保
護
の
た
め
に
は
判
例
法
理
の
果
た
す
役
割
が
大
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (8・完)

(1)
処
分
決
{
定
疋
理
由
の
告
知
及
ぴ
そ
の
際
依
拠
し
た
証
拠
の
提
示
を
め
ぐ
る
裁
判
例
が
若
干
存
す
る
(
伝
句
時
ミ
悶
〉
σ豆
-r巾門浮門〈.∞『
2c耳5同

(宙ロ.{の
υ

【の口Uυ-可
『
.
呂
町
斗
一
退
去
強
制
令
状
に
お
け
る
事
実
認
定
が
証
拠
に
よ
り
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
例
)
・
同
市
門
N
R
〈
呈
∞
-

b
o
苛
立
ω
印
寸
(
曾
F
n弓・

5
叶
。
一
同
右

)
-
E『
各
〈

-
E∞唱
ω
。
∞
司

N品
目
。

N
3
5
C「
E

S
一
退
去
強
制
令
状
の
摘
示
す
る
処
分
事
由
が
、

処
分
事
由
の
告
知
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
)
・

2-
〈
-umご
U52-0・
N

品。一司
'

M
色
町
印
ω
(匂
答
。
『
'

Z
日
、
吋
一
最
終
的
な
処
分
決
定
に
あ
た
っ
て
は
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
報
告
書
は
、
た
と
え
そ
れ
が
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
、

退
去
強
制
令
状
の
破
抗
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
)
が
、
本
文
中
に
述
べ
た
(
特
に
後
者
の
)
視
点
か
ら
の
分
析
対

象
と
し
て
は
好
材
と
い
え
な
い
た
め
、
検
討
か
ら
除
外
し
た
。

(
2
)
こ
れ
も
ま
た
)
九
一
七
年
法
下
に
お
け
る
裁
判
例
の
分
析
視
角
と
同
じ
も
の
と
い
え
る
。

(
3
)
処
分
事
由
の
告
知
以
外
に
、
近
年
特
に
裁
判
上
争
わ
れ
て
い
る
の
は
、
権
利
告
知
の
要
否
で
あ
る
。
各
手
続
的
権
利
の
保
障
が
さ
れ
て
い
る

旨
の
告
知
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
項
で
|
|
紛
争
が
あ
れ
ば
|
|
取
り
上
げ
る
。
そ
の
他
権
利
告
知
と
し
て
問
題
と
さ
れ
た
事
例
と
し
て

は
上
訴
権
の
告
知
(
〉
ロ
吉
田
旬
。
ロ
「
〈
・

2m-
∞
忠
明
J
N
ι
J
E
ω
・
2
め
(
印
吾

(
U
R
-
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匂
∞
∞
一
外
国
人
が
実
際
に
は
不
服
申
立
て
申
請
期
間
内
に
上
訴

す
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
移
民
判
事
が
規
則
上
要
求
さ
れ
て
い
る
外
国
人
へ
の
上
訴
権
の
告
知
を
行
わ
な

か
っ
た
こ
と
が
当
該
外
国
人
の
憲
法
上
の
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
諸
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
事
例
)
)
が
あ
る
が
、
非
常

に
多
く
争
わ
れ
て
い
る
の
は
裁
量
的
救
済
資
格
に
関
す
る
告
知
の
要
否
で
あ
る
お
ミ

h-m-
玄
ミ
自

'Eコ
吉
良
〈

-Em-
∞
∞
晶
司
苫
品
M
O
S
S

C
『
・
邑
∞
匂
一
退
去
強
制
か
ら
の
救
済
資
格
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
を
外
国
人
に
告
知
す
る
よ
う
移
民
判
事
に
要
求
す
る
規
則
は
義
務
的
で
あ
り
、

従
っ
て
、
潜
在
的
に
救
済
を
受
け
得
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
外
国
人
に
告
知
し
な
か
っ
た
決
定
は
、
救
済
資
格
が
あ
る
ら
し
く
見
え
る
事
項

が
記
録
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
破
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
ア

ρ
5
2
E
C
C
E
R
〈・

2m-
吋
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=
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説

早
∞
ω
一
特
別
審
理
官
が
外
国
人
に
対
し
て
有
り
得
る
移
民
法
上
の
便
益
を
告
知
す
る
義
務
が
発
生
す
る
場
合
と
は
、
外
国
人
が
そ
の
よ
う
な
救

済
を
受
け
る
資
格
が
あ
り
そ
う
に
見
え
る
こ
と
を
立
証
し
た
場
合
の
み
で
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
Y
∞
お
ロ

gi〈白ロ
2
〈
・
ヨ
ω・
コ
∞
出
N

【由主一
ω

(宮町〔

UF『・
5
∞
印
一
移
民
帰
化
局
は
ピ
ザ
の
誤
っ
た
配
布
を
理
由
に
政
府
が
一
定
の
外
国
人
を
退
去
強
制
す
る
こ
と
を
停
止
し
て
き
た
こ
と
、
及

ぴ
新
た
な
告
知
が
あ
る
ま
で
は
退
去
強
制
を
受
け
る
こ
と
な
く
そ
れ
ら
外
国
人
が
合
衆
国
に
残
留
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
外
国
人
に

知
ら
せ
る
べ
き
こ
と
の
告
知
を
外
国
人
に
与
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
移
民
帰
化
局
は
そ
れ
以
上
法
律
上
の
諸
権
利
を
外
国
人
に
告
知
す
る
義
務

を
負
担
し
な
い
と
さ
れ
た
事
例
ア
回
z
m
S
〈
-Em-
ゴ
同
司

E
Z
N∞
(
宮
町
わ
可
早
∞
印
一
有
効
な
労
働
許
可
証
な
く
労
働
す
る
目
的
で
合
衆
国

に
入
国
し
た
こ
と
を
認
め
た
外
国
人
は
、
合
衆
国
市
民
若
し
く
は
合
法
に
在
留
す
る
外
国
人
の
配
偶
者
、
両
親
若
し
く
は
子
で
あ
る
一
定
の
外

国
人
に
対
し
て
退
去
強
制
か
ら
の
救
済
を
与
え
る
規
定
に
い
う
「
そ
の
他
の
点
で
入
国
許
可
事
由
に
該
当
す
る
」
と
は
い
え
ず
、
従
っ
て
、
移

民
判
事
は
、
当
該
規
定
の
下
で
退
去
強
制
か
ら
の
救
済
を
申
請
す
る
権
利
を
外
国
人
に
告
知
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
Y
O
R
E
〈・

2ω
・
叶
呂
司
-N品
Zω
∞

3
5
C『
呂
∞
日
一
退
去
強
制
の
停
止
を
求
め
る
権
利
を
外
国
人
に
移
民
判
事
が
知
ら
せ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
当
該
権

利
を
当
該
外
国
人
の
配
偶
者
に
移
民
判
事
が
知
ら
せ
な
か
っ
た
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
当
該
外
国
人
の
手
続
再
開
申
請
を
拒
否
し
た
決
定
を
欠
陥

あ
る
も
の
と
さ
れ
た
事
例
)
・
河
田
呂
田
『
2
・。
O
Rと
R
〈
宮
∞
・
⑦
忠
明
J
N門ご
NC∞
(
匂
吾
わ
弓
・
呂
∞

ω
一
外
国
人
が
政
治
的
迫
害
を
理
由
と
す
る
退
去

強
制
留
保
に
関
す
る
争
点
を
有
意
な
形
で
提
起
し
て
お
ら
ず
従
っ
て
外
国
人
が
当
該
救
済
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
が
そ
の

証
言
や
証
拠
か
ら
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
移
民
判
事
は
当
該
救
済
を
求
め
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
外
国
人
に
告
知
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
と

さ
れ
た
事
例
ア
』

2
ロ〈・

Z
巾

2
8・
2
H
m
f
N
a
E印印・芯』
5
3
h
h
S芯
予
定
同
ご
品
目
立

mwmTS
志社内白
3高
芯
寸
司
-
E
m
w印、戸、同
R
Bミ
噂
柏
崎
弘
司
ミ
ミ

叶
ωω
匂

N品
。
。
∞
・
町
三
-h司
S
R
K
H
O印∞・

9
・
2ω
・
品
。
∞
己

ω
H
C己
-
∞

ω
F
-
E
-
N品
印
。
少
白
言
3
s
a
円。印

ω・
2
N句。
N・
2
N
C
-
∞
∞
品
。
・

2

F
-
E・
2
2
k
F
(
=号
(UF吋・
5
∞
ω
一
ア
サ
イ
ラ
ム
を
申
請
す
る
権
利
を
外
国
人
に
告
知
せ
ず
、
そ
の
結
果
そ
の
申
請
手
続
へ
の
門
戸
を
完
全
に

閉
ざ
さ
れ
た
こ
と
は
、
ア
サ
イ
ラ
ム
申
請
を
求
め
る
権
利
を
迫
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
)

a

)

。
こ
の
種
の
裁
量
的
救
済
と
手
続
保
障

に
関
し
て
は
新
た
な
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
原
則
と
し
て
検
討
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
。

(
4
)
め

R
同
-
h
-
E
Z
F
〈・

2ω
・
ω。
∞
司

2
2
N・印
2
1
2
S
F
C『
5
0
N
一
旧
法
下
の
事
案
で
あ
る
が
、
退
去
強
制
手
続
が
依
拠
す
る
処
分
事

由
を
告
知
す
る
こ
と
は
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
旨
説
示
。
な
お
、
本
件
処
分
手
続
開
始
当
時
発
効
し
て
い
た
規
則
の
内

容
は
一
九
五
二
年
法
と
実
質
的
に
は
同
一
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
が
注
目
に
値
す
る
γ

(
5
)
川町足。・
h
・・〉
F
巴
富
岡
O
ヨ
，
除
去
〉
問
、

Haz--zz呂
田
〉
4
5
z
-
u問
。
。
開
閉
山
〉
Z
U
司
O
E
n
J
同品()∞(戸市山∞印)・

号d.
関岡
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手続的デュー・プロセス理論のー断面 (8・完)

(
6
)
句。=伺
F
2・0
匡印巾〈-∞『
O
者口市
-
f
H
∞
ω
匂
∞
z
u
u
・
印
∞
。
‘
印
∞
印
(
ロ
・

0
『]戸川副印∞)・

(
7
)
句
宮
司
-
h
-
∞
5
Z目
l

、円。『『巾帥〈目豆
ω・∞
mwmw
匂

N
ι
H
C
印
ω
-
H
o
g
-
印
斗
(
印
与
の
R
-
z
m
w
o
一
ミ
ラ
ン
ダ
・
ル
ー
ル
に
基
づ
い
く
諸
々
の
警
告
は
、

退
去
強
制
手
続
の
性
格
が
刑
事
で
は
な
く
民
事
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
退
去
強
制
手
続
に
は
適
用
さ
れ
な
い
)
・

3
「

3
・2
口市
N

〈
-
U
拐
さ

a

U
H
『巾
2
0
『
-
E
m・
2
。
出
∞
ロ
若
-
g
p
g
∞
(
U
・。
-n回一・

5
∞
印
一
退
去
強
制
手
続
の
性
格
は
民
事
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
証
拠
排
除
法
則
は
適
用

さ
れ
ず
、
ま
た
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
は
退
去
強
制
と
の
関
係
で
は
一
般
に
適
用
が
な
い
)

(8)
富
良

C
D品〈・
2ω-AHNKH
司
-
N門目。・

5
(
5
5
(
V
H円
呂
斗
。
一
許
可
を
得
る
こ
と
な
く
雇
用
さ
れ
て
い
た
旨
の
記
載
を
も
っ
て
十
分
と
す
る
)
・

(9)-FYB
ロ
・
(
め
)

(
叩
)
典
型
的
な
例
と
し
て
〉
Z

E
〈
'Em-
∞。
N
司
'
N品
5
2
3
5
0「
'
E∞
∞
一
理
由
立
証
命
令
に
お
い
て
、
法
律
規
定
を
適
切
に
引
用
し
非
違

行
為
に
言
及
し
て
い
れ
ば
、
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
外
国
人
は
適
切
に
自
己
を
弁
護
で
き
る
に
十
分
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
理
由
立
証
命

令
中
に
麻
薬
の
不
法
所
持
に
関
す
る
移
民
法
規
定
の
正
確
な
文
言
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
わ
り
に
、
こ
れ
と
密
接
に
関
連
す
る
が
本
件
に

は
適
用
で
き
な
い
条
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
理
由
立
証
命
令
に
は
椴
庇
な
し
と
さ
れ
た
事
例
)
が
あ
る
。

(
日
)
こ
の
種
の
破
庇
で
あ
る
と
し
て
手
続
の
違
法
が
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
例
と
し
て
、
入
国
の
時
期
と
は
無
関
係
な
処
分
事
由
に
基
づ
く
退
去
強

制
処
分
の
場
合
に
お
け
る
、
入
国
の
時
期
の
特
定
の
誤
り

(2ロ
$
2
0
5内
〈
・
回
5
4
2
5
-
f
さ
も
さ

P
(
∞
)
)
、
理
由
立
証
命
令
中
に
記
載
さ
れ
た

退
去
強
制
先
の
破
庇
(
図
。
J
『

2
r内〈
-
Z
戸

ω∞
ゆ
司
-
N
品
川
コ
∞
-
Z
H
(
N己円以『・

5
2
一
退
去
強
制
処
分
の
相
手
方
の
受
入
国
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
の

後
に
決
定
さ
れ
る
)
)
、
有
罪
判
決
を
下
し
た
判
事
の
名
前
及
び
犯
罪
手
段
の
誤
記
が
あ
っ
た
理
由
立
証
命
令
(
河

g
g
g
〈

Em-ω
ゴ

匂

立

句、吋
r
m
w叶
ω
(
斗
吾
巳
『
-

H

句
。
叶
)
・
)
が
あ
る
。

(
ロ
)
違
法
と
さ
れ
た
例
と
し
て
冨

R
Z
E
〈・

2
ω
-
S喝
さ
ロ
・
(
∞
)
|
|
処
分
の
根
拠
事
実
が
ま
っ
た
く
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ー
ー
が
あ
る
。

(
日
)
ヒ
ア
リ
ン
グ
開
始
二
五
分
前
に
処
分
事
由
が
告
知
さ
れ
た
こ
と
を
違
法
|
|
規
則
で
は
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
七
日
前
に
告
知
す
べ
き

も
の
と
さ
れ
て
い
た
ー
ー
ー
と
し
た
も
の
と
し
て

4
5
司
C

口同わ

F
E口問〈
--zω
・
品
回
∞
司
-Nι
♀

0
0
・
hFONfσω(り・ゎ
-
C吋
口
広
ψ
)

が
あ
る
。

(MH)
句向。〉
Z

E
〈・

2
ω
-
皇
、
日
ロ

(HO)
固
な
お
、
現
行
法
は
第
二
四
二
条
(

b

)

(

∞
己

ω
ハU

・
世
N
印
N
(
σ
)
)
に
お
い
て
、
状
況
に
照
ら
し
て
合

理
的
な
処
分
事
由
の
告
知
が
な
さ
れ
る
べ
き
旨
規
定
し
て
い
る
。

(
日
)
。
。
問
。
o
z
h
F
F
向
〉
戸
富
〉
Z
-
N
-
F
呈
呂
田
〉
目
。
Z

F
〉
宅
〉
Z
U

司国
O
C
巴)己岡田山明日・。
p
印
I
H
O
め
(
同
匂
∞
ゆ
)
・

(Mm)

一
九
五
二
年
法
第
二
四
二
条

(
b
)
、∞

C
-
∞
-
c
m
H
N
印
N
(町)・
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説

(
げ
)
の
O
閉口
O
Z
除
去
と
F
Y
由〉
Z
-
留
守
白
口
・

(5)・

(日
)
C
E
R
ι
ω
仲田一丹市帥〈・

0
巾宵巾『自
&
Eロ
・
目
。
∞
司
-N
品∞
HN-
∞]正

(mU円F
n
F『
-
H
U
叶品)・

(叩
)
h
u
h
h
s
マ
白
ロ
・
(
広
)
・

(
却
)
の
0
8
0
Z
色
町
宮
〉
-
F
F
t
r
F
留
守
白
ロ
・
(
同
日
)
包
笥
∞
P
印
∞
∞
そ
れ
だ
け
に
、
争
わ
れ
た
事
案
も
存
在
し
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
事
案
と
し
て
は
、

現
行
法
下
に
お
け
る
前
掲
注
(
国
)
の
他
、
一
九
一
七
年
法
下
に
数
例
存
す
る
の
み
で
あ
る
。

(幻
)
Cロ』宮内同

ω円mw
丹市田巾同『巾一唱曲目円『回国
-
E
Z
〈・

0
目的丹『同
2
0
F「巾円円。『
O
同【呂田回開『白
t
c
p
H
品
ω
匂
∞
ロ
℃
司

ω
H
0・
ω
]
{
ω
(
ω
U
-
z・
J〔]{匂印。)・

(
包
)
「
自
己
に
有
利
な
」
-
証
拠
と
は
、
退
去
強
制
事
由
を
反
駁
す
る
た
め
の
証
拠
の
み
な
ら
ず
、
裁
量
的
救
済
の
資
格
を
有
す
る
旨
の
証
拠
も
含
ま

れ
る
。

(
お
)
こ
こ
で
証
拠
と
は
退
去
強
制
事
由
や
裁
量
的
救
済
と
の
関
連
あ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

o
c
o
E
o
z
b
冨〉

-FRE-
留
守
白
ロ
・

(E)
主

明日白川
W

戸日
l
H
C
J
『・

(
担
)
一
九
五
二
年
法
第
二
四
二
条

(
b
)
、
∞
己

ω
n・
2

N
印
N
(
σ
)

(
お
)
句
吉
田
O
唱曲『
ι
〈
--zω-mvω
。
匂

N円同九日
ωN-KH
一凶
AW(
印
任
。
同
『
]
石
川
WH)
・司即席-〈・目甲山
ω・∞
Oω

明，・

Nι

∞
OAF
・
∞
。
。
(
印
丹
『
(
リ
』
『
-
H
匂∞め)・

J
F司〈
-Hva-

ωH
∞
司
-
N且∞
ω山戸∞
hHH(叶円
E
C『-H
句。
ω)
・

(
部
)
の
0
5
0
2
h
w
冨〉
F
F
E
Z
-
留
守
白
ロ
・

(Nω)
丘
町
o
H
C
∞

(幻
)
ω
2
J
F司〈
-HZω
・包目当白ロ・

(N
印)・

2
5
5
4・
2
ω
-
印。恥司・

2

5
斗

N・
5
2
3
P
C『・

5
4
品)・

(
部
)
句
尽
き
マ
白
ロ
・

(
N
印)

(
却
)
前
錫
注
(
お
)
参
照
。

(
却
)
こ
の
点
に
配
慮
を
示
す
裁
判
例
と
し
て
は

N
白B
o
z
-
玄
ミ
巳
〈
・

2ω
・匂()印司・

2

∞
ω
ω
(
印
与
の
可
早
川
山
。
一
当
事
者
が
休
憩
し
た
後
で
は
あ
る

が
移
民
判
事
が
決
定
を
下
す
前
に
な
さ
れ
た
要
求
で
、
当
該
要
求
の
内
容
が
、
外
国
人
は
マ
リ
フ
ァ
ナ
所
持
と
い
う
一
つ
の
犯
罪
の
み
を
侵
し

た
も
の
で
あ
る
か
ら
退
去
強
制
を
停
止
し
て
く
れ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
場
合
、
当
該
請
求
は
時
宜
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ

い
て
の
決
定
が
発
せ
ら
れ
る
ま
で
は
、
再
開
の
申
請
を
行
う
機
会
は
熟
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
再
開
申
請
が
な
さ
れ
る
必

要
な
く
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
)
が
あ
る
。

(
幻
)
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
玄
白
E
2
m『
広
〈
-
∞

Z
Z
E
-
-
E印
可
∞
E

召・

2
・印。

(0・
n
c
Zヨ・

5
2
)
参
照
。
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手続的デュー・プロセス理論のー断面 (8・完)

(
担
)
そ
の
ご
く
概
略
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
一
断
面

(
7
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
四
三
巻
六
号
一
四
九
一
頁
を

参
照
。

(
お
)
∞
。
・
可
児
・
闇
N

品
N

・∞(白
)
(
H
m
w

∞品)・

(M)
の
O
問。
o
z
h昨
冨
〉

F
Z
h
F
2
・
筆
、
白
ロ
・
(
N
ω
)

丘
町

I
5∞-

(
お
)
不
利
な
証
人
と
の
対
面
に
つ
い
て
は
∞
巴
包
〈

-Eω-8ψ
司
-
N
B
5
2
3
P
C『
‘
呂
∞

ω)
の
裁
判
例
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
の
み
で

あ
る
。
そ
の
他
、
証
言
の
信
頼
制
を
移
民
判
事
は
い
か
な
る
場
合
に
否
定
で
き
る
か
に
つ
い
て
さ
}
O
Z
D
l
F
8
2
〈・

2ω
・∞印
N

司
-
N

巳ニ
ω斗
-

H

H

2

1

品
N
3
5
n弓
・
巴
∞
∞
一
信
頼
性
の
欠
如
を
理
由
と
し
て
証
言
を
否
定
し
た
移
民
判
事
は
こ
の
否
定
を
基
礎
づ
け
る
理
由
を
特
定
し
て
説

得
力
の
あ
る
形
で
(
印
宮
内

Bn
自
己

g
岡
市
三
)
示
さ
な
く
て
は
ら
な
な
い
と
さ
れ
た
事
例
)
・
↓

Rn-g
〈
呈
ω・
∞
巴
司

-
N
ι
5
2
-
Z
@匂
(
笠
宮

C
『・

5
∞
叶
一
信
用
性
に
関
す
る
移
民
判
事
の
事
実
認
定
は
審
理
裁
判
所
に
よ
り
相
当
程
度
の
謙
譲
を
与
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
信
頼

性
を
欠
如
し
て
い
る
と
判
断
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
証
人
の
積
極
的
証
言
を
否
定
し
た
審
理
担
当
者
は
そ
の
理
由
を
特
定
し
て
説
得
力
の
あ

る
形
で
示
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例
)
が
あ
り
、
重
要
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
分
析
対
象
と
す
る
だ
け
の
裁
判
例
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

(
お
)
∞
己
∞
。
・
聞
H
N
印N
(
U
)

・

(
幻
)
の
O
問。。
zhw
冨
〉
戸
玄
〉

Z-gミ白ロ・

(5)
巳即日・

2
・印

EHE

(
招
)
め
宮
内
-
h
・・、
H
，コ曲目出巾『口同口品市
N

〈
H
Z
ω
-
m
N
∞司・

N
円四
ω

めめ(山
W
F
C『・同句、吋印)・
F
向田『江口
4Z巾ロ
a
o
N
E

〈-
-
z
ω

・
品
句
。
戸
N

品
匂
H

∞(山
W
S
C吋

同市W
斗品)・

(
却
)
先
日
、
吋
司

N

門日同
ω
H
品(ゆ

5
2『-
H
句、吋
N
)

(
羽
)
そ
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
例
え
ば
証
人
が
当
該
証
言
を
行
う
に
あ
た
り
宣
誓
を
し
た
か
、
と
い
う
も
っ
ぱ
ら
証
人
の
証
言
採
取
に
あ
た
っ

て
の
手
続
の
公
正
さ
と
、
当
該
証
人
を
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
召
喚
で
き
な
い
理
由
の
合
理
性
(
証
人
の
所
在
不
明
等
)
の
二
つ
の
側
面
が

存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。
E

切
h
h
p
白
血
豆
ロ
・
玄

SBDN回〈・

2
∞
-
S司
、
白
=
・
(
ω
∞
)
印
丹
市
W
N
H
・

(
H
U
)

忍
白
ユ
O

垣
市
〈
-
H
Z
m
-

品目、吋司
-
N
島田門
H
ω
]
{
印
匂
足
白
目
的
。
回
E
a
D
中、
H
，D
『『巾印〈
-
-
z
∞
-
∞
匂
∞
苛
-
N
己円。印一戸
H
O
印印(印円
F

(

U

ル『・]戸市山市
W
(
)
)

(
位
)
な
お
、
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
め
ぐ
る
事
実
な
い
し
証
拠
以
外
に
、
裁
量
的
救
済
の
許
否
の
判
断

に
必
要
な
事
実
も
収
集
さ
れ
る
(
こ
の
こ
と
を
示
す
裁
判
例
と
し
て
例
え
ば
河
D

帥市〈

-
g
g
z
g巾
ω
主
司
・

2mug-(含
z
h
E
『・

5
2
)
)
の
で
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説論

あ
る
が
、
退
去
強
制
事
由
該
当
性
に
関
す
る
事
実
に
つ
い
て
の
反
対
尋
問
の
権
利
保
障
と
、
裁
量
的
救
済
の
際
の
そ
れ
と
は
ー
ー
も
ち
ろ
ん
両

者
が
重
複
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
生
じ
よ
う
し
、
そ
れ
故
に
問
題
も
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が

l

|
異
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
裁
量
的
救
済
申
請
の
際
の
手
続
保
障
に
つ
い
て
は
特
別
審
理
官
に
か
な
り
広
い
裁
量
が
付
与
さ
れ
て
お
り

(
O
m
F
5
5
〈
aEω-ω
叶。

司
-N
品
ω。
印
(
叶

S
C『
5
2
)
・
)
、
例
え
ば
機
密
情
報
の
利
用
が
許
容
さ
れ
る

ca〈
宮
ユ
・

ω
日
d
・
ω・
ω
2・
ω
g
t
印叶

(
5
2
)
・
)
の
に
対
し
、

退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
根
拠
づ
け
る
証
拠
と
し
て
機
密
情
報
を
用
い
る
こ
と
は
デ
ュ
!
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
(
同

dgロ
岡
田
巳

(UZd〈〈
-no--

E
口問・

ω
主
-
C
・∞
-
m
m
V
0
・
mmwA
山
φ
∞
(
呂
町
ω
)
)
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
理
論
的
に
は
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ

っ
て
、
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
は
専
ら
退
去
強
制
事
由
該
当
性
の
根
拠
事
実
に
関
す
る
裁
判
例
で
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。

(
時
)
の
O
問。
o
z
除
冨
〉
戸
富
〉

Z
d
ω
-玄
玄
信
回
〉
叶
5

2

F
〉
者
〉

z
u
-
J
g
n開U
C
同開閉∞
-KHσ
・∞

ωH

(
仏
)
匂
足
当
2
〈・岡山
O
玄
ロ
日
ロ
ロ
-
N
品。司・

2
斗
ω
匂(斗円
F
C『
・
呂
町
斗
一
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
反
対
尋
問
を
要
求
せ
ず
、
単
に
処
分
事
由
に

反
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
処
分
の
違
法
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
さ
れ
た
事
例
)
司
冨
吉
田
S
E
〈
O
討
。
巴
『
宮
-
N
H
H
『

-
N止
め
。
ゅ

(
∞
与
の
回
『
・
昌
宏
一
一
九
一
七
年
法
下
の
事
例
で
あ
り
、
外
国
人
か
ら
行
政
機
関
に
お
い
て
要
求
さ
れ
て
い
な
い
、
所
在
不
明
の
証
人
の
反
対
尋

問
が
経
由
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
処
分
を
適
法
と
し
た
事
例
)
・

(
括
)
一
九
五
二
年
法
第
二
四
二
条

(
b
)
(
4
)
、
∞
己

ω・
。
・
官
N

印N
(

『
)
(
品
)
・
こ
の
立
証
責
任
を
政
府
が
は
た
し
た
場
合
に
は
、
外
国
人
側
が
自

ら
の
在
留
の
合
法
性
を
立
証
す
る
責
任
が
発
生
す
る
。
M
U

町時回

5
g目・同，
D
吋『巾印〈・

2
∞-∞
ω
∞
匂
N

品
呂
町
ω
・
5
印
斗
(
印

S

C『・

5
8
)
-
P
E
E
-

-d-o宮
市
『
白
〈
-Eω
・
2
H
明，

Nι
∞
HAH-
∞
呂
志
号
。
弓
・

5
∞
H
一
検
査
を
受
け
ず
に
入
国
し
た
と
の
反
則
事
由
に
基
づ
く
退
去
強
制
手
続
に
お
い

て
、
政
府
は
当
該
事
案
が
外
国
人
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
一
応
(
℃
『
呂
担
同
恒
三
巾
)
立
証
す
る
第
一
次
的
責
任
を
果
た
さ
な
く
て
は
な
ら
ず
、

入
国
審
査
を
受
け
ず
に
入
国
し
た
と
の
反
則
事
由
に
基
づ
く
退
去
強
制
手
続
で
外
国
人
た
る
こ
と
が
ひ
と
た
び
立
証
さ
れ
れ
ば
、
当
該
外
国
人

が
出
入
国
管
理
国
籍
法
に
反
し
て
合
衆
国
に
在
留
し
て
い
る
と
の
推
定
が
発
生
し
、
処
分
の
相
手
方
の
外
国
人
た
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
場
合
、

合
衆
国
へ
の
入
国
の
時
、
場
所
、
態
様
を
立
証
す
る
責
任
を
移
民
判
事
は
処
分
の
相
手
方
に
移
す
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
の
判
断
が
こ
の
判
決

で
は
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
)
・

(
必
)
こ
の
点
に
つ
き
、
一
時
、
一
般
論
と
し
て
証
拠
排
除
法
則
が
退
去
強
制
手
続
に
も
適
用
さ
れ
、
第
四
修
正
に
反
す
る
証
拠
を
退
去
強
制
処
分

事
由
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
裁
判
例
が
第
九
巡
回
区
控
訴
審
で
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
宙
2
5
N
玄
g
号
N

〈・

2ω
・
斗
〔
}
斗
匂

N
B
H
H
O
斗
・
=
。
∞
1
0。

s
s
c『・
5
∞
ω
一
外
国
人
の
逮
捕
が
第
四
修
正
に
反
す
る
場
合
、
国
境
パ
ト
ロ
ー
ル
官
に
対
し
て
な
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手続的デュー・プロセス理論のー断面 (8・完)

さ
れ
た
陳
述
を
含
め
て
当
該
逮
捕
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
情
報
は
、
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
さ
れ
た
事
例

Y
F胃
N
'
冨
g
号
包
〈
豆
∞
・
叶
。
印
可

E
H
o
g・
5
8
1
2
S
S
の可・

5
∞
ω
一
証
拠
排
除
法
則
は
、
移
民
帰
化
局
が
第
四

修
正
に
反
し
て
移
民
帰
化
局
の
官
史
に
よ
り
得
ら
れ
た
証
拠
を
退
去
強
制
手
続
で
用
い
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
判
一
不
)
・
)
。
し
か
し
そ
の
後
、
こ

の
よ
う
な
判
断
は
連
邦
最
高
裁
に
よ
り
覆
さ
れ
て
い
る
(
呈

ω・〈
-FOUR-
一ζg
a
0
8・
5
品∞・

9
・
ω吉川
Y
仏

g
c
-
∞・

5
ω
N
-
∞
N
「

E

N色

ゴ
∞
(
呂
∞
品
一
証
拠
排
除
法
則
は
移
民
帰
化
局
で
行
わ
れ
る
民
事
的
な
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
従
っ
て
、
違
法
な
逮
捕
で

あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
逮
捕
の
後
に
な
さ
れ
た
、
違
法
な
入
国
が
行
わ
れ
た
と
の
外
国
人
の
自
白
が
証
拠
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ

と
を
要
求
す
る
第
四
修
正
に
基
づ
く
証
拠
排
除
法
則
は
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
こ
。
む
両
日
目
白
色

(
V
R
E
R
S
-
n
E
2
8

〈
-Eω
・
3
斗
司
-
N
門
田
叶
(
)
斗
・
戸
。

(
g
F
Q「・

5
∞
印
一
外
国
人
の
車
を
止
め
た
国
境
警
備
隊
員
に
対
す
る
外
国
人
の
陳
述
は
、
た
と
え
当
該
外
国

人
に
対
す
る
隊
員
に
よ
る
拘
束
が
特
定
し
て
摘
示
で
き
る
事
実
や
合
理
的
な
疑
い
に
基
づ
く
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
退
去
強
制
手
続
に

お
い
て
利
用
で
き
る
し
、
ま
た
、
不
法
な
身
柄
拘
束
と
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
の
結
果
な
さ
れ
た
自
発
的
な
陳
述
の
持
つ
証
拠
価
値
に
疑
問
を

投
げ
か
け
る
何
ら
か
の
証
拠
が
な
け
れ
ば
、
外
国
人
の
逮
捕
が
不
法
で
あ
っ
た
と
の
証
拠
が
あ
っ
て
も
そ
れ
は
外
国
人
を
逮
捕
し
た
国
境
警
備

隊
員
に
対
し
て
外
国
人
が
な
し
た
陳
述
の
証
拠
能
力
(
邑
B
Z巴
Z
ξ
)
に
影
響
を
与
え
な
い
と
さ
れ
た
事
例
ア
∞

g=sー
冨
吉
乱
包
〈

-Eω
・叶印
N

勺

N品
E
C
P
E
E
S
P
C「・

5
∞
印
一
た
と
え
外
国
人
の
逮
捕
が
第
四
修
正
に
反
す
る
も
の
と
し
て
も
、
当
該
逮
捕
の
結
果
外
国
人
か
ら
得
ら

れ
た
陳
述
は
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
一
不
γ

(
幻
)
こ
の
種
の
裁
判
例
と
し
て
は
の

R
n
g』
但

EB--Z
〈
-Em-
∞
。
品
司
・
立

HNω
め

(
2
F
Q『・

5

3
一
不
適
切
な
証
一
言
、
あ
る
い
は
反
対
尋
問
を
経

て
い
な
い
証
人
の
証
言
が
証
拠
中
に
混
在
し
て
い
る
と
し
て
も
、
他
に
十
分
な
証
拠
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
当
該
手
続
の
液
抗
に
よ
り
原
告

は
不
利
益
を
被
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
た
事
例
)
・
冨
印
『
江
田
玄

g
号
包
〈
・

2
ω
-
s
m
w
匂

2

2
∞
(
曾
『

(υ
可・

5
立
一
や
は
り
外
国
在
住
で
所
在
不

明
の
証
人
の
召
喚
が
で
き
な
か
っ
た
事
例
。
本
判
決
は
、
当
該
証
人
が
外
国
人
に
と
っ
て
有
利
な
も
の
と
は
必
ず
し
も
い
え
ず
、
ま
た
、
他
に

証
言
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
処
分
を
適
法
と
す
る
ア

Z
2
2
2
g
'
Z
2
2
2
R
〈
eEω'NNω
司

N門H
N
ω
h
H
2
5
2円
巴
印
印
一
反
対
尋
問
の
対
象

と
な
る
べ
き
証
人
が
外
国
に
お
り
、
か
つ
所
在
不
明
で
は
あ
る
が
、
右
証
人
の
証
言
以
外
に
も
十
分
な
証
拠
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
処
分
が

適
法
と
さ
れ
た
事
例
)
が
あ
る
。
逆
に
、
相
反
す
る
証
拠
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
方
の
み
に
依
拠
し
て
退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
認
定
す

る
こ
と
は
許
き
れ
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
の

E
E
E
，。E
S
E
〈・

2ω
・
印
印
匂
同

N
a
H
H
h
H
m
v
s
s
c「・

5
寸
寸
)
が
あ
る
。

(
組
)
認
定
さ
れ
て
い
る
証
拠
か
ら
は
退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
た
事
例
と
し
て
は
の

E
M
2
8・z
q
E
E
S
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説
吾ι
面聞

ぐ
望
的
・
∞
∞
ω
司
-
N
a
g
H
(
S
E
C「
-H
富山
W

い
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
自
ら
は
適
法
に
合
衆
国
に
再
入
国
し
た
の
で
あ
り
、
不
法
入
国
外
国

人
女
性
が
国
境
の
フ
ェ
ン
ス
に
あ
る
よ
く
知
ら
れ
た
穴
を
通
っ
て
や
っ
て
き
た
後
で
彼
女
と
会
う
こ
と
を
約
束
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
当
該

外
国
人
の
言
い
分
が
十
分
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
違
法
な
越
境
行
為
が
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
実
証

す
る
目
撃
証
人
は
存
在
せ
ず
、
不
法
入
国
の
発
生
を
示
す
検
査
装
置
の
機
能
に
関
す
る
証
言
は
暖
昧
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
メ
キ
シ
コ
訪
問

の
後
の
合
衆
国
へ
の
合
法
な
永
住
外
国
人
の
入
国
が
、
退
去
強
制
法
上
、
入
国
検
査
(
吉
田
宮
内
宮
口
)
を
受
け
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
を
、
移
民
帰
化
局
は
明
確
で
、
二
義
的
で
な
く
か
っ
説
得
力
の
あ
る
証
拠
に
よ
り
立
証
し
て
い
な
い
と
さ
れ
た
事
例
)
・

2
2己
E
E
〈
-Em-

斗O
∞
匂

N己品、吋
N
3
5
0『
呂
∞
ω
一
代
理
人
が
認
め
た
こ
と
は
退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
裏
付
け
る
実
質
的
で
証
明
力
あ
る
証
拠
と
な
り
得
る

が
、
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
外
国
人
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
移
民
判
事
と
外
国
人
代
理
人
と
の
間
の
会
話
で
の
沈
黙
か
ら
の
推
論
に
よ
っ
て

の
み
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
移
民
帰
化
局
は
明
確
で
説
得
力
が
あ
り
二
義
的
で
な
い
証
拠
に
よ
り
外
国
人
の
退
去
強
制
事
由
該

当
性
を
立
証
す
る
責
任
を
果
た
し
た
と
す
る
移
民
判
事
の
結
論
は
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ア
ぎ
コ
Z
7
F
E
ω
・
雪

ω
司
N

己

5
ω
S
5
0『

呂
∞
N

一
完
全
に
一
貫
性
を
欠
き
あ
る
面
で
は
偽
証
に
あ
た
る
証
言
は
、
便
宜
的
な
結
婚
(
包
白
ミ
広
岡
市
。
『

8
2
5
5
H円
巾
)
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と

す
る
外
国
人
に
対
す
る
退
去
強
制
命
令
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
た
事
例
)
等
が
あ
る
。

(却
)

Z
虫、巾「
2
R
o
Z
国〈町『巾門丹市〈

-za-shwg
ロ
(
品
、
可
)
釦
門

Nω
叶・

(印

)
~
E
R
-
8
3
E
〈
・
戸
田
口
号
戸
斗
ω
m
v

司
N

品
工
印
日

-
E印
∞
(
宮
E
C「・

5
∞品
)

M

引
町
時
三
包
包
ミ
日
ロ
・
(
品
。
)

(
日
)
の
O

問。。
z
h昨
玄
〉
戸
玄
〉
戸
留
守
臼
ロ
・

(
H
g
a
m
-
H
C
m
w
-

(
臼
)
反
対
尋
問
権
の
主
張
自
体
が
や
や
濫
用
的
と
も
考
え
う
る
も
の
と
し
て
出

ODE--8同
〈
呈
∞
-
印
叶
印
司
-Nι

叶
ω
印

(
2
F
C『・

5
諒
一
)
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
学
生
ピ
ザ
で
合
衆
国
に
入
国
を
許
可
さ
れ
た
中
国
人
が
滞
在
許
可
機
関
を
徒
過
し
た
と
し
て
退
去
強
制
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
事
案
で

あ
る
。
右
命
令
を
基
礎
づ
け
る
証
拠
の
一
つ
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
に
、
原
告
の
妻
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
ピ
ザ
申
請
書
l

|
』
当
該
申
請
書
に

は
、
本
件
で
原
告
の
弁
護
に
あ
た
っ
て
い
る
代
理
人
に
よ
る
証
明
書
(
出
生
・
婚
姻
が
真
で
あ
る
旨
の
証
明
書
)
も
添
付
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

夫
の
合
衆
国
入
国
時
の
地
位
が
「
学
生
」
で
あ
る
こ
と
も
記
載
さ
れ
て
い
た
ー
ー
が
あ
っ
た
。
原
告
は
、
当
該
申
請
書
が
伝
聞
証
拠
で
あ
り
、

証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
主
張
し
た
が
、
裁
判
所
は
、
「
伝
聞
証
拠
と
え
い
ど
も
、
そ
れ
が
証
明
力
あ
る
も
の
で
か
っ
そ
の
使
用

が
基
本
的
に
公
正
で
あ
る
場
合
に
は
、
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
印
斗
印
司

-
E
g吋
ω
∞
)
と
述
べ
る
の
み
で
原
告
の
主
張
を
退
け

て
い
る
。
本
件
の
場
合
、
も
し
反
対
尋
問
す
る
と
す
れ
ば
、
原
告
の
妻
及
び
代
理
人
が
そ
の
対
象
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
告
の
弁

北法46(1・48)48
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護
に
あ
た
っ
て
い
る
代
理
人
を
原
告
も
し
く
は
代
理
人
自
ら
が
「
反
対
尋
問
」
す
る
と
い
う
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
し
、
原
告
の
妻
を
証
人

と
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
出
廷
さ
せ
る
こ
と
は
、
「
政
府
側
の
証
人
を
反
対
尋
問
す
る
」
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
「
自
ら
の
た
め
の
証
拠
を
提
示
す
る
」

こ
と
に
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
本
件
原
告
の
主
張
は
、
自
ら
な
す
べ
き
責
任
を
政
府
側
に
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
嫌
い
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
臼
)
前
掲
注

(U)
の
事
案
参
照
。
前
掲
注
(
臼
)
も
こ
れ
に
あ
た
る
側
面
を
有
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

(
日
)
め
宮
島
市
国
内
『
ロ
自
己
巾
N

〈
--zm-
た
お
司
-
N
己
匂
H
m
y
@
N
H
(
ゆ
円

E
C円
同
句
、
吋
仏
)

(
日
)
こ
の
よ
う
な
事
例
と
し
て
∞
包
民
同
〈
・
ヨ
∞
-
叶
(
}
@
目
立
H
N
2
(
u
s
n
F
『
-
H
S
ω
)
が
あ
る
。
事
案
は
、
合
衆
国
市
民
と
の
婚
姻
関
係
に
基
づ

き
入
国
許
可
を
得
た
外
国
人
が
、
後
に
そ
の
婚
姻
関
係
が
虚
偽
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
退
去
強
制
処
分
の
対
象
と
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
本
件
で
は
政
府
側
は
専
ら
当
該
外
国
人
の
妻
に
よ
る
宣
誓
供
述
書
に
依
拠
し
退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
認
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
判

決
は
、
右
の
妻
が
退
去
強
制
事
由
認
定
に
あ
た
り
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
府
側
が
彼
女
と
接
触
を
は
か
ろ

う
と
も
、
ま
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
出
廷
さ
せ
よ
う
と
も
、
努
め
て
い
な
い
こ
と
を
認
定
し
、
処
分
を
違
法
と
し
て
い
る
。

(
日
)
む
こ
向
巾
『

S
E
a
aの白『
N

回
〈
・
2
印
e

∞
∞
N
匂

N
再
定
印
(
印
円
E
C円
呂
∞
∞
一
退
去
強
制
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
が
読
ん
だ
り
書
い
た
り
理
解

し
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
英
語
で
書
か
れ
た
、
不
法
入
国
の
外
国
人
に
よ
り
な
さ
れ
た
宣
誓
供
述
書
(
丸
町
広
告
三
が
退
去
強
制
処
分
該
当

性
を
基
礎
づ
け
る
主
要
な
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
当
該
永
住
外
国
人
が
国
境
警
備
官
を
反
対
尋
問
で
き
ず
国
境
警
備
官
の
行
っ
た
証

言
が
宣
誓
供
述
書
を
補
強
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
、
当
該
永
住
外
国
人
は
公
正
な
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と

認
定
さ
れ
た
事
例
)
・
巴
河

2
2
Z
F
a色
彩
『
三

n
p
F円
・
〈
・
開

H
2
5
5
0
B
2
Fこ

B
E喝
さ
ロ
ロ
河

2
5戸
叶
N
叶
司

-
E
E
印
可
(
わ
・

0・の巳・

5
∞
む
)
一
移
民
判
事
が
翻
訳
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
、
記
録
を
作
成
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
外
国
人
の
陳
述
を
外
国
語
に
翻
訳
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
退
去
強
制
も
し
く
は
入
国
拒
否
手
続
の
全
体
に
つ
い
て
翻
訳
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
必
要
と
な
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
移
民
判
事
の
手
続
を
完
全
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
手
続
に
出
廷
し
・
代
理
人
を
依
頼
し
・
証
拠
を
検
討
し
・
及
び

証
人
に
対
面
し
反
対
尋
問
を
行
う
外
国
人
の
法
律
上
の
権
利
を
大
き
く
阻
害
す
る
も
の
と
な
る
と
す
る
)
・

(日

)
M
E
F
E
2巳
l

〈
巾
「
即
〈
・
2
∞
・
2
寸
司
N
ι
3
N
(
宮
町
巳
『
呂
∞
日
一
理
由
立
証
命
令
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
、
外
国
人
の
出
生
地

を
立
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
「
情
報
ペ

l
ジ
」
と
題
さ
れ
た
文
書
が
真
正
の
も
の
と
の
証
明
を
得
て
い
な
い

(
E
E
5
2
5巳
包
)
も
の
で

あ
っ
た
場
合
、
そ
の
文
書
を
証
拠
と
し
て
容
れ
る
こ
と
に
時
宜
に
か
な
っ
た
形
で
反
対
が
な
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
そ
の
反
対
を
移
民
判
事
が
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説

覆
し
た
点
に
暇
痕
あ
り
と
さ
れ
た
事
例
ア
円
『
富
〈
豆
∞
・

2
a
司
N

己
主
。

(
3
F
C『
-
E
E
一
真
実
た
る
こ
と
の
認
-
証
な
き
証
拠
の
み
に
基
づ
く

退
去
強
制
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
ア
宮
内
吾
己
〈

-
P
E
E
F
呂
∞
目
立

ωNω(り
の
め

q
z。
N
一
洗
礼
証
明
書
等
、
真
実
た
る
こ
と
の

認
証
な
き

(
E
S
E
E
Dユ
児
島
)
文
書
に
基
づ
く
出
生
地
の
認
定
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
)
・

(
回
)
句
同
時
冨
円
。
ロ
ロ
ロ
巾
可
〈

-
E岡市
3
・
N∞
斗
司

-N弘
吉
ω
(
g
F
C『・
5
2
一
退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
基
礎
づ
け
る
供
述
録
取
書
宣
告

0
2
5ロ
)
を
録

取
し
た
時
・
場
所
を
処
分
の
相
手
方
に
知
ら
せ
ず
、
ま
た
、
尋
問
(
百
円
巾
コ
ロ
問
主
5
ロ
)
を
行
う
機
会
も
相
手
方
に
与
え
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、

処
分
を
違
法
と
す
る

)-mo日市〈・
4
〈

coz-ロタ
ω主
司

2
3
ω
(
A
C
F
C司・
5
2
一
再
入
国
等
に
関
連
す
る
証
拠
の
反
駁
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
を
理
由
と
し
て
、
退
去
強
制
処
分
を
違
法
と
す
る
)
・

(
印
)
句
町
四
回
国
民

g
・
2
「
『
巾
回
〈
円

zm-
∞
苫
司
・
注
目
。
印

ω
-
H
O
E
-可
(
印

S
Q「
-HSO)
一
移
民
帰
化
局
の
官
史
に
よ
る
強
制
が
あ
っ
た
と
か
脅
迫

が
な
さ
れ
た
と
い
っ
た
立
証
が
な
け
れ
ば
、
当
該
官
史
に
対
す
る
外
国
人
の
陳
述
は
任
意
に
よ
ら
な
い
も
の
と
は
い
え
ず
、
退
去
強
制
手
続
で

用
い
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
。

)
-
E
2
-
z
ω
h
E
司
-
E
3・
5
ω
h
r
H
N
B
吉
田
冨
曲
目
印
・

5
∞
⑦
一
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
非
自
発
的
な
陳

述
を
利
用
す
る
こ
と
は
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
諸
権
利
の
侵
害
と
し
て
許
容
で
き
な
い
と
す
る
)
・

(印)・同時同

ζ
白
「
『
。
宮
吉
富
自
己
宮
市
N

〈
呈
∞

-gmw
苛
立
足
。
・

5
日

(ωιC『・
5
∞
ω
一
移
民
手
続
に
お
い
て
、
文
書
調
査

(
-
E
R
E官
gミ
一
外

国
人
が
求
め
た
文
書
調
査
は
、
メ
キ
シ
コ
の
官
史
が
本
件
外
国
人
を
拷
問
と
暗
殺
の
対
象
と
し
政
治
犯
罪
人
の
拷
聞
を
命
じ
よ
う
と
考
え
て
い

る
こ
と
を
立
証
す
る
証
言
を
し
て
く
れ
る
と
外
国
人
が
主
張
す
る
メ
キ
シ
コ
の
官
史
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
)
を
求
め
る
当
事
者
は
そ
の
必
要

性
と
実
効
可
能
性
を
立
証
す
る
責
任
を
負
担
す
る
と
さ
れ
た
事
例

)
-
E
E己
主
C

〈・

0
・河

E
『
Z
-
N
H
H
H
Y
E
S
M
Y
E
H
(∞
S
C「
5
2ー一一

九
一
七
年
法
下
の
事
例
で
あ
る
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い

γ

(
日
)
め

2
2
E
g一回目〈・
2
ω
-
g
o
司
苫
∞
。

N
(
g
F
C「・
5
叶

mw
一
証
拠
物
件
(
巾
HEσ
回
押
印
)
を
開
示
し
な
か
っ
た
点
に
取
庇
が
あ
る
が
、
当
該
証
拠

物
件
を
得
る
機
会
は
相
手
方
に
保
障
さ
れ
て
お
り
、
相
手
方
は
漫
然
と
右
の
機
会
を
利
用
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
処
分
を
適

法
と
す
る
)
・
尽

E
〈
-
F
E
E
-
N
H匂司・

N品
品
。
品

-SG10斗(ゆ円
Fn-吋
・
早
印
印
-
R
b
J
t
e
h
4
5
ミ
K
S
Eぇ・

ω印。

c-
∞・

3
0
一
処
分
の
相
手
方

た
る
外
国
人
が
、
証
人
を
反
対
尋
問
で
き
る
場
所
に
自
ら
赴
い
た
り
、
代
理
人
を
赴
か
せ
る
こ
と
が
、
金
銭
上
不
可
能
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事

情
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
外
国
人
の
反
対
尋
問
権
の
否
定
を
論
拠
づ
け
る
も
の
と
な
ら
な
い
(
岳
百
四
回
吉
岡
忠
∞

g
Z
〈・

冨円。

z
P
5品
匂

N品
HNN-HNω(匂
任
。
弓

E
S
)
)
。
ま
た
、
反
対
尋
問
権
を
行
使
す
る
と
金
銭
負
担
が
か
か
る
こ
と
の
み
を
理
由
に
右
権

利
を
行
使
し
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
権
利
放
棄
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
)
・

さ子'L>.

再冊
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(
臼
)
寸
2
8・E
R
E
E
S
〈・

2ω
・印
N

∞明
J

N
己

ω
2・
ω斗。
(
S
F
n』『・

5
斗
印
)
も
ま
た
「
(
当
該
事
案
に
お
い
て
破
庇
あ
る
も
の
と
主
張
さ
れ
て
い
る
、

反
対
尋
問
を
経
て
い
な
い
)
証
人
を
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
出
廷
さ
せ
る
必
要
性
を
示
す
証
拠
が
な
け
れ
ば
、
右
証
人
の
不
在
が
基
本
的
に
不
公
正
で

あ
り
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
を
侵
す
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
旨
説
示
し
て
い
る
。
右
説
示
に
よ
り
、
も
し
、
当
該
判

決
が
、
被
処
分
者
に
対
し
て
、
そ
の
必
要
性
を
摘
示
す
る
具
体
的
証
拠
の
提
示
を
要
求
し
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
被
処
分
者
の
所
有
す
る
証

拠
が
通
常
は
限
定
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
処
分
の
相
手
方
に
過
重
な
負
担
を
課
す
こ
と
に
な
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

(日
)
M
U
G
Z
C
丹市

-
E句
司
自
豆
、
問
、

3
-
s
-
E許可事、室内司臣、
H
H
F
U
G
宣
言
弘
、
両
足
喜
ば

P
R
3
R
S旬
勾
お
と
な
河
町
E
S
n富
去
三

5
0
国〉悶〈
-
F
・月間山〈-

M
O
O
Y
N
O
O
∞
(
H
m
v
∞斗)・

(
臼
)
一
九
五
二
年
法
第
二
四
二
条

(
b
)
(
2
)
、
∞

C

∞
-n・2
N

印N
(
U
)
(
N
)

、
及
び
第
二
九
二
条
、
∞
己
・
∞

-n・
世
宮
内
後
者
の
規
定
は
、
不

服
申
立
手
続
に
お
い
て
も
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
は
代
理
人
依
頼
権
を
有
す
る
旨
定
め
て
い
る
。

(
出
)
一
九
五
二
年
法
第
二
九
二
条
は
、
退
去
強
制
手
続
に
従
事
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
た
代
理
人
た
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
お
り
、
規
則
(
∞
。
・

同吋河・叩
N

S

-

H

(
同
)
(
早
∞
品
)
)
に
よ
れ
ば
、
二
疋
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
法
学
部
学
生
も
ま
た
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
外
国
人
を
弁
護
で

き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

(
侃
)
も
っ
と
も
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
の
は
通
常
は
大
都
市
の
み
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
大
都
市
に
お
い
で
さ
え
も
、
人
員
が
限
ら
れ
て

い
る
た
め
、
代
理
人
が
出
廷
で
き
な
い
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
〉

E
g
g
g
-
勾
H
h
p
町
内
包
む
き
を

S
N
U同
HSE-S=

写。円。ミ

sh師、ニ
ω〉
zo-伺
の

O
F
m
E目

Z
0・
Z
品
(
呂
呂
)

(
町
)
∞
の
・
司
-m・間
N
A
E
-
H
。
(
H
m
w
∞AH)
・
な
お
無
料
の
法
律
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
資
格
要
件
と
し
て
、
所
得
制
度
が
課
せ
ら
れ
て
い
た

ょ
う
で
あ
る
。
む
両
国

g
コ
宮
市
凹
〈
・

2m-
支
出
司
・

2
戸山
Y
H
N
O
(
呂
斗
N
)
・

(
m
m
)

∞
C

∞
(
U
・
闇

H
N
印

ω
(
E
)
・

(
印
)
品
目
。
・
匂
何
回
。
N
A
V

品
(
回
。
∞
ω)
・

(
叩
)
以
上
、
〉

E
E
-
E司
ヲ
冨
〉
百
戸
盤
、
司
自
ロ
・
(
印
)
国
門
品
工
ム
印
を
参
考
に
し
た
。

(
円
)
∞
。
・
司

-m
抑

N

品
N
H
A凶
(

白

)
(
H
m
w
∞品)・

(η)
も
っ
と
も
、
移
民
帰
化
局
は
、
代
理
人
同
伴
を
主
張
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
予
備
調
査
段
階
に
お
い
て
も
代
理
人
に
よ
る
弁
護
を
許
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
行
政
上
の
恩
恵
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
め
宮
司
自
ミ
・
む
も
ミ
E
E
S
S円
ご
と
勾
合
と
な
門
U
Sま
と
・
己
戸
完
〈

北法46(1・51)51 



説

-z↓・
F-F・』・同寸寸・]{∞め

(Hmw斗。)・

(
口
)
の
O
問。。
zhv
冨〉
-FF戸
E
-
ご
室
主
呂
田
己
-
o
z
F〉
君
主
む
冨
o
n
g
c宮
山
品

OH
一⑦
?
?
5
1
5・ロ・

2

!
日
∞
(
目
。
∞
匂
)
の
裁
判
例
参
照
。

(
日
)
規
則
(
∞
。
・
匂
河
・
詑
お

-
E
(円
)
(
巴
∞
品
)
)
は
、
「
特
別
審
理
官
は
、
処
分
の
相
手
方
そ
の
他
の
者
に
よ
り
、
調
査
・
尋
問
・
ヒ
ア
リ
ン
グ

あ
る
い
は
裁
判
(
主
主
の
聞
な
さ
れ
た
、
当
該
案
件
の
争
点
に
と
っ
て
関
連
あ
る
い
か
な
る
口
頭
な
い
し
文
書
上
の
陳
述
で
あ
れ
、
こ
れ
を
証

拠
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
代
理
人
不
在
の
ま
ま
な
さ
れ
た
調
査
に
お
い
て
緑
取
さ
れ
た
証
言
等
が
記
録
に
入
れ
ら
れ

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
、
が
争
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

(
百
)
形
式
的
に
は
、
予
備
調
査
段
階
で
の
代
理
人
不
在
は
、
そ
の
後
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
代
理
人
を
依
頼
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、

治
癒
さ
れ
る
、
と
い
う
見
解
が
裁
判
例
で
は
示
さ
れ
て
い
る
。
待
問
問
-
h
-
Eロ
己
富
〈

O
R
E
-
N
ω
∞
吋

N品
。
巴
(
一
同
円
。
可
・

5
印。
)
-
C三丹市内】

ω
g丹市出巾同『巾
F
F
n
r
〈
-
z
a
q
-
N
C
N
明，

E
N
N
H
(
3
F
C『
巴
印

ω)
た
だ
し
、
一
九
一
七
年
法
下
の
裁
判
例
の
検
討
か
ら
も
あ
る
程
度
明
白

な
よ
う
に
、
問
題
は
こ
と
ほ
ど
左
様
に
単
純
で
は
な
い
。

(mm)
〈
M
5
0巾
ロ
回
巾
「
同
〈
・
戸
市
町
田
mw
ロロ
-NA凶回目吋

N己∞
N∞-∞
Nmw(め
5

C
「
]{mw回目出)

(作

)
C
E丹市内回

ω
g門司凶〈

U
巾
w
q
B
E』g
p
印(}∞明，

N且
E
N
-
∞
エ

(
S
F
Q
「
5
2
-
一
一
度
退
去
強
制
処
分
に
付
さ
れ
た
後
、
再
度
違
法
に
合
衆
国

に
再
入
国
し
た
と
し
て
退
去
強
制
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
(
一
九
五
二
年
法
第
二
七
六
条
、
∞
己

ω・。・協同
ωN
。
)
外
国
人
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
。

外
国
人
側
は
、
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
だ
代
理
に
不
在
の
ま
ま
行
わ
れ
た
こ
と
を
捉
え
て
違
法
性
の
存
在
を
主
張
し
た
が
、
裁
判
所
は
、
原
告

及
び
代
理
人
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
日
程
を
熟
知
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
出
廷
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
自
発
的
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
欠
席
し
た
の

で
あ
る
、
と
し
て
、
原
告
の
主
張
を
排
斥
し
た
)
・

(河
)
E
M
一時間冨
DF回
目
巾
巳
回
巾
Fσ
田
町
恒
三
〈
--zω-
叶
句
。
司
-
N色

NK江
戸

N印
ω
(由
5

C
『
-Hω
∞
め
)
・
「
O司巾
N
〈

-zω
・
寸
寸
印
司
・

N品
H
C
H
m
-
H
C
H
寸(市
W
S
C『・

同市
w∞
印
)
・
も
っ
と
も
こ
れ
に
反
対
す
る
も
の
と
し
て
玄
E
Zロ
〈
-
C
E丹市己

ω
g定
的
。
呂
田
ユ

g
g円
。
こ
5
z
n
F
E
m
-
叶
匂
∞
匂

N己
H
N
k
r
H
N
叶(印円
F

C
「・

5
∞
∞
)
も
あ
る
。

(
叩
)
こ
の
点
の
判
断
基
準
を
一
般
論
と
し
て
一
不
す
重
要
な
裁
判
例
と
し
て
は

E
B
F
E
N
-
O
R
R
O
〈
呈
∞
-
芸
品
司
-
N己
主
「
色
ωふ
。

e
s
n
R

巴
∞
∞
一
退
去
強
制
手
続
で
代
理
人
に
よ
る
実
効
的
な
援
助
が
得
ら
れ
ず
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
と
な
る
場
合
と
は
、
「
当
該
手
続
が
基
本
的
に

不
公
正
で
あ
り
、
外
国
人
が
合
理
的
に
自
己
の
事
案
を
提
示
す
る
(
『

g
g
E
Z『
買
2
2
2口問
F
5
2印
巾
)
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
た
場
合
」
の
み
で

あ
る
(
門
広
百
四

F。
胃
N
〈
-HZω
・
寸
寸
印
可

N
ι
5
5
・
H
2
叶
(
g
F
C『・

5
∞
印
)
と
い
う
)
が
あ
る
。
年
ご
と
吉
宮
国
岡
田
-
-
富
市
阻
む
き
E
ロ
タ

HZω
・叶∞
ω

論
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手続的デュー・プロセス理論の一断面 (8・完)

司
-
N
ι
ω
ω
H
(
3
F
{
U
F『・

5
∞
∞
一
任
意
出
国
を
許
可
し
て
も
ら
う
た
め
に
退
去
強
制
事
由
を
争
う
こ
と
を
控
え
よ
う
と
い
う
代
理
人
の
判
断
は
戦

術
的
な
選
択
な
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
判
断
を
代
理
人
が
し
た
か
ら
と
い
っ
て
代
理
人
に
よ
る
援
助
が
実
効
的
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
お

り
退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
を
外
国
人
に
拒
否
す
る
ほ
ど
の
も
の
と
し
て
非
難
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
ア
∞
ロ

河口市〈・

2ω
・
3
H
司
-
N
ι
H
ω
N∞
S
S
C『
早
∞
印
一
代
理
人
が
一
人
の
証
人
に
対
し
て
お
こ
な
っ
た
質
問
の
仕
方
、
及
び
も
う
一
人
の
証
人
に

つ
い
て
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
出
廷
さ
せ
る
の
で
は
な
く
宣
誓
供
述
書
を
と
る
と
い
う
判
断
を
し
た
こ
と
に
つ
き
、
外
国
人
は
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン

グ
で
代
理
人
の
実
効
的
な
援
助
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
)
・

(
剖
)
匂
時
間
〉
呂
町
田
g-SHV『
白
口
・
示
。
)
白
門

H
2
1
2・

(
剖
)
め
定
時
-
h
-
n
g
q
o
Z
E
C
〈・

2
ω
-
mゴ
一
司

-N品
目
ゴ
(
笠
宮
口
『
呂
斗
∞
一
一
入
国
審
査
を
経
ず
し
て
入
国
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
事

件
。
政
府
側
の
度
重
な
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
延
期
の
た
め
に
外
国
人
側
の
代
理
人
は
出
廷
で
き
な
い
状
況
と
な
っ
た
こ
と
、
及
び
外
国
人
が
退
去
強

制
事
由
該
当
性
の
認
定
を
反
駁
す
る
た
め
に
は
代
理
人
に
大
き
く
依
存
す
る
こ
と
か
ら
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
政
府
は
外
国
人
に
代
理

人
が
出
廷
で
き
る
機
会
を
進
ん
で
与
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
た
)
・
ゎ
E
C呂
g
〈
-
c
s
z
ι
ω
g丹
市
印
。
告
白
『
富
市
ロ
円
。
こ

5
E
2・
2
め司・

2

ω
呂

(ω
向田口『・

5
斗
印
一
船
員
と
し
て
合
衆
国
に
入
国
後
、
許
可
さ
れ
た
滞
在
期
間
を
徒
過
し
て
在
留
の
後
、
合
衆
国
市
民
と
結
婚
し
た
こ
と
を

理
由
に
移
民
ピ
ザ
を
申
請
し
た
が
、
許
可
さ
れ
ず
、
婚
姻
が
虚
偽
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
及
び
滞
在
期
間
徒
過
を
理
由
に
、
退
去
強
制
命
令
が

発
せ
ら
れ
た
事
例
。
本
件
で
原
告
は
、
代
理
人
を
依
頼
し
た
後
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
開
廷
し
て
ほ
し
い
旨
再
三
要
求
し
て
い
た
が
、
政
府
側
は
こ

れ
を
無
視
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
強
行
し
た
。
な
お
、
原
告
側
の
代
理
人
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
出
廷
で
き
な
か
っ
た
理
由
は
、
政
府
側
が
ヒ
ア
リ
ン

グ
開
廷
地
を
変
更
し
た
た
め
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
判
決
は
、
本
件
で
緊
急
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
開
始
す
べ
き
必
要
性
が
な
か
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
ア
〈

2
0
2
F品
〈

-F各
自
白
P
N
E
吋

N巳∞
N∞
(
E
E
C『
・
呂
町
∞
一
事
案
の
概
要
は
不
明
。
判
決
は
、
本
件
で
処
分

の
相
手
方
と
な
っ
た
外
国
人
が
英
語
の
理
解
能
力
に
欠
け
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
代
理
人
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
出
廷
し
て
い
な
い
こ
と
、
を
理
由
に
、

退
去
強
制
事
由
を
反
駁
す
る
た
め
の
合
理
的
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
判
断
し
た
γ

(
位
)
近
時
、
外
国
人
の
身
柄
拘
束
地
を
移
し
、
そ
れ
に
伴
い
、
代
理
人
が
外
国
人
と
接
見
す
る
時
間
を
制
約
す
る
、
と
い
う
移
民
帰
化
局
の
政
策

が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
、
代
理
人
依
頼
権
ひ
い
て
は

P
E
E
M
S
E
E者
の
侵
害
で
あ
る
、
と
す
る
判
決

(
Z
E
R
〈
・
図
。
-
全
戸

印
ω斗司・

ωロ
宅
・
印
斗
∞
(
∞
-
U
、H，
a

E∞
N
)

が
出
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
問
題
は
退
去
強
制
処
分
手
続
固
有
の
も
の
で
は
な
く
む

し
ろ
ア
サ
イ
ラ
ム
申
請
者
の
権
利
に
関
す
る
も
の
と
し
て
出
現
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
詳
論
し
な
い
。
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
比
較
的
近
時
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説
4 

吉田

の
論
稿
が

2
0
丹市

-
gミ
白
ロ
・
(
包
)
で
あ
る
。

(
回
)
句
2
n即日同『
0

・Z
E
ロO
〈
豆
∞
-
室
、
S
口
(
∞
H
)

白昨日、活

(
剖
)
そ
の
こ
と
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
め
E
C自
S
〈
-
C
E広島

ω
S
Z乙
)
告
白
『
吉
町
三
三
宮

5
2・主
Y
S
ロ
・
(
∞
同
)
参
照
。

(
部
)
代
理
人
不
在
の
ま
ま
手
続
が
進
行
す
る
場
合
と
し
て
は
そ
の
他
、
代
理
人
依
頼
を
す
る
金
銭
的
余
裕
が
な
い
場
合
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
述

し
た
)
、
身
柄
拘
束
等
の
た
め
行
動
の
自
由
が
制
約
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
場
合
(
前
掲
注
(
位
)
参
照
て
あ
る
い
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
開
廷
地
が
移

さ
れ
、
当
初
得
る
こ
と
の
で
き
た
代
理
人
を
依
頼
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
(
そ
の
最
も
極
端
な
例
が
わ
即
日
守
口
'
Z
E
C
〈・

2
ω
-
S
Y
B
ロ
(
∞
同
)
)

な
ど
が
あ
る
。

(
部
)
た
だ
し
、
権
利
告
知
が
な
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
実
際
に
外
国
人
が
代
理
人
選
任
権
を
行
使
し
て
い
れ
ば
、
告
知
の
点
で
は
液
杭
は
な
い
と

す
る
裁
判
例
が
あ
る
0

・同
S
E
E『3
・0
z
E
N
O
〈
-Eω
噂
斗
宏
司
-
N
門-
s
y
h
H
g
e
s
c
『・

5
∞め)

(
加
山

)'M-是
〉
司
匂
}
司
自
白
ロ
-
h
柏
戸
、
芯
口
・
(
命
。
)
白
押

HUW
印
〈
色
白
印
』
巴
巾
NMW
切な口。印釦

4HH4∞
-
品
(
)
品
目
N
色
印
品
少
印
品
。
(
同
句
。
∞
)

(
回
)
め
司
令
玄
E
『
在
白
・
富
市

-g品『
m
N
〈円
Zω
・
品
〔
)
叶
匂
N

品
N
O
戸

N
C
U
t
H
O
(
匂吾〔リ弓・

5
。
。
一
マ
リ
フ
ァ
ナ
所
持
を
理
由
と
す
る
、
一
九
歳
の
メ
キ
シ
コ

人
に
対
す
る
退
去
強
制
事
件
。
滞
在
資
格
は
不
明
。
特
別
審
理
官
に
よ
る
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
代
理
人
の
弁
護
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。

移
民
不
服
審
査
委
員
会
で
は
右
の
点
を
捉
え
て
処
分
に
破
庇
あ
り
と
主
張
。
な
お
委
員
会
で
は
代
理
人
の
弁
護
を
受
け
て
い
た
。
判
決
は
、
処

分
の
相
手
方
が
一
九
歳
の
少
年
で
あ
る
と
は
い
え
、
英
語
の
理
解
能
力
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
代
理
人
依
頼
権
放
棄
に
取
庇
な
し
、
と
す

る
y
n
E
Z
U巾∞
o
z
g
〈
-
E『
σ
2・
N
S
匂

N品
2
0・
台
。
ー
コ
(
匂
与
の
弓

5
3
一
本
件
処
分
に
先
立
つ
こ
と
二
六
年
前
に
退
去
強
制
処
分
を

受
け
た
外
国
人
が
再
度
入
国
し
、
右
退
去
強
制
処
分
を
受
け
た
こ
と
を
理
由
に
再
度
の
処
分
が
発
せ
ら
れ
た
事
例
。
外
国
人
は
、
過
去
の
退
去

強
制
処
分
が
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
代
理
人
依
頼
権
の
放
棄
に
取
庇
が
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
た
が
、
判
決
は
、

処
分
の
相
手
方
が
当
時
発
せ
ら
れ
た
退
去
強
制
処
分
を
二
六
年
間
争
う
こ
と
な
く
、
ま
た
、
合
衆
国
へ
の
合
法
な
入
国
を
求
め
て
い
る
わ
け
で

も
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
右
の
主
張
を
退
け
て
い
る
)
・

(
的
)
・
同
町
時
〉
匂
三
巾
白
血

p
g喝
さ
ロ
・
(
命
。
)
民
同
ωAH1ω
印・

(
卯
)
め
司
hno--ロ島『巾回〉四
E
E『〈・

2ω
・
∞
呂
田
り

N

門田
N
m
m
w
(
宮町

C
『
冨
∞
叶
一
た
と
え
外
国
人
が
代
理
人
抜
き
で
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
出
廷
し
て
い
る
と

の
移
民
判
事
の
陳
述
の
後
外
国
人
が
沈
黙
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
外
国
人
が
第
一
回
目
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
代
理
人
を
依
頼
す
る
希
望
を

明
示
す
る
陳
述
を
し
て
お
り
か
つ
代
理
人
の
署
名
入
り
で
外
国
人
の
た
め
に
動
議

5
2
5ロ
)
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
特
に
外
国
人
が
英
語
を
話
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せ
ず
合
衆
国
及
び
そ
の
法
制
度
・
手
続
を
知
ら
な
い
場
合
に
は
、
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
継
続
さ
せ
な
が
ら
、
当
該
手
続
に
お
い
て
外
国
人

が
代
理
人
を
希
望
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
移
民
判
事
は
何
ら
か
の
短
い
審
聞
を
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
事
例

Y
Eユ
Z
E
〈・

Eω
・
2
4
司

N
品
。
∞
匂
(
印
与
の
可
・

5
斗
印
一
不
法
入
国
し
た
ハ
イ
チ
人
に
対
す
る
退
去
強
制
事
例
。
外
国
人
側
は
、
退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
認
め
つ
つ
も
、

迫
害
の
お
そ
れ
を
理
由
に
退
去
強
制
の
保
留
を
求
め
た
が
、
特
別
審
理
官
は
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
。
判
決
は
、
代
理
人
依
頼
権
の
放
棄
の
破

庇
の
有
無
に
つ
き
、
無
料
の
法
律
サ
ー
ビ
ス
の
告
知
が
さ
な
れ
て
い
る
こ
と
、
翻
訳
者
を
つ
け
ら
れ
て
お
り
相
手
方
は
放
棄
の
意
味
を
十
分
理

解
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
他
、
移
民
判
事
が
相
手
方
の
権
利
行
使
に
か
な
り
の
配
慮
を
払
っ
て
い
る
事
実
を
認
定
し
、
放
棄
に
椴
抗
な
し
と
す
る
)

-
u
g
t
g
〈
・
臣
官

E
Uご

N∞
。
司

-Nι

コ
(N且
口
『
・

5
8
一
ヘ
ロ
イ
ン
の
売
買
を
し
た
た
め
有
罪
判
決
を
受
け
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制

事
例
。
判
決
は
、
特
別
審
理
官
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
開
始
時
に
も
、
ま
た
開
始
後
に
も
代
理
人
依
頼
権
を
有
す
る
旨
告
知
し
て
お
り
、
相
手
方
は
そ

の
都
度
権
利
放
棄
の
意
思
を
明
示
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
放
棄
に
暇
庇
な
し
と
す
る
)
・

(mm)
句句町内

-
h
-
Z
E
E
-白〈
-HZ∞
-mwN⑦司・

2
5
N
(
N円四
(
U

可・

5
2
一
本
件
処
分
の
相
手
方
た
る
永
住
外
国
人
は

1
回
目
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
代
理

人
依
頼
権
を
告
知
さ
れ
た
後
2
回
目
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
代
理
人
抜
き
で
出
廷
し
、
外
国
人
が
代
理
人
抜
き
で
あ
る
こ
と
を
移
民
判
事
が
記
録
で

記
載
し
た
第
二
回
目
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
外
国
人
は
退
去
強
制
処
分
を
争
っ
て
い
る
場
合
、
当
該
外
国
人
は
意
図
的
自
発
的
に

(
E
0
3
S々
富
島

g
z
a
R若
)
代
理
人
依
頼
権
を
放
棄
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
た
事
例
Y
句

sago凹〈
-
E印
5
2
0可
R
Z「・
5ω
司
-
E苦
-
2⑦
(Z-

0
・
O
E
O
-
5
8
一
乗
船
員
と
し
て
入
国
後
、
許
可
さ
れ
た
滞
在
期
間
を
徒
過
し
て
合
衆
国
に
残
留
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
事
件
。

代
理
人
を
依
頼
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
旨
の
明
示
の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
て
い
た
ア
∞

R
2お
〈
河
苫
ロ
-

H

∞
∞
匂
∞
口
事
-
立
。

(
u
n
gロ

5
8
一
背
徳
的
犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
、
合
衆
国
に
四
四
年
間
居
住
し
た
永
住
外
国
人
の
退
去
強
制
事
件
。
判
決
は
、
処
分
の
相

手
方
が
、
特
別
審
理
官
に
よ
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
は
代
理
人
依
頼
権
を
放
棄
し
た
も
の
の
、
移
民
不
服
委
員
会
段
階
で
は
こ
れ
を
放
棄
し

て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
代
理
人
不
在
の
ま
ま
手
続
を
進
行
さ
せ
た
点
に
取
舵
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
な
お
、
外
国
人
が
直
ち
に
代
理
人

を
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
)
・

(
位
)
旬
開
問
問
。
回
目

-a-n目
Z
=巾『。〈・
2ω
・
2
一Nm，
NSHH印∞一(印
S
C『・

5
叶

ω
一
事
案
の
概
要
は
不
明
だ
が
、
永
住
外
国
人
の
退
去
強
制
事
件
で
あ
る
。

判
決
は
、
相
手
方
の
英
語
の
理
解
能
力
の
不
完
全
さ
を
一
つ
の
要
素
と
し
て
、
代
理
人
不
在
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
手
続
の
取
庇
を
認
定

)-ZEase

宮
丘
町
田
今
尽
〈

-
E∞
-
gミ
白
ロ
・
(
∞
∞
)
・
〈
巾

-g宮
内
N

明日立ロ

c
g
〈・

2ω
・
8
品
目

NιEKH(mw与
の
可
・

5
2
一
虚
偽
の
・
申
請
(
兵
役
を
免
れ
る
た
め

合
衆
国
宝
口
へ
逃
亡
し
た
こ
と
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
右
の
事
実
は
な
い
と
し
て
ピ
ザ
申
請
を
し
た
)
に
基
づ
き
合
衆
国
に
入
国
し
た
こ
と
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説論

を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
事
例
。
退
去
強
制
手
続
の
性
格
を
十
分
理
解
し
た
上
で
放
棄
し
た
と
判
決
は
簡
略
に
述
べ
て
い
る
)
・
問
。
印
巾
〈
者
oo--

3
5・
ω主
匂

2
3
ω
2
5
C吋・

5

2
一
合
衆
国
市
民
と
偽
っ
て
入
国
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
事
例
。
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ

で
は
旅
行
代
理
庖
業
者
を
代
理
人
と
し
て
依
頼
し
た
後
、
弁
護
士
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
理
由
に
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
再
開

を
申
請
し
た
が
、
拒
否
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
判
決
は
、
確
か
に
自
ら
の
意
思
で
旅
行
代
理
応
業
者
に
弁
護
を
依
頼
し
た
も
の
の
、
こ
の
こ
と

に
よ
り
証
拠
を
反
駁
す
る
す
べ
て
の
機
会
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
結
果
の
重
大
性
に
外
国
人
は
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
及
び
正
規

の
弁
護
士
を
依
頼
し
て
い
れ
ば
結
果
は
変
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
理
由
に
、
代
理
人
依
頼
権
放
棄
と
し
て
は
取
庇
あ
る
も
の
、
と
判
断
し
て

い
る
)

(
問
)
十
分
な
権
利
告
知
が
な
さ
れ
た
上
で
代
理
人
抜
き
の
手
続
が
進
捗
し
た
こ
と
を
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
代
理
人
依
頼
権
放
棄
に
取
抗
な
し
、

と
す
る
叶
巴
百
円
可
ロ
宮
口
D
E
ナ
宮
間
丘
四
回
〈

-Eω
・品品川、吋匂

N品
。
。

ω
(吋
S
C「
-H∞
己
)
は
こ
の
点
を
よ
く
現
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、

単
に
、
代
理
人
依
頼
権
放
棄
が
権
利
告
知
後
に
な
さ
れ
た
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
代
理
人
依
頼
権
放
棄
に
椴
庇
な
し
、
と
す
る
判
決
も
あ
る

(
p
o
E

〈・回

OE-NOω
同

N己
∞
。
品

(
ψ
s
n
R
E印
ω))
が
、
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。

(
倒
)
翻
訳
者
に
よ
る
翻
訳
を
受
け
る
「
権
利
」
は
∞
。
・
月
間
・
詑
色
・

5
(呂
∞
品
)
で
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
こ
れ
が
憲
法
上
の
要
請
で
あ

る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、

H，
a
E白山呂田仲巾〈
-Eω
・。

NA山
明
主
斗

NH・、吋
N∞
(ω
与
の
可
・

5
∞
。
一
移
民
判
事
が
行
政
機
関
側
の
証
言
の
同

時
通
訳
を
拒
否
し
た
こ
と
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
基
本
的
公
正
さ
を
侵
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
右
の
点
の
取
庇
は
本
件
で
は
処
分
の
相
手
方

に
不
利
益
を
与
え
て
い
な
い
(
本
件
で
翻
訳
さ
れ
な
か
っ
た
証
言
は
、
外
国
人
た
る
こ
と
に
つ
い
て
の
原
告
白
身
の
自
白
を
裏
付
け
る
た
め
の

も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
)
と
さ
れ
た
事
例
ア

OENno--gロ%-〈・

2ω
・印

N∞
可

-
N
ι
N
N品
(
曾
『
わ
可
・

5
呂

)
-
Z
R
n
F
g
〈
-
Z
戸

ω
g
m
f
E

印。市
Y
E
H
(斗
§
C吋
-
E
G
g
-
出
血
F

己曲目〈

-no宮市可
-KHCH
司
-
E
3・
ご
戸
斗

N
O
S
-
富
由

8
・
5
豆
)
な
ど
参
照
。
そ
の
他
、
翻
訳
を
受
け
る
権

利
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
は

(vo--ロ
今
g
J〉
宮
口
問
〈
豆
∞

-
Sミ
白
ロ
・

(ω
。
)
・
の
富
島

D'no己
-O
〈
-Eω
・
∞
∞
∞
司

-N巴
H句
、
吋
(
同
え
の
可
冨
∞
匂
一
外

国
人
は
英
語
を
よ
く
理
解
で
き
な
い
と
主
張
し
て
い
た
が
彼
自
身
は
合
衆
国
に
十
七
年
以
上
在
留
し
て
い
た
経
歴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え

て
、
代
理
人
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
間
移
民
判
事
か
ら
数
度
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
延
期
を
許
可
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
外
国
人
は

代
理
人
の
代
理
を
獲
得
す
る
十
分
な
機
会
を
持
っ
て
い
た
と
の
認
定
、
あ
る
い
は
、
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
代
理
人
不
在
の
ま
ま
出
廷
し
た

が
代
理
人
不
在
に
正
当
な
理
由
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
の
認
定
が
恋
意
専
断
に
わ
た
る
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
た
事
例
)
が
あ
る
。
め
ミ

ミ
8
Sミ
白
戸
(
包
)
・
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(町
)

M

吉
田
口
『
吋
〈
豆
ω・
ω印。一司
N
且
∞
斗
(
ゆ
S

C『

E
G町
一
背
徳
的
犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
事
例
。
代
理
人
依
頼
を
可
能

に
す
る
た
め
手
続
を
延
長
し
た
が
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
果
的
に
は
代
理
人
不
在
の
ま
ま
手
続
を
進
行
さ
せ
る
こ
と
に
外
国
人
側
も
同
意
し

た
こ
と
を
捉
え
て
、
判
決
は
放
棄
に
液
庇
な
し
と
す
る
ア
ロ
F
E
E
Dロ
〈
・
問
。
岡
田
P
N
印
斗
吋

Nι

お
印

(ω
任
。
『
・

5
印
∞
一
背
徳
的
犯
罪
を
行
っ
た

者
と
し
て
退
去
強
制
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
事
例
。
第
一
回
目
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
代
理
人
不
在
の
ま
ま
手
続
を
進
行
さ
せ
て
も
よ
い
旨
外
国

人
は
答
え
、
ま
た
、
第
二
回
目
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
手
続
を
延
期
し
た
も
の
の
、
結
局
代
理
人
不
在
の
ま
ま
手
続
を
進
行
さ
せ
ざ
る
を
え
な

く
な
り
、
外
国
人
も
こ
れ
を
了
承
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
判
決
は
手
続
の
液
中
枇
を
否
定
)

(
M
m
)

仇

内

向

冨

=
g目。同吋
n
g
〈
-Eω
・
ω色
司
-
N
且∞
N

印・∞
N
匂

(mw
門町円以『

5
2
一
一
度
永
住
目
的
で
入
国
し
、
兵
役
に
服
す
る
な
ど
の
後
、
約
三
年
間

合
衆
国
を
離
れ
、
そ
の
後
再
入
国
し
た
際
、
合
衆
国
市
民
と
偽
っ
て
入
国
許
可
を
得
た
と
し
て
退
去
強
制
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
事
例
。
判
決
は
、

外
国
人
が
弁
護
士
を
雇
う
だ
け
の
金
銭
的
余
裕
が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
こ
と
、
特
別
審
理
官
に
代
理
人
依
頼
権
を
放
棄
す
る
旨
明
言
し
た
こ
と
、

の
他
に
、
代
理
人
を
依
頼
す
る
た
め
手
続
を
延
期
し
て
ほ
し
い
と
の
申
請
が
な
い
こ
と
、
を
捉
え
て
、
代
理
人
不
在
の
ま
ま
手
続
を
進
行
さ
せ

た
こ
と
に
液
抗
な
し
、
と
す
る
)
・

(
肝
)
こ
の
こ
と
を
も
判
断
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
判
決
と
し
て
は
巴

g
E
S
〈
-zc宮
戸
留
守
白
ロ
(
包
)
・
叶
ロ
宮
円
三
唱
E
S
E
-

宮
白
『
巴
ロ
〈

-
E∞
-
g
y白ロ・
(
@
ω
)

な
ど
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
い
ず
れ
も
処
分
手
続
の
適
法
性
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
一
要
素
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。

(
問
)
も
っ
と
も
、

Z

2
の
恒
三
グ

ω∞叶
C
-
m
H
(
H
句
。
。
)
ゃ
の
お
ロ
O

ロ
〈
的
門
田
「
宮
-
2
・
2
H
C
目
ω・
ゴ
∞
(
巴
寸

ω)
と
い
っ
た
、
性
格
上
民
事
と
さ
れ

る
手
続
に
つ
い
て
も
国
選
弁
護
を
受
け
る
権
利
を
認
め
る
判
例
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
判
例
理
論
は
も
は
や
通
用
し
な
い
こ
と

を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
呂
田
円

F
E町
、
書

g
s
t
pミ
E
R
S
-
-
r
=ミ
白
均
三
円
芯

b
s
h冨
ansgh〉
∞
ど
の

F
E〈
a
F・

3
w〈
-
M
∞山
Y
N
m
w
{
)
(
口
当
日
山
)
が
あ
る
。

(
卯
)
九
古
河
C
帥
曲
目

gAV目
E--mg
〈目

-zm-
古

N
明
J

N
品

H
H
印
∞
(
印

p
h
F『-
H
U
叶
ω)
・
事
案
の
概
要
は
不
明
で
あ
る
が
、
英
語
の
理
解
能
力
が
完
全
で
は

な
い
外
国
人
が
、
代
理
人
を
依
頼
す
る
金
銭
的
余
裕
の
な
い
こ
と
を
理
由
に
代
理
人
依
頼
権
を
放
棄
し
た
事
案
に
つ
き
、
裁
判
所
は
、
再
度
代

理
人
を
依
頼
さ
せ
た
後
に
改
め
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
せ
よ
、
と
し
た
。
こ
の
事
案
で
は
無
料
の
法
律
サ
ー
ビ
ス
の
告
知
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
削
)
こ
こ
で
退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
国
選
弁
護
を
受
け
る
権
利
の
保
障
と
い
う
問
題
に
言
及
し
て
お
く
。
こ
の
問
題
が
連
邦
最
高
裁
に
お
い
て

正
面
か
ら
争
わ
れ
た
事
例
は
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
下
級
審
で
は
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
退
去
強
制
手
続
に
お
い
て
国
選
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説論

弁
護
を
受
け
る
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
た
事
例
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
も
ま
た
右
の
争
点
を
正

面
か
ら
処
理
す
る
こ
と
な
く
別
の
角
度
か
ら
問
題
を
解
決
し
て
お
り
、
明
確
な
判
断
が
下
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
見
解
も
あ
る
(
盟
国
円
F

S
Y白
ロ
・
(
匂
∞
)
三

N31句
。
)
が
、
い
く
つ
か
の
判
決
で
は
右
権
利
の
不
存
在
が
明
言
さ
れ
て
お
り
お
町
四
時
-
h
.
、
河
田
呂
田
「
民
〈
-
E
ω
・印印
O

目

立

印
。
。
・
印
。
ω
(
匂
円
宮
わ
可
・

]F山
山
斗
戸
内
昨
日
間
切
己
O
W
Z
目的宵一可〈・、円。円
F
N
A凶
ω
c
・
m
-
]
T
H
少]{印叶(]戸山
W
N
ω
)
)
-
C
E
Z
ι
ω
S序
回
〈
の
白
日
円
白
i

}

ハ「同日一?印
N
N
司
-
N
己

に山
Y
E
N
S
S
C
F『
呂
寸
印
)
・
叶
石
田
円
三
宮
Z

E
ー玄白江田口〈・

2
∞
-
t叶
司
・
泣
き
ω
・
。
。
。
(
叶
与
の
可
目
早
口
)
)
、
こ
の
こ
と
と
、
退
去
強
制
手

続
に
対
す
る
、
本
文
章
中
で
述
べ
た
よ
う
な
性
格
づ
け
ー
ー
そ
の
こ
と
の
是
非
は
前
掲
注
(
凶
)
で
指
摘
し
た
如
く
問
題
で
は
あ
る
が
ー
ー

を
合
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
判
例
理
論
と
し
て
は
国
選
弁
護
権
の
承
認
に
消
極
的
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

比
較
的
近
時
、
貧
困
な
外
国
人
の
国
選
弁
護
権
が
極
め
て
重
要
な
憲
法
上
の
主
張
で
あ
る
こ
と
を
認
知
す
る
判
決
が
散
見
さ
れ
る
お

R
Eユ
-

F
0
5
〈・円
Zω
・
印
同
叶
匂
-
N
品
。
∞
mY
⑦
句
。
(
印
円
F
n
F
『
-
H
匂
斗
印
)
・
〉
四
回
ニ
巾
「
白
・
何
回
ユ
D
口市
N一〈

--zm-
印
H。
司
-
N
巳
印
。
印
・
印
。
∞
ロ
・

ω
(。円}戸(リ同『・]戸
ω
斗印
)
-
Z巾ロ『「

宮
内
回
〈
・

2
ω
・
品
。
印
司
-
N
己
H
H
m
Y
H
N
Y
ロ
ω
(
N
品
{
U
H

『・

5
斗一
ω

)

・ハ
U

白『
D
0
5
-
-
J
N
E
ω
・
品
。
。
司
目

N
ι
N
品
()-N
品
N
(
立
の
同
『
巴
斗
一
ω

)

)

、
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
。

(m)
こ
の
種
の
判
断
を
示
し
た
も
の
と
し
て
は
①
甲
8
5
0
凶〈
-
U
E
2
2
0
5
n
g
F
留
守
白
ロ
・
(
記
)
(
代
理
人
の
弁
護
を
受
け
て
い
て
も
結
果
の
可

変
性
な
し
て
②
切
巳
Z
E
-
-白・
cc自
白
-R
〈・

2
ω
・
印
品
。
司
-
N
巳
巴
印

(
N
己
巳
『
・

5
吋
。
一
非
移
民
た
る
学
生
と
し
て
入
国
後
、
許
可
さ
れ
た
滞
在
期

間
を
経
過
し
て
も
合
衆
国
に
残
留
し
て
い
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制
命
令
が
争
わ
れ
た
事
例
。
本
件
外
国
人
は
、
合
衆
国
で
子
供
が
生

ま
れ
た
(
す
な
わ
ち
合
衆
国
民
た
る
親
族
が
存
在
す
る
)
た
め
退
去
強
制
処
分
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
信
じ
て
代
理
人
依
頼
権
を
放

棄
し
た
。
判
決
は
、
本
件
で
の
代
理
人
依
頼
権
放
棄
は
法
に
対
す
る
誤
解
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
た
と
え
代
理
人
を
依
頼
し
た
と
し
て
も
、

そ
の
退
去
強
制
事
由
該
当
性
の
認
定
が
変
わ
る
可
能
性
な
し
、
と
す
る
)
・
③
宮
印
巾
〈
・
当
C
O
Z
E
P
Sミ
白
ロ
・
(
巴
)
(
代
理
人
を
依
頼
で
き
、
出

廷
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
認
定
は
変
わ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
理
由
の
一
っ
と
す
る
ア
④
2
2
E
E
S
E
-
5め
司

ωE苦・

ω
8

2
・
0
・
p
-
5
2
一
麻
薬
犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
、
永
住
外
国
人
の
退
去
強
制
事
例
。
判
決
は
、
本
件
外
国
人
が
代
理
人
依
頼
権

放
棄
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
理
由
は
外
国
人
に
代
理
人
を
依
頼
す
る
だ
け
の
金
銭
的
余
裕
が
な
か
っ
た
た
め
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、
及
び
、
退
去

強
制
事
由
該
当
性
は
代
理
人
が
出
廷
し
え
て
も
動
か
し
難
い
こ
と
、
を
理
由
に
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
手
続
に
破
庇
な
し
、
と
す
る
ア
⑤

U
5円
〈
豆
∞
・

8
0
目
立
。
印
∞
一

(
S
F
C『・

5
S
一
非
移
民
た
る
学
生
と
し
て
入
国
し
た
が
、
許
可
さ
れ
た
滞
在
期
間
経
過
後
も
合
衆
国
に
残
留
し
た
こ
と
を

理
由
と
す
る
退
去
強
制
事
例
。
当
初
原
告
は
代
理
人
依
頼
権
を
放
棄
し
た
が
、
そ
の
後
代
理
人
を
依
頼
し
た
。
判
決
は
、
代
理
人
依
頼
後
改
め
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て
ヒ
ア
リ
ン
グ
開
廷
の
要
求
が
あ
っ
た
が
行
政
機
関
が
こ
れ
を
拒
否
し
た
こ
と
に
つ
き
、
実
体
判
断
を
左
右
す
る
証
拠
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
手
続
上
の
取
庇
を
認
定
せ
ず
)
・
⑥
司
R
Z
E
z
-
-
z
ω
・
8
0
匂

N己

S
斗
(
含
F
n
q・
5

8
一
代
理
人
の
出
廷
・
不
出
廷
に

か
か
わ
ら
ず
、
当
該
外
国
人
が
学
校
に
通
学
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
非
移
民
た
る
地
位
に
明
白
に
反
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

当
該
外
国
人
は
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
け
る
代
理
人
不
在
に
よ
り
不
利
益
を
受
け
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
す
る
)
な
ど
が
あ
る
。

(
即
)
前
掲
注
(
削
)
③
判
決
の
み
で
あ
る
。

(
問
)
も
っ
と
も
、
前
掲
注

(m)
③
判
決
も
ま
た
、
外
国
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
合
衆
国
市
民
と
偽
っ
て
入
国
し
た
も
の
故
、
本
文
の
指
摘

が
全
面
的
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
も
恩
わ
れ
な
い
。

(
胤
)
特
に
こ
の
点
か
ら
は
前
掲
注
(
肌
)
②
判
決
に
は
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

(
問
)
句
s
z
o
F
S唱
さ
ロ
・
(
包
)
白
円

NCCω
・

(
雌
)
第
四
の
判
断
フ
ア
ク
タ
ー
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
ゆ
え
ん
は
、
貧
困
者
の
場
合
、
た
と
え
「
合
理
的
な
機
会
」
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も

な
お
代
理
人
を
依
頼
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
う
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
手
続
的
裁
量
統
制
の
判
断
要
素
と
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
の
は
、
貧
関
者
た
る
外
国
人
に
代
理
人
へ
の
有
意
な
ア
ク
セ
ス
権
が
存
在
し
な
い
た
め
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
即
)
句
君
。
。
問
。
ozhv
冨
〉
戸
室
〉
2
・回目
F
皇
后
同
〉
ゴ
O
Z
F
〉
者
〉
Z
U
旬開
O
打開
o
d回目
w
m
品

O
Z
N
一・品∞
lmw(Hmw
∞ゆ)・

(
瑚
)
〉
目
玉
巾
自
由

P
S喝
さ
ロ
・
(
虫
)
巳

Z
叶
・
こ
の
名
称
は
お
そ
ら
く
行
政
手
続
法
(
印

C
・
ω・ゎ・抑斗
C

叶
)
に
い
う

Z
芯
え
胃

3
E
5包
巾
『
円
。
円
に
由

来
(
も
し
く
は
継
承
)
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
他
に

J
t…
害
な
取
庇
」
理
論
と
呼
ぶ
判
決
も
あ
る
o

h
君
。

g
z
E
E
'
U巾Z
刷包
D

〈・

2
∞-

印
N
印
司
-Nι]{Nmw
印
-
H
U
O
C
I
C
H
(叶門町門
u-
『・]戸川
W叶印)・

(
朋
)
拙
稿
・
前
掲
注
(
沼
)
一
四
五
人
頁
(
一
九
九
三
)
。

(
川
)
句
庭
向
-
h
.
、
の
=
白
色
『
曲
目
〈

-z∞
-mwHC
司
-
N
且
印
。
J戸町、吋
ω
(山W
S
C
『-
H
山wmw())
・
ζ
R
F
巾Z
C
ロ
〈
円
Z
∞-∞
mwJ1
司

N
且
h
A
凶印・品。∞

(
H
0
5
何回『

Hmw
句。)・

国巾『ロ田口
ι巾N
・の釦『
N

即〈
--zm-
∞∞
N
明，

N品川出品印・山
WKH
寸(印己同
(

U

F

『E]

戸市出∞匂)・河釦同国同『巾
N

U

E

吋国
N
O

〈
--zω
・、可
mv
品
司
-
N
門同品。]ケ印
C
C
(匂片町
(υ-
『・]{匂∞。一

不
服
審
査
委
員
会
手
続
を
対
象
)
、

E
B
D
E
〈
-
Z
巾
-gp
印
叶
印
司
∞
ロ
旬
司
印
ω
N
・日
ωめ
(
ロ
ハ

V
-
E
-
E
∞
ω)

(
凹
)
句
同
町
①
U
巾
F
E
R
E
〈・河白岡巾
3
・
N
E
司
-
N
且
∞
同

(
U
(リ円以「・

5
印
∞
一
背
徳
的
犯
罪
に
よ
り
有
罪
判
決
を
受
け
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
、
永

住
外
国
人
の
退
去
強
制
事
例
。
代
理
人
不
在
は
原
告
た
る
外
国
人
に
不
利
益
を
も
た
ら
さ
ず
、
と
す
る
。
代
理
人
を
依
頼
で
き
な
か
っ
た
理
由

は
金
銭
的
余
裕
が
な
か
っ
た
た
め
の
よ
う
で
あ
る
。
代
理
人
不
在
の
た
め
一
度
は
ヒ
ア
リ
ン
グ
が
延
期
さ
れ
て
い
る
ア
②
甲
虫
色
ロ

g
〈
・
宮
中
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説論

E
2
0
F『巾円件。円
-
S喝
さ
ロ
・
(
記
)
(
代
理
人
が
出
廷
す
る
こ
と
が
で
き
て
も
結
果
の
可
変
性
な
し
)
・
③
〉
間

E
r
g
-
Eコ
宮
内
N

〈
-Eω
・
2
め
司

Nι

g
m
s
s
c「
冨
斗
日
一
麻
薬
犯
罪
の
有
罪
判
決
を
理
由
と
す
る
永
住
外
国
人
の
退
去
強
制
事
件
。
判
決
は
、
不
服
審
査
委
員
会
で
は
外
国
人
が

代
理
人
を
依
頼
し
、
出
廷
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
捉
え
て
、
移
民
判
事

(
H
特
別
審
理
官
)
に
よ
り
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
代
理
人
が
不
在
で

あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
原
告
た
る
外
国
人
の
主
張
を
行
政
機
関
が
考
慮
し
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
態
は
発
生
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
代
理
人
が

仮
に
出
廷
で
き
た
と
し
て
も
結
果
は
変
わ
り
え
な
い
、
と
し
て
、
手
続
の
椴
抗
の
存
在
を
否
定
)
噂
④
∞

R
2児
〈
何
百
p
h足
、
白
ロ
・
(
記
)
(
本
件

原
告
が
半
世
紀
近
く
合
衆
国
に
居
住
し
て
い
る
事
実
を
重
視
し
、
不
服
審
査
委
員
会
で
代
理
人
依
頼
権
を
行
使
さ
せ
な
い
こ
と
は
連
邦
議
会
の

明
示
の
命
令
(
具
体
的
に
は
∞
己
・

ω・。・

2ω
め
N

を
指
す
)
に
反
す
る
、
と
す
る
。
代
理
人
依
頼
権
の
行
使
を
独
立
し
た
判
断
ポ
イ
ン
ト
と
す

る
考
え
方
に
近
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
プ
⑤
♀
♀
目
。
∞
〈

-
C
E
Z品∞
E
3
0
3
R
E
2
g
cご
5
C
2・
S
ミ
a
ロ
・
(
∞
同
)
(
原
告
た
る
外
国
人
の
代
理

人
依
頼
権
の
行
使
を
妨
げ
た
行
政
機
関
の
行
為
が
原
告
に
不
利
益
を
与
え
た
か
否
か
、
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
る
ア
⑥
の
即
日
丹
市

E
E
U巳岡田山

内

H
0
4
・
2ω
・印
N

印
可

N
a
H
N
匂印

3
5
C『・

5
uぷ
一
入
国
審
査
を
受
け
な
か
っ
た
こ
と
、
及
び
許
可
さ
れ
た
滞
在
機
関
を
徒
過
し
て
合
衆
国
に
残

留
し
て
い
る
こ
と
、
を
そ
れ
ぞ
れ
理
由
に
、
外
国
人
夫
婦
に
退
去
強
制
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
事
例
。
行
政
機
関
側
は
、
外
国
人
が
代
理
人
を
探

す
た
め
に
二
回
ほ
ど
ヒ
ア
リ
ン
グ
開
廷
を
延
期
し
た
が
、
そ
の
後
は
延
期
を
許
可
せ
ず
、
結
果
的
に
は
退
去
強
制
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
代
理
人
不
在

の
ま
ま
行
わ
れ
た
。
判
決
は
一
方
で
は
、
外
国
人
を
代
理
し
て
く
れ
る
代
理
人
を
見
つ
け
だ
す
ま
で
手
続
の
延
期
を
許
容
で
き
な
い
理
由
な
し
、

と
し
、
他
方
、
不
服
審
査
委
員
会
が
、
代
理
人
の
出
廷
・
不
出
廷
に
よ
り
結
果
が
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
の
理
由
で
不
服
審
査
請
求
を
棄

却
し
て
い
た
点
に
つ
き
、
代
理
人
依
頼
権
が
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
「
無
害
な
破
抗
」
テ
ス
ト
(
前
掲
注
(
瑚
)
参
照
)

の
適
用
な
し
、
と
す
る
)
・
⑦
同
町
田
ユ
宮
市
印
〈

-Em-
怠
印
司
-
N
乱

H
H
m
w
(
立
の
い
『
・

5叶
N

一
許
可
さ
れ
た
滞
在
機
関
徒
過
を
理
由
と
す
る
退
去
強
制

事
例
。
原
告
は
、
貧
困
だ
っ
た
故
に
代
理
人
を
依
頼
で
き
な
か
っ
た
と
主
張
。
判
決
は
、
原
告
が
貧
困
者
と
い
え
る
か
否
か
に
つ
き
か
な
り
の

疑
問
あ
り
、
と
す
る
と
と
も
に
、
退
去
強
制
事
由
該
当
性
を
基
礎
づ
け
る
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
代
理
人
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
出
廷
で
き
て
も
争

う
余
地
な
し
、
と
す
る
ア
⑧
回
目
ユ
F
O
E

〈

呈

ω・
包
守
白
口
(
句
。
)
・
⑨
(
リ
目
的
門
同
，
G
a
o
・
厚
吉
〈

-C-ω
・
0岳・
0

ご
ヨ
呂
田
喝
さ
cロ
自
己

Z
巳
EE--stg-

∞
合
一
月
N
円

四

回

ω。
斗
(
笠
宮
の
弓
・
包
∞
∞
一
退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
代
理
人
不
在
に
よ
り
発
生
し
た
外
国
人
に
と
っ
て
の
不
利
益
が
十
分
に
大
き

な
場
合
に
は
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
が
否
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
有
り
得
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
程
度
ま
で
に
ヒ
ア
リ
ン
グ

を
基
本
的
に
不
公
正
な
も
の
と
判
断
さ
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
液
庇
な
い
し
違
法
と
主
張
さ
れ
て
い
る
行
政
活
動
が
結
果
的
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を

拒
否
し
た
と
同
視
し
得
る
も
の
(
印
尽
町
即
日
自
伝

z
z
s
z
z
-
E
g円
H
E
E
Dご
Ea克
己
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
、
あ
る
い
は
デ
ュ

l
・
プ
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手続的デュー・プロセス理論のー断面 (8・完)

ロ
セ
ス
に
と
っ
て
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
要
素
の
一
つ
が
欠
如
し
て
い
る
場
合
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
の
一
般
論
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
た

本
件
事
案
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
本
件
外
国
人
は
、
一
方
で
は
移
民
判
事
の
審
問
に
対
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
自
ら
を
弁
護
す
る
つ
も
り
で
あ
る

と
陳
述
し
て
は
い
る
が
、
本
件
外
国
人
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
自
ら
の
選
択
す
る
代
理
人
を
依
頼
す
る
機
会
が
あ
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、

こ
の
要
求
に
対
す
る
判
断
は
下
さ
れ
て
は
い
な
い
が
実
際
に
は
こ
の
要
求
は
否
定
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
外

国
人
は
退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
代
理
人
依
頼
を
す
る
法
律
上
の
権
利
を
理
解
し
た
上
で
適
切
に

(g呂
田
対
丹
市
三
一
司
自
己
ロ
ロ
号

g
g
E百
個
々
)
放

棄
し
た
と
は
い
え
な
い
と
し
て
い
る
ア
⑩
司
句
g
w
E
F
2
ω
-
S司
自
ロ

(EH)・

(
山
)
特
に
代
理
人
依
頼
権
の
告
知
時
期
な
い
し
保
障
時
期
に
関
す
る
諸
判
決
(
第
二
部
第
一
章
第
二
節
①
②
)
参
照
。

(
旧
)
代
理
人
依
頼
権
放
棄
に
対
す
る
圧
力
行
為
に
関
す
る
諸
判
決
(
第
二
部
第
一
章
第
二
節
③
)
参
照
。

(
山
)
同
右
参
照
。

(
凹
)
前
掲
注
(
何
)
(
部
)
所
掲
の
諸
判
決
参
照
。

(
国
)
前
掲
注
(
山
)
判
決
中
、
④
(
不
服
審
査
委
員
会
で
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
)
、
⑤
、
⑥
、
⑨
判
決
参
照
。
た
だ
し
①
、
⑦
判
決
を
み
る
と
、
開
廷
(
延

期
)
決
定
の
合
理
性
自
体
が
相
手
方
の
状
況
と
の
相
対
的
関
係
に
か
な
り
の
程
度
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
看
取
で
き
、
問
題
は
単
純

で
は
な
い
。

(
凹
)
前
掲
注
(
凹
)
④
、
⑥
判
決
参
照
。

(
川
)
前
掲
注
(
山
)
⑥
判
決
が
こ
れ
で
あ
る
。

(
凹
)
第
一
部
第
一
章
第
二
節
③
参
照
。

(
即
)
先
に
述
べ
た
、
代
理
人
依
頼
権
放
棄
に
関
す
る
第
一

l
四
の
判
断
ポ
イ
ン
ト
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
れ
ら
判
断
ポ
イ
ン
ト
の
裏
に
あ
る
実
質

的
な
配
慮
は
、
あ
る
個
人
が
手
続
を
進
行
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
当
該
放
棄
が
い
か
な
る
打
撃
を
与
え
る
か
、
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
点

か
ら
す
れ
ば
、
手
続
全
体
か
ら
液
庇
の
重
さ
を
計
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、
取
庇
の
重
さ
を
計
る
基
準
が
個

別
の
手
続
的
段
階
内
部
に
お
ろ
さ
れ
、
そ
こ
で
具
体
的
な
判
断
ポ
イ
ン
ト
が
形
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
凹
)
め
な
の
。
問
。
o
z
h
w
冨
〉
戸
玄
〉
Z
-
ω

円
去
三
呂
田
〉
、
コ
O
Z
F
〉
巧
〉
Z
O

司悶
O
Q
W
U
C
同開閉∞
H
N
U
-

∞'
H
H
N
(
H
U
∞m
w
)
-
n
F

巴
ロ
聞
の
恒
三
巾
ロ
邑
白
・
円
同
町
】
悶
m
w
B
O

〈
豆
ω
・

句

H
h
h
w
S
P
(
]己]{)・

(m)
肯
定
的
に
答
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
既
に
一
九
一
七
年
法
下
で
確
立
し
て
い
る
。
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説

(
問
)
個
人
の
被
侵
害
利
益
の
軽
重
と
政
府
側
の
利
益
と
の
比
較
衡
量
に
基
づ
き
手
続
を
決
す
る
、
と
い
う
基
本
的
思
考
も
ま
た
既
に
一
九
一
七
年

法
下
で
出
現
し
て
い
た
。

(
国
)
争
点
と
な
り
う
る
も
の
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
は
悶
選
弁
護
を
受
け
る
権
利
の
み
と
い
っ
て
も
よ
い
。

(
凶
)
た
だ
し
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
利
授
と
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
そ
れ
と
の
問
の
乗
離
が
残
存
し
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
。
拙
稿
「
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
一
断
面
(
五
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
四
二
巻
三
号
八

0
0
1
一
頁
(
一
九
九
二
)
参
照
。

(m)
前
掲
注
(
山
)
l
(
出
)
及
び
そ
の
本
文
参
照
。

(m)
旬、向。
o
E
ロ
ι『何回・〉伺
E
F
E
『〈

-zω
・白"も
S
P
(
匂())巳

N
め
N
-
包
C
M
切内『コ
C
印〈
-HZω
・
寸
寸
。
司
-
N
己
∞
印
少
∞
。
N
(
m
X
F
n
q
H
匂∞印
)
-
n
E
O
B
C
M
〈

日甲山
ω
・
師
"
も
さ
巴
ロ
(
∞
H
)

白円

ω]戸AF
・

(m)
句向。

m
o
Z
E
o
p
h
s
門
浮
き
き
ミ
守
円
。
砕
旬
、
白
ミ
一

Jコ
古
河
HhpH
目。。百三宮内』

S
B
F
H
y
o
き
な
S
H
F
-
注者

2
4司〉∞
E

F
・河

2
・
H
O
E
-
H
C
N吋

l
N
∞
hw
ロ・め品

(]Fmw
∞∞)・

(
四
)
め
足
。
曲
目
円
g
m
w向田町凶匂丘四回門戸。〈円
Z
ω
-
h
R』官、白ロ・

(
H
H
H
)
・

(
印
)
例
え
ば
前
掲
注
(
剖
)
l
(
剖
)
及
ぴ
そ
の
本
文
参
照
。

(m)
前
掲
注
(
臼
)
及
び
そ
の
本
文
参
照
。

(
即
)
前
掲
注
(
捌
)
l
(
出
)
及
び
そ
の
本
文
参
照
。

(
出
)
一
九
一
七
年
法
下
で
の
政
府
の
作
為
義
務
は
「
機
会
の
提
供
」
義
務
の
み
と
も
い
え
(
拙
稿
・
前
掲
注
(
詑
)
一
四
八
七
頁
注
(
悶
)
及
ぴ

そ
の
本
文
参
照
)
、
相
手
方
の
権
利
行
使
を
妨
害
し
な
い
と
い
う
不
作
為
義
務
が
政
府
側
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
の
中
核
で
あ
っ
た
(
例
え
ば
同
右
・

一
四
八
四
頁
注
(
凹
)
及
び
そ
の
本
文
、
あ
る
い
は
同
右
一
四
八
五
頁
注
(
即
)
(
山
)
及
び
そ
の
本
文
参
照
)
。

(
出
)
前
掲
注
(
臼
)
l
(
日
)
及
び
そ
の
本
文
参
照
。

(
団
)
例
え
ば
社
会
保
障
給
付
に
つ
き
宮
曲
目
E
d
F
M
ーと
h
h
S
B
h
s
h
'
E
E
q
p
E
守
R

S

一
い
宮
町
三
S
ミ
S
N
g
t
E
E
h由
民
望
書
宮
室
町
p
h
h
g
h吋

室内向

A『

HFGKA円
g
s
h
y
-
M
V
R華
S
師
、
喜
弘
コ
幸
町
な
ま
ロ
室
町
廿
ぬ

bhHKJ霊
法
門

R
R
芸
品
、
山
円
。
ー
と
建
立
、
白
芯

G
3苦
p

g

n
。悶
2

・
F
・
河
開
〈
寸
寸
N
・斗∞叶
l
g

(Hmw斗
hH)

(
瑚
)
〉
F
巴
否
問
。
司
ヲ
玄
〉
E，
E
-
Sミ
白
ロ
・
(
印
)
巳
品
巴
1

印N
・

(即
)
ω
の国語〉問、司
N
-

〉
ロ
玄
-z-∞
↓
同
〉
ゴ
〈
開
戸
〉
者

Nm山ω
(
N
2
0
何ロ
-Hmw
∞九時)・

号&
長岡
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(
国
)
わ
が
国
の
裁
判
例
が
現
在
制
定
法
準
拠
主
義
的
な
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
(
例
え
ば
阿
部
泰
隆
『
行

政
の
法
シ
ス
テ
ム
(
下
)
』
五
三
五
頁
(
一
九
九
二
)
、
塩
野
宏
「
行
政
手
続
法
研
究
会
(
第
二
次
)
中
間
報
告
の
公
表
に
あ
た
っ
て
」
『
ジ
ュ
リ

ス
ト
』
九
四
九
号
一

O
二
頁
な
ど
て
手
続
要
件
の
確
定
の
た
め
に
は
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
制
定
法
の
必
要
を
実
務
の
側
が
感
じ
る
(
研
究
会

「
行
政
手
続
法
(
第
5
回
)
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一

O
五
八
号
四
七
頁
(
一
九
九
四
)
で
の
中
込
秀
樹
判
事
の
発
言
参
照
)
こ
と
も
理
解
で
き
る
が
、

手
続
要
件
の
実
効
的
保
護
を
い
か
に
な
す
べ
き
か
は
判
例
法
理
に
待
つ
ほ
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

手続的デュー・プロセス理論のー断函(8・完)

本
稿
の
最
後
に
あ
た
り
、
合
衆
国
移
民
法
を
め
ぐ
る
議
論
と
一
般
的
な
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
論
と
の
関
係
を
略
述
し
な
が
ら
、

こ
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
が
わ
が
国
の
議
論
に
い
か
な
る
示
唆
を
与
え
る
か
に
つ
い
て
指
摘
す
る
こ
と
で
、
ま
と
め
に
代
え
た
い
。

そ

[
デ
ュ

I
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
と
入
国
拒
否
・
退
去
強
制
]

合
衆
国
移
民
法
は
基
本
的
な
処
分
類
型
を
入
国
拒
否
と
退
去
強
制
と
に
区
分
し
て
お
り
、
理
論
上
も
こ
の
両
者
の
区
分
は
一
応
厳
格
に
な

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
区
分
を
前
提
と
し
て
、
判
例
理
論
は
、
い
く
つ
か
の
根
拠
を
示
し
な
が
ら
、
入
国
拒
否
処
分
に
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ

(
1
)
 

セ
ス
に
よ
る
制
約
が
か
か
る
こ
と
を
否
定
し
て
き
た
。
し
か
し
、
実
際
の
法
制
度
を
み
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
処
分
手
続
は
類
似
性
を
帯
び
つ

(
2
)
 

つ
あ
り
、
理
論
的
に
も
ま
た
入
国
拒
否
処
分
に
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
兆
し
が
み
え
る
。
今
後
は
処
分
類

型
に
よ
り
外
国
人
へ
の
手
続
的
保
障
の
有
無
を
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
に
決
す
る
の
で
は
な
く
、
処
分
の
相
手
方
の
利
益
状
況
に
応
じ
た
柔
軟
な
対

い
か
な
る
手
続
保
障
が
必
要
か
を
判
断
す
る
基
準
と
な
る
の
は
従
来
の
退
去
強
制

北法46(1・63)63

応
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、

そ
の
際
、

手
続
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
法
律
上
規
定
さ
れ
て
い
る
入
国
(
拒
否
)
手
続
以
上
の
手
続
要
件
を
課
す
た
め
に
、
他
の
類
型
の
手
続
と



説

(
3
)
 

し
て
最
も
念
頭
に
置
き
や
す
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
合
衆
国
で
は
入
国
拒
否
処
分
の
相
手
方
に
憲
法
上
の
保
護
を
認
め

告&
日間

anτ 
p
h
u
 

aυ 

他
方
、
退
去
強
制
処
分
に
つ
い
て
は
合
衆
国
で
は
古
く
か
ら
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
制
約
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
一
向

判
例
理
論
は
、
不
明
維
な
点
を
含
み
な
が
ら
も
、
外
国
人
の
人
身
の
自
由
及
ぴ
継
続
的
居
住
の
自
由
と
い
う
実
体
的
利
益
を
保
護
す
る
た
め
北

(
4
)
 

に
手
続
的
制
約
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
継
続
的
居
住
の
自
由
と
い
う
利
益
を
左
右
す
る
在
留
資
格
制
度
を
ど

ょ
う
と
す
る
努
力
が
続
け
ら
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

の
よ
う
に
設
定
す
る
か
は
、
再
三
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
合
衆
国
で
は
連
邦
議
会
の
専
権
で
あ
り
、
出
入
国
管
理
制
度
の
実
体
的
側
面
に
対

{
5
)
 

す
る
憲
法
上
の
制
約
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
継
続
的
居
住
の
自
由
は
、
憲
法
上
の
権
利
で
は
な
く
法
律

に
よ
り
創
設
さ
れ
た
利
益
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
在
留
資
格
制
度
を
設
け
た
結
果
、

も
し
外
国
人
に
何
ら
か
の
利
益
が
生
ま
れ
る
こ
と
が

承
認
さ
れ
か
っ
そ
の
利
益
が
二
疋
の
要
件
を
充
足
す
る
場
合
(
一
九
七

0
年
代
以
降
連
邦
最
高
裁
が
定
式
化
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
そ
の
利

益
が
第
五
修
正
に
い
う
「
生
命
・
自
由
・
財
産
」
に
該
当
す
る
場
合
)
に
は
、

そ
の
利
益
を
守
る
こ
と
が
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
現
在
の
連
邦
最
高
裁
判
例
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
退
去
強
制
処
分
に
よ
り
侵
害
さ
れ
る
人
身
の
自
由
及
び
継
続
的
居
住
の
自
由
が
手

続
的
デ
ュ

l
-
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
不
公
正
な
手
続
に
よ
る
そ
の
剥
奪
は
連
邦
憲
法
(
第
五
修
正
)
に
反
す
る

こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
連
邦
最
高
裁
の
考
え
方
は
、
「
正
規
の
手
続
で
入
国
許
可
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
在
留
資
格
を
み
だ
り
に
奪
わ
れ

(
6
)
 

な
い
こ
と
を
保
障
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
限
度
で
在
留
権
が
あ
(
る
ご
と
す
る
芦
部
教
授
の
見
解
と
|
|
権
利
主
張
で
き
る
外
国
人
の

(7) 

範
囲
に
違
い
は
あ
る
が
|
|
ほ
ぽ
同
一
線
上
に
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

[
退
去
強
制
手
続
の
性
格
]

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
退
去
強
制
処
分
は
外
国
人
の
継
続
的
な
在
留
の
利
益
と
と
も
に
、
人
身
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ

の
た
め
、
合
衆
国
で
は
古
く
か
ら
、
退
去
強
制
処
分
は
刑
罰
類
似
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
刑
罰
手
続
に
対
す
る
憲
法
上
の
制
約
が
課
せ



ら
れ
る
べ
き
と
の
主
張
が
し
ば
し
ば
外
国
人
側
よ
り
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
退
去
強
制
処
分
手
続
は
刑
事
手
続
で
は
な
い
こ

(
8
)
 

と
か
ら
刑
事
手
続
上
の
権
利
保
障
を
そ
れ
自
体
直
接
適
用
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
が
連
邦
最
高
裁
の
確
立
し
た
判
例
理
論
で
あ
り
、
従
つ

て
国
選
弁
護
を
受
け
る
権
利
等
の
保
障
は
及
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
刑
事
手
続
で
適
用
さ
れ
る
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
や
証
拠
排
除
法
則

(9) 

は
退
去
強
制
手
続
で
は
そ
の
ま
ま
で
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
も
判
例
上
確
立
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
比
較
的
最
近
ま
で
裁
判
例

(
叩
)

に
お
い
て
争
わ
れ
て
き
た
ほ
ど
で
あ
る
し
、
ま
た
第
五
修
正
を
通
じ
て
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
や
証
拠
排
除
法
則
に
類
す
る
原
則
の
適
用
が
認
め
ら

(
日
)

れ
る
余
地
は
十
分
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
退
去
強
制
処
分
は
刑
罰
と
は
法
律
上
の
性
格
が
異
な
る
と
は
さ
れ
つ
つ
も
、
外
国
人
の
人
身
の
自
由

を
侵
害
す
る
と
い
う
処
分
の
効
果
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
退
去
強
制
は
刑
罰
類
似
の
効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
が
実
際
に
は
相
当
強

(

ロ

)

(

日

)

く
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

手続的デュー・プロセス理論のー断面(8・完)

[
手
続
要
件
]

合
衆
国
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
護
法
益
の
存
在
が
承
認
さ
れ
た
後
に
、

い
か
な
る
手
続
要
件
が
デ
ュ

l
・

プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
要
請
さ
れ
る
か
が
確
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
第
五
修
正
に
い
う
生
命
・
自
由
・
財
産
と
い
う
保
護
法
益
の
侵

害
を
否
認
す
る
連
邦
最
高
裁
判
例
が
い
ま
だ
に
生
き
残
っ
て
い
る
入
国
拒
否
処
分
で
は
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
が
そ
も
そ
も
課

(
M
H
)
 

せ
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
人
身
の
自
由
や
継
続
的
居
住
の
自
由
と
い
う
保
護
法
益
が
承
認
さ
れ
そ
の
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
退
去
強
制
処
分

(
日
)

及
び
再
入
国
処
分
で
は
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
制
約
が
か
か
る
と
さ
れ
る
。
実
際
、
退
去
強
制
に
お
い
て
は
、
処
分
事
由
の
告

知
を
は
じ
め
と
し
て
法
律
上
多
く
の
手
続
要
件
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
連
邦
最
高
裁
判
例
を
前
提
と
し
て
も
、

(
日
)

が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
要
請
か
は
実
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
退
去
強
制
を
め
ぐ
る
近
年
の
裁
判
例
で
は
、
細
部
は
と
も
か
く
、

(
げ
)

一
般
の
行
政
手
続
で
は
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
手
続
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
代
理
人
依
頼
権
の
保
障
が
そ
の
実
効
的
保
障
ま
で
含
め
て
デ

(
時
)

ユ
1
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
と
さ
れ
る
な
ど
、
大
筋
に
お
い
て
は
現
行
法
が
課
し
て
い
る
手
続
要
件
の
中
心
的
な
部
分
は
デ

い
ず
れ
の
要
件

北法46(1・65)65 



説

(
日
)

ュ
l
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
と
み
て
差
し
支
え
な
さ
そ
う
で
は
あ
る
。
と
す
る
と
、
合
衆
国
で
は
、
結
果
的
に
は
、
退
去
強
制
手

(
初
)

続
に
つ
き
か
な
り
の
程
度
、
裁
判
手
続
に
類
す
る
要
件
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
上
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
合
衆
国
に
お
い
て

(
幻
)

一
般
的
に
連
邦
最
高
裁
は
手
続
要
件
を
裁
判
手
続
を
念
頭
に
考
え
て
い
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
松
井
教
授
は
、
ア

論

lまメ
リ
カ
の
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
考
え
方
の
根
底
に
は
、
裁
判
所
の
手
続
を
介
在
さ
せ
て
の
法
律
の
執
行
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
行
政
機
関

が
裁
判
所
に
代
わ
っ
て
行
う
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
類
似
の
対
審
型
行
政
手
続
が
要
求
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と

(
辺
)

指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
が
も
し
当
た
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
退
去
強
制
処
分
に
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
上
要
請
さ
れ
る
手
続
要
件
が

裁
判
手
続
に
類
す
る
も
の
と
な
る
理
由
は
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
退
去
強
制
処
分
の
性
格
は
、

そ
の
効
果
か
ら
み
る
と

刑
事
手
続
に
か
な
り
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
退
去
強
制
処
分
手
続
に
つ
い
て
は
、
行
政
処
分
手
続
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

裁
判
手
続
か
ら
差
し
引
か
れ
る
要
件
が
極
め
て
少
な
く
な
り
、
結
果
的
に
は
手
続
要
件
が
裁
判
手
続
に
近
い
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と

推
測
さ
れ
る
。

[
手
続
要
件
の
相
互
関
係
と
手
続
の
「
核
」
]

こ
の
よ
う
に
退
去
強
制
処
分
に
は
多
く
の
手
続
要
件
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
諸
々
の
手
続
要
件
の
相
互
関
係
に
は
次
の
よ
う
な
特
徴
が

み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
例
を
全
体
と
し
て
み
る
と
、
手
続
的
保
障
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
要
件
は
、
証
拠
を
反
駁
す
る
機
会
の
保
障

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
他
の
要
件
は
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
手
続
的
保
障
が
な
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
以
上
、
証
拠
の
反
駁
の
機
会
が
重
要
視
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、

そ
の
限
り
で
は
処
分
類
型
と
し
て
の
特
殊
性

が
反
映
し
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
し
か
し
、

一
九
五
二
年
法
制
定
以
降
、
代
理
人
依
頼
権
の
保
障
の
重
要
性
が
退
去
強
制
処
分
の
特
殊
性

か
ら
認
識
さ
れ
、
こ
こ
に
も
一
つ
の
手
続
的
保
障
の
「
核
」
が
発
生
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
「
核
」
に
あ
た
る
手
続
要
件
に
暇
庇
が
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
暇
疲
か
ら
処
分
の
違
法
性
が
導
き
出
さ
れ
や
す
い
と
い
う
特
徴
と
、
「
核
」
と
な
る
手
続
要
件
に
は
裁
判
所
は
か
な
り

北法46(1・66)66 



手
厚
い
保
護
を
与
え
る
(
具
体
的
に
は
、
手
続
的
権
利
保
障
を
実
効
化
す
る
た
め
に
、
手
続
を
進
捗
さ
せ
る
際
の
行
政
機
関
の
作
為
義
務
を

(
お
)
(
泊
)

創
設
し
た
り
、
あ
る
い
は
司
法
審
査
の
際
に
裁
判
所
が
処
分
手
続
な
い
し
事
実
認
定
の
過
程
を
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
す
る
な
ど
の
手
法
を
用

(
お
)

と
い
う
特
徴
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

い
る
)
[
手
続
の
曜
暁
と
取
消
事
由
]

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
手
続
保
障
の
核
と
な
る
も
の
を
含
め
、

一
般
に
手
続
要
件
の
暇
庇
が
直
ち
に
処
分
の
違
法
性
を
導
く
わ
け
で
は
な

ぃ
。
処
分
の
違
法
性
は
そ
の
暇
庇
が
実
体
的
判
断
に
影
響
を
及
ぽ
し
う
る
も
の
か
否
か
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
わ
が
国
と
ほ
ぼ

(
お
)

同
様
の
状
況
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
合
衆
国
移
民
法
で
の
考
え
方
の
特
徴
と
し
て
は
、
違
法
性
判
断
の
視
点
が
さ
ら
に
、
他
の
手
続
的

権
利
行
使
を
阻
害
す
る
も
の
か
否
か
、

と
い
う
も
の
と
、
実
体
的
な
結
果
の
正
し
さ
を
左
右
す
る
か
否
か
、

と
い
う
も
の
と
に
区
分
さ
れ
る

手続的デュー・プロセス理論のー断面(8・完)

こ
と
を
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
視
点
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
核
」
に
該
当
し
な

い
手
続
要
件
の
斑
庇
は
、
「
核
」
と
な
る
手
続
要
件
の
保
障
を
阻
害
し
た
場
合
に
、
処
分
の
違
法
性
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
な
る
。
他
方
、

処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
が
退
去
強
制
事
由
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
手
続
要
件
に
暇
庇
が
あ
っ
て
も
違
法
と

判
断
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
た
だ
し
、
「
核
」
と
な
る
手
続
要
件
の
瑞
庇
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
処
分
が
明
ら
か
に
適
法
で

(
幻
)

そ
の
暇
庇
は
治
癒
さ
れ
な
い
。

あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
た
め
の
努
力
義
務
が
行
政
機
関
に
課
せ
ら
れ
、
こ
れ
を
果
た
せ
な
い
限
り
、

と
こ
ろ
で
、
手
続
保
障
の
「
核
」
に
該
当
す
る
要
件
か
否
か
は
、

も
ち
ろ
ん
そ
の
重
要
性
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
事
者

の
攻
撃
防
御
・
主
張
立
証
に
と
っ
て
重
要
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
既
に
述
べ
た
よ
う

北法46(1・67)67

に
、
裁
判
所
は
合
衆
国
退
去
強
制
処
分
に
つ
い
て
反
対
尋
問
の
機
会
の
保
障
と
代
理
人
依
頼
権
を
重
要
視
し
、

そ
の
点
で
の
手
続
の
取
庇
が

あ
る
処
分
に
つ
い
て
は
違
法
と
の
判
断
を
示
す
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
筆
者
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
手
続
要
件
の
遵
守

を
お
ろ
そ
か
に
す
る
と
争
点
に
関
す
る
正
確
な
認
定
判
断
が
困
難
と
な
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
手
続



説

の
も
つ
い
わ
ば
争
点
形
成
機
能
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

(
処
分
前
の
段
階
で
当
事
者
の
主
張
立
証
活
動
を
通
し
て
争
点
を
適
正
に
形
成
す
る

こ
と
に
よ
り
、
実
体
的
権
利
の
誤
っ
た
剥
奪
を
回
避
す
る
機
能
)

を
重
視
し
て
、
手
続
要
件
の
取
庇
と
取
消
事
由
と
を
リ
ン
ク
さ
せ
て
い
る

論

と
い
、
え
る
。

以
上
の
こ
と
は
わ
が
国
の
議
論
に
も
一
定
の
示
唆
を
与
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
手
続
の
暇
抗
の
す
べ
て
が
手
続
固
有
の
価

(

お

)

(

明

日

)

値
や
一
般
予
防
効
に
鑑
み
て
直
ち
に
取
消
原
因
も
し
く
は
無
効
原
因
と
な
る
と
の
立
場
に
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
何
ら
か
の
形
で
手
続
上

(ω) 

の
液
疲
が
取
消
原
因
壮
一
寸
を
構
成
す
る
場
合
を
限
定
す
る
ほ
か
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
手
続
要
件
の
も
つ
争
点
形
成
機
能
に
着
目
し
て
取
消
原

因
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
手
続
自
体
の
も
つ
機
能
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
検
討
に
値
す
る
も

(

幻

)

(

詑

)

の
を
含
ん
で
い
よ
う
。
特
に
、
争
点
形
成
の
中
心
(
当
事
者
の
主
張
立
証
・
攻
撃
防
御
の
中
心
)
と
な
る
手
続
の
取
庇
に
つ
い
て
は
、
実
体

(
お
)

的
な
判
断
の
可
変
性
と
は
関
わ
り
な
く
、
取
消
事
由
と
考
え
ら
れ
る
、
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
手
続
要
件
の
う
ち
の
い
ず
れ
が
手
続

保
障
の
「
核
」
と
さ
れ
る
べ
き
か
が
処
分
の
性
格
等
具
体
的
状
況
に
よ
り
異
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
こ
の
点
と
の
関
係
で
は
、
合
衆
国

移
民
法
に
お
い
て
代
理
人
依
頼
権
が
手
続
保
障
の
「
核
」

の
一
つ
と
さ
れ
る
所
以
が
、
処
分
の
相
手
方
た
る
外
国
人
が
退
去
強
制
法
制
度
を

よ
く
知
ら
な
か
っ
た
り
あ
る
い
は
語
学
能
力
に
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
留
意
さ
れ
て
然
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

[
手
続
保
障
の
価
値
]

本
稿
は
こ
れ
ま
で
、
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
が
用
い
て
い
る
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
枠
組
み
に
沿
い
な
が
ら
分
析
を
展
開
し
、

ま
た
裁
判
例
の
内
在
的
分
析
か
ら
手
続
保
障
の
あ
り
方
や
手
続
的
蝦
庇
の
効
果
の
問
題
に
つ
い
て
合
衆
国
移
民
法
の
分
野
で
一
不
さ
れ
て
い
る

特
徴
を
探
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
合
衆
国
裁
判
例
の
基
本
に
あ
る
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
観
1

1

す
な
わ
ち
一
定
の
実
体
的
権
利
利

益
の
誤
っ
た
剥
奪
の
回
避
と
い
う
目
的
を
達
す
る
手
段
と
し
て
の
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
(
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
手
段
的
価

(
担
)
(
お
)

値
)
|
|
に
対
し
て
は
、
手
続
保
障
そ
れ
自
体
が
固
有
の
目
的
を
も
っ
と
の
立
場
を
対
比
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
立
場
を
押
し
進
め
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る
と
、
手
続
的
取
庇
が
あ
れ
ば
す
べ
て
処
分
の
取
消
事
由
と
し
て
構
成
す
べ
き
と
の
結
論
に
も
行
き
着
き
得
る
。
こ
の
よ
う
な
立
論
は
ど
の

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

い
か
な
る
も
の
が
「
手
続
固
有
の
価
値
」
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
合
衆
国
に
お
い
て
も
行
政
手
続
保
障
と
の
関
係
で
い
く

(
お
)

っ
か
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
既
に
紹
介
し
て
お
い
た
。
就
中
、
右
の
価
値
と
し
て
「
人
間
の
尊
厳
」
に
言
及
す
る
見
解
が
あ
る

(

釘

)

(

お

)

こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
わ
が
国
で
も
同
様
の
趣
旨
と
み
ら
れ
る
見
解
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
行
政
手
続
に
つ
い
て
も
「
手
続
固
有

の
価
値
」
を
追
求
し
な
い
限
り
、
行
政
手
続
を
保
障
す
る
意
義
は
大
き
く
後
退
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
危
倶
は
あ
ろ
う
。
人
間
の
尊
厳
な

り
個
人
の
尊
厳
は
、
す
べ
て
の
人
権
保
障
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
行
政
手
続
の
保
障
も
こ
こ
に
基
盤
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な

手続的デュー・プロセス理論のー断面 (8・完)

い
か
な
る
場
合
に
い
か
な
る
手
続
が
行
政
の
事
前
手
続
保
障
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
か
に
つ
き
一
定

の
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
手
続
固
有
の
価
値
を
論
ず
る
意
義
は
、
な
ぜ
手
続
保
障
が
必

要
か
を
明
確
化
す
る
点
に
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
具
体
的
に
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
な
ぜ
、
あ
る
一
定
の
時
点
で
、
あ
る
一
定
の
手
続
を
保

障
す
る
こ
と
が
必
要
か
を
問
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
間
い
に
対
す
る
解
答
は
、
具
体
的
な
状
況
(
例
え
ば
行
政
手
続
と

(ω) 

の
関
係
で
は
事
前
に
エ
ラ
ー
を
回
避
す
る
必
要
性
|
|
こ
れ
を
考
え
る
際
に
ま
ず
念
頭
に
お
か
れ
る
べ
き
は
訴
訟
構
造
で
あ
ろ
う
|
|
や

ぃ
。
し
か
し
、

そ
の
種
の
議
論
か
ら
、

処
分
に
よ
り
剥
奪
さ
れ
る
利
益
の
重
要
性
(
裏
か
ら
い
え
ば
行
政
活
動
の
性
質
)
な
ど
と
い
っ
た
事
項
)
を
前
提
と
し
て
は
じ
め
て
可
能
と

な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
行
政
手
続
の
必
要
性
が
具
体
的
な
状
況
の
中
で
考
察
さ
れ
る
他
な
い
た
め
、
そ
の
必
要
性
や
手
続
要
件
の

(

ω

)

(

引
)

判
定
に
は
利
益
衡
量
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
も
し
あ
た
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
行
政
手
続
保
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障
に
つ
い
て
は
、
手
続
保
障
に
固
有
の
価
値
を
認
め
る
立
場
に
よ
る
こ
と
か
ら
直
ち
に
一
定
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い

(
必
)

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
行
政
手
続
の
保
障
は
手
段
的
な
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
そ
の
保
障
を
軽
視
し

て
も
よ
い
こ
と
に
も
な
る
ま
い
。
手
続
保
障
を
手
段
と
捉
え
る
に
せ
よ
固
有
の
目
的
と
捉
え
る
に
せ
よ
、
手
続
保
障
に
は
手
段
的
な
価
値
で



説

あ
れ
固
有
の
価
値
で
あ
れ
価
値
が
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
現
在
の
段
階
で
は
重
要
と
い
え
よ
う
。

北法46(1・70)70

論

手
続
的
暇
庇
の
効
果
と
取
消
事
由
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
手
続
保
障
に
固
有
の
価
値
を
た
と
え
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に

(
必
)

例
え
ば
す
べ
て
の
手
続
上
の
暇
庇
を
取
消
原
因
を
構
成
す
べ
き
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
を

考
え
る
際
に
は
手
続
保
障
の
利
益
と
取
消
回
避
の
利
益
と
の
比
較
衡
量
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
合
衆
国
退
去
強
制
法
を
め
ぐ
る
裁
判

例
は
右
の
比
較
衡
量
を
行
う
際
の
基
本
的
視
座
を
示
し
て
お
り
、

そ
れ
は
、
問
題
と
な
る
手
続
要
件
の
意
義
を
争
点
形
成
機
能
に
照
ら
し
て

判
定
し
、
争
点
形
成
機
能
の
中
核
と
な
る
手
続
要
件
の
暇
抗
を
原
則
と
し
て
取
消
原
因
と
す
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

* 
* 
* 
* 
* 

合
衆
国
で
は
こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
出
入
国
管
理
法
制
を
め
ぐ
り
多
く
の
裁
判
例
が
出
現
し
、
手
続
的
要
件
と
の
関
連
で
多
く
の

争
点
が
生
み
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
比
べ
て
わ
が
国
で
は
|
|
そ
も
そ
も
手
続
的
統
制
と
い
う
考
え
方
自
体
が
最
近
の
も
の
で
あ
る
が
|
|

(
付
)

出
入
国
管
理
法
を
め
ぐ
る
裁
判
例
が
多
く
な
い
。
し
か
し
、
裁
判
例
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
問
題
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。

(
必
)

わ
が
国
の
場
合
、
特
に
問
題
と
な
る
こ
と
は
審
査
、
口
頭
審
理
手
続
に
至
る
前
段
階
の
行
政
調
査
、
及
ぴ
口
頭
審
理
の
実
際
の
審
判
対
象
と

(

M

W

)

(

U

)

(

必
)

さ
れ
る
裁
量
的
救
済
に
対
す
る
統
制
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

(1)
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
第
一
部
第
二
章
第
一
節
及
び
第
二
節
参
照
。

(
2
)
第
一
部
第
二
章
参
照
。

(
3
)
例
え
ば

E
E
S
〈・

2
曲
目

g
門
戸
品
目
。
巴
・
ω
-
N
H
(

呂∞
N
)

判
決
は
、
具
体
的
に
当
該
事
案
で
課
せ
ら
れ
る
べ
き
手
続
要
件
を
決
す
る
こ
と
は

し
て
い
な
い
が
、
右
要
件
を
決
定
す
る
た
め
の
判
断
要
素
の
一
つ
と
し
て
、
相
手
方
の
利
益
状
況
が
合
衆
国
に
継
続
的
に
居
住
す
る
外
国
人
と

肉
質
か
否
か
を
挙
げ
て
い
る
。
従
っ
て
、
プ
ラ
ゼ
ン
シ
ア
判
決
で
問
題
と
な
っ
た
手
続
要
件
(
拙
稿
「
手
続
的
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
一

断
面
(
六
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
四
二
巻
五
号
二
二
五
一
頁
注
(
刊
)
(
口
)
(
一
九
九
二
)
参
照
)
が
退
去
強
制
手
続
に
近
い
形
で
規
定
さ
れ



手続的デュー・プロセス理論のー断面 (8・完)

る
可
能
性
も
高
い
。

(
4
)
拙
稿
「
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
一
断
面
(
五
)
」
『
北
大
法
学
論
集
』
四
二
巻
三
号
七
八
四
l
八
八
頁
(
一
九
九
二
)
参
照
。
い

わ
ゆ
る
「
再
入
国
」
処
分
手
続
に
も
、
ま
た
永
住
外
国
人
の
「
入
国
」
手
続
に
も
一
定
の
場
合
に
は
、
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
が

及
ぶ
可
能
性
が
あ
る
(
第
一
部
第
四
章
第
二
節
・
第
三
節
参
照
)
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
継
続
的
居
住
の
自
由
と
い
う
実
体
的
利
益
が
手
続
に

よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
の
中
心
な
い
し
少
な
く
と
も
不
可
欠
な
部
分
で
あ
る
こ
と
が
い
っ
そ
う
明
確
化
す
る
。

(
5
)
な
お
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
連
邦
議
会
の
移
民
規
制
権
限
と
司
法
審
査
」
『
北
大
法
学
論
集
』
三
四
巻
五
号
八
六
二
頁
以
下
(
一

九
八
四
)
参
照
。

(6)
芦
部
信
喜
『
憲
法
学
園
』
一
三
九
頁
(
一
九
九
四
)

(
7
)
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
福
岡
地
判
平
成
一
・
九
・
二
九
判
時
二
二
三

O
号
一
五
頁
の
知
き
立
論
は
、
か
か
る
権
利
侵
害
に
対
し
て
一
定
の

場
合
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
剥
奪
す
る
も
の
で
あ
り
、
松
井
茂
記
教
授
が
『
裁
判
を
受
け
る
権
利
』
(
一
九
九
三
)
で
強
調
さ
れ
る
裁
判
を
受
け

る
権
利
の
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
的
側
面
に
反
す
る
も
の
と
し
て
、
到
底
是
認
で
き
な
い
と
い
う
こ
・
と
に
な
る
。

(
8
)
例
え
ば
第
一
部
第
三
章
第
二
節
な
ど
参
照
。

(
9
)
-
z
ω
〈

-
F。唱。
N
玄

gι
。N
P
H
{
X
ω
・。
F
ω
品、可山
Y

品。∞

C
・∞
-
H
O
ω
N
-
∞
N
F
・何門日

N
色
寸
寸
∞
(
同
ゆ
∞
品
)

(
叩
)
裁
判
例
に
お
い
て
争
い
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
第
二
部
第
三
章
注
(
必
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
日
)
任
意
に
よ
ら
な
い
供
述
を
用
い
る
こ
と
が
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
に
反
す
る
と
す
る
例
な
ど
(
第
二
部
第
三
章
注
(
印
)
)
は
そ
の
典
型
例
で
あ

ろ
う
。
よ
り
一
般
的
に
は
、

E
m
〈
戸
岳
民
宮

2
円Hog-
怠
∞

C
-
∞・

5
ω
N・
5
印
。
(
呂
∞
品
)
で
連
邦
最
高
裁
は
、
「
第
四
修
正
そ
の
他
の
自
由
を

著
し
く
侵
害
す
る
行
為
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
基
本
的
公
正
の
理
念
に
反
す
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
」
と
説
示
し
て
い
る
。
刑
事
手
続
上

の
諸
原
則
が
第
五
修
正
に
流
し
込
ま
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
切
町
内
問
。
σ巾
「
門
的

3
・
b
s
O苓
ミ
gt月百円。
e
p
s
ミ一コ
H
G

包
h
芝

町。。言語師向』

S
白
b
も
ミ
白
江
主

$
3
s
h・
8
t弓
広
告
「
習
〈
'
H
O
E
-
H
O
ω
N
P
S
(
忌
∞
∞
)

(
ロ
)
拙
稿
・
前
掲
注

(
4
)
八
O
二
貝
及
び
八

O
六
頁
注
(
幻
)
等
参
照
。

(
日
)
他
方
わ
が
国
で
は
退
去
強
制
処
分
は
即
時
強
制
の
典
型
例
の
一
つ
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
人
身
の
自
由
と
い
う
人
権
に
対
す
る
重
大
な
侵

害
と
な
る
危
険
性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
行
政
の
行
為
形
式
の
中
で
は
、
刑
事
手
続
に
連
動
す
る
行
政
処
分
に
次
い
で
、
課
刑
手

続
と
類
似
す
る
性
質
を
帯
び
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
い
わ
ば
憲
法
三
一
条
と
の
距
離
は
行
政
処
分
の
中
で
は
相
当
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
従
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説

っ
て
退
去
強
制
処
分
に
限
っ
て
い
え
ば
、
刑
事
手
続
と
対
比
し
つ
つ
手
続
要
件
を
確
定
す
る
方
法
が
、
憲
法
三
一
条
の
位
置
や
文
言
に
即
し
た

も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
憲
法
三
一
条
の
立
法
過
程
で
の
議
論
や
文
言
か
ら
発
生
す
る
行
政
手
続
保
障
の
一
般
条
項
と
し

て
の
限
界
か
ら
、
直
ち
に
あ
る
行
政
決
定
が
憲
法
三
一
条
に
定
め
る
刑
事
手
続
と
ど
れ
だ
け
離
れ
て
い
る
か
と
い
う
議
論
を
一
概
に
「
不
毛
」

(
塩
野
宏
『
行
政
法

I
(第
二
版
)
』
二
二
八
頁
(
一
九
九
四
)
)
と
し
て
斥
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
も
っ
と
も
、
一
般
論

と
し
て
い
か
な
る
行
政
処
分
を
も
っ
て
刑
罰
類
似
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
妥
当
か
は
困
難
な
問
題
で
あ
り
、
例
え
ば
兼
子
仁
『
行

政
法
総
論
』
一
四
五
頁
(
一
九
八
三
)
は
「
義
務
違
反
を
理
由
に
国
民
の
法
益
を
剥
奪
な
い
し
そ
れ
に
準
じ
て
制
限
す
る
制
裁
的
行
政
処
分
」

が
こ
れ
に
当
た
る
と
さ
れ
る
が
、
見
解
の
一
致
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
)
。
行
政
決
定
に
適
正
手
続
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
根
拠
と
手
続
要
件
と

は
別
次
元
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
り
、
根
拠
論
と
は
別
に
、
憲
法
三
一
条
か
ら
の
距
離
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
手
続
要
件

を
考
え
る
の
が
有
効
な
行
政
活
動
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
現
行
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
を
み
る
と
、
違
反
調
査

に
つ
い
て
は
裁
判
官
の
許
可
を
得
て
臨
検
・
捜
索
・
押
収
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
三
二
条
一
項
)
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
権

侵
害
の
度
合
い
が
よ
り
強
く
人
身
の
自
由
に
対
す
る
拘
束
度
の
大
き
な
強
制
収
容
(
三
九
条
)
や
退
去
強
制
(
五
二
条
)
に
裁
判
官
の
令
状
が

不
要
と
さ
れ
て
い
る
点
に
は
、
阿
部
泰
隆
教
授
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
(
阿
部
泰
隆
『
行
政
の
法
シ
ス
テ
ム
(
下
)
』
四
四
五
頁
(
一
九
九

二
)
)
適
正
手
続
違
反
の
疑
い
が
強
い
。

(
H
)
第
一
部
第
二
章
第
二
節
参
照
。

(
日
)
第
一
部
第
三
章
第
二
節
参
照
。

(
日
)
拙
稿
・
前
掲
注

(
4
)
七
八
四
1
八
五
頁
(
一
九
九
二
)
参
照
。

(
げ
)
字
賀
克
也
「
ア
メ
リ
カ
の
行
政
手
続
|
|
行
政
手
続
法
研
究
会
「
中
間
報
告
」
と
の
比
較
を
中
心
と
し
て
|
|
(
上
)
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
九

七
六
号
四
六
頁
。

(
時
)
第
二
部
第
三
章
第
四
節
参
照
。

(
日
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
前
掲
注

(
4
)
七
八
七
頁
(
一
九
九
二
)
及
び
各
手
続
要
件
の
分
析
に
関
す
る
部
分
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
却
)
他
方
わ
が
国
で
は
、
公
正
取
引
委
員
会
の
準
司
法
的
手
続
を
裁
判
手
続
に
引
き
つ
け
て
理
解
し
た
上
で
公
正
取
引
委
員
会
の
審
判
に
つ
き
偏

見
排
除
原
則
の
適
用
を
認
め
た
(
古
城
誠
「
公
正
取
引
委
員
会
と
偏
見
排
除
原
則
」
『
公
正
取
引
』
五
二
四
号
三
七
頁
(
一
九
九
四
)
)
東
京
高

判
平
成
六
・
二
・
二
五
判
時
一
四
九
三
号
五
三
頁
が
あ
る
が
、
通
常
の
行
政
処
分
に
つ
き
こ
の
よ
う
な
発
想
が
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
。

論
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手続的デュー・プロセス理論のー断面(8・完)

(
幻
)
玄
〉
印
国
〉
者
-
∞

C
同
開
〉

cn同
〉
、
吋
目
。
』
己
的
吋
，

R
開

ω
(
円。∞
ω)

(
詑
)
松
井
・
前
掲
書
注

(
7
)

一
七
八
l
七
九
頁

(
お
)
争
点
の
形
成
・
確
定
の
た
め
に
行
政
機
関
の
職
権
に
よ
る
調
査
等
が
不
可
欠
で
あ
る
多
く
の
行
政
活
動
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
が
処
分
の

相
手
方
に
対
し
て
後
見
的
な
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
り
公
正
な
決
定
が
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
と
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
行
政
機
関

の
作
為
義
務
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
意
味
で
は
当
然
と
も
い
え
よ
う
。
争
点
形
成
機
能
と
、
職
権
主
義
・
当
事
者
主
義
の
問
題
と
、
こ
の

よ
う
な
行
政
庁
の
後
見
的
機
能
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
国
税
不
服
審
判
所
の
機
能
と
の
関
係
に
限
定
し
て
で
は
あ
る
が
、
南
博
方
「
国
税
不

服
審
判
所
の
創
設
期
の
回
顧
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
九
五
四
号
三

O
頁
(
一
九
九

O
)
が
示
唆
的
で
あ
る
。

(M)
社
会
保
障
給
付
に
つ
き
申
請
者
に
と
っ
て
必
要
な
情
報
を
行
政
庁
が
提
供
す
る
義
務
が
あ
る
と
す
る
宮
崎
良
夫
『
行
政
争
訟
と
行
政
法
学
』

三
六
三
l
六
四
頁
(
一
九
九
二
も
ま
た
行
政
機
関
の
手
続
上
の
作
為
義
務
を
認
め
る
考
え
方
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
お
)
同
様
の
発
想
が
わ
が
国
で
も
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
一
断
面
(
七
)
」
『
北
大
法
学

論
集
』
四
三
巻
六
号
一
四
六

O
頁
(
一
九
九
三
)
参
照
。

(
部
)
も
っ
と
も
こ
の
点
の
議
論
は
わ
が
国
で
熟
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
阿
部
・
前
掲
書
注
(
日
)
五
五
四
頁
。

(
幻
)
と
こ
ろ
が
、
近
年
の
裁
判
例
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
か
ら
離
れ
て
、
手
続
的
取
庇
の
存
在
か
ら
直
ち
に
処
分
の
違
法
性
を
導
き
出
そ

う
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
第
二
部
第
三
章
注
(
別
)
な
い
し
(
凶
)
及
び
そ
の
本
文
参
照
。

(
招
)
松
井
・
前
掲
書
注

(
7
)
九
七
1
八
頁
は
こ
の
立
場
を
示
唆
し
て
い
る
。

(
却
)
拙
稿
・
前
掲
注
(
お
)
一
四
五
九
l
六
O
頁

(
却
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
先
例
が
訴
訟
経
済
上
の
配
慮
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
原
田
尚
彦
「
行
政
手
続
の
意
味
」

『
法
学
教
室
』
一
一
一
一
人
号
二
九
頁
(
一
九
九
二
)
参
照
。
そ
の
結
果
実
体
法
へ
の
志
向
が
極
め
て
強
く
な
る
こ
と
は
研
究
会
「
行
政
手
続
法
(
第

五
回
)
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一

O
五
八
号
四
六
i
七
頁
(
一
九
九
四
)
で
の
中
込
秀
樹
判
事
の
発
言
に
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
立
場
を
肯
定

す
る
と
手
続
保
障
の
意
義
が
媛
小
化
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
実
体
法
の
世
界
か
ら
い
か
に
し
て
手
続
椴
抗
論
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が

ポ
イ
ン
ト
と
な
ろ
う
。
筆
者
は
小
早
川
光
郎
「
手
続
取
杭
に
よ
る
取
消
し
」
司
法
学
教
室
』
一
五
六
号
九
五
頁
(
一
九
九
三
)
で
示
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
「
手
続
に
液
庇
の
あ
る
処
分
が
(
中
略
)
取
り
消
さ
れ
る
べ
き
(
中
略
)
根
拠
は
基
本
的
に
は
、
手
続
の
破
抗
が
、
慎
重

公
正
に
な
さ
れ
る
べ
き
行
政
庁
の
実
体
的
判
断
形
成
に
影
響
し
て
処
分
の
実
体
を
査
め
る
、
あ
る
い
は
、
そ
う
で
あ
る
か
の
よ
う
な
疑
い
を
外
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説

部
に
対
し
て
生
ぜ
し
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
」
と
の
見
解
に
共
感
を
覚
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
歪

み
」
や
「
疑
い
」
は
核
と
な
る
手
続
要
件
に
つ
い
て
は
定
型
的
に
発
生
す
る
も
の
と
し
て
、
現
実
に
そ
れ
ら
が
発
生
し
な
く
て
も
、
常
に
取
消

事
由
と
構
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

(
泊
)
こ
の
考
え
方
は
、
一
見
す
る
と
、
手
続
の
中
で
処
分
の
相
手
方
が
適
切
な
主
張
立
証
を
行
う
こ
と
が
阻
害
さ
れ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
的
確
な

攻
撃
防
御
手
段
を
講
ず
る
機
会
を
実
質
的
に
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
手
続
上
の
違
法
が
取
消
事
由
に
な
る
と
の
考
え
方
に
類
似
し
て
い
る
(
そ
の

種
の
考
え
方
が
採
ら
れ
て
い
る
裁
判
例
と
し
て
、
行
政
不
服
審
査
と
い
う
行
政
争
訟
手
続
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
国
税
通
則
法
九
六
条
二
項
に

規
定
さ
れ
て
い
る
審
査
請
求
人
の
閲
覧
請
求
に
対
す
る
拒
否
が
、
審
査
裁
決
を
取
り
消
す
べ
き
違
法
事
白
に
当
た
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
東
京

地
判
平
成
四
・
三
・
一
人
判
時
一
四
一
二
号
六

O
頁
等
が
あ
る
)
が
、
争
点
形
成
機
能
の
中
心
に
当
た
る
手
続
の
取
庇
に
つ
い
て
は
、
実
体
判

断
へ
の
影
響
の
有
無
と
は
あ
る
程
度
離
れ
て
(
合
衆
国
移
民
法
の
裁
判
例
が
完
全
に
実
体
判
断
と
離
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
既
述
の

通
り
で
あ
る
)
、
取
消
事
由
と
構
成
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
い
え
よ
う
。

(
沼
)
重
大
な
手
続
上
の
取
抗
で
あ
れ
ば
取
消
原
因
(
な
い
し
無
効
原
因
)
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
(
塩
野
宏
『
行
政
法

I
』
二
二
四
頁
(
一

九
九
二
。
同
『
行
政
法

I
(第
二
版
)
』
二
六
七
1
八
頁
(
一
九
九
四
)
も
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
)
し
、

重
大
な
暇
庇
と
は
、
相
手
方
の
権
利
保
障
の
た
め
の
重
大
な
要
素
で
あ
る
手
続
(
告
知
・
聴
聞
)
の
取
抗
を
指
す
(
田
村
悦
一
「
行
政
手
続
履

践
の
不
公
正
と
処
分
の
取
消
事
由
」
鈴
木
忠
一
・
三
ヶ
月
章
監
修
『
実
務
民
事
訴
訟
講
座
8
行
政
訴
訟

I
』
一
七
七
頁
(
一
九
八
二
)
と
い
え

よ
う
が
、
筆
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
争
点
形
成
の
中
心
と
な
る
手
続
が
相
手
方
の
権
利
保
障
の
た
め
の
重
大
な
手
続
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
お
)
こ
の
発
想
が
わ
が
国
の
裁
判
例
で
も
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
前
掲
注
(
出
)
に
挙
げ
た
閲
覧
請
求
の
例
に
関
し
て
は
、
正
当

な
理
由
の
な
い
閲
覧
拒
否
を
直
ち
に
審
査
裁
決
の
取
消
事
由
と
す
る
大
阪
地
判
昭
和
五
五
・
六
・
二
七
判
時
九
八
五
号
七
三
頁
な
ど
は
こ
の
よ

う
な
考
え
方
を
採
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
れ
が
事
後
の
行
政
争
訟
手
続
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
留
意
を
要
す
る
。

(
鈍
)
寸
呂
田
戸
〉
玄
何
回
出
。
〉
Z
(
U
O
Z的
、
『

3
C
4
5
2〉
F

F
〉
者
。
。
。

j
A山、
吋

(
N門
戸

E-Hmw
∞∞)・

(
お
)
松
井
・
前
掲
書
注

(
7
)
は
こ
れ
を
強
調
さ
れ
る
。
特
に
九
一

l
二
頁
、
九
七
l
八
頁
な
ど
参
照
。
棟
居
快
行
「
憲
法
と
行
政
手
続
法
」
ジ

ュ
リ
一

O
三
九
号
三
九
1
四
O
頁
(
一
九
九
四
)
は
、
松
井
教
授
の
「
統
合
的
な
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
」
を
引
き
合
い
に
出
し
つ
つ
、
行

政
手
続
の
権
利
形
成
機
能
、
あ
る
い
は
人
権
の
形
成
過
程
と
し
て
行
政
手
続
を
考
え
得
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。

(
指
)
拙
稿
「
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の
一
断
面
会
乙
」
『
北
大
法
学
論
集
』
四

O
巻
四
号
八
七
頁
注

(
9
)
参
照
。

論

北法46(1・74)74



(
村
山
)
宮

Z
E
-戸
U
C明

2
0
2
m
m
-
Z
4
E
〉ロ

E
Z訪
日
一
〉

-2〈開
ω、
HJZ開
(
早
∞
印
)
'
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
・
同
右
を
参
照
さ
れ
た
い
。
た
だ
し
、

そ
の
内
容
は
限
定
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
マ
シ
ョ

l
の
同
著
書
に
関
す
る
松
井
茂
記
教
授
の
書
評
(
『
ア
メ
リ
カ
法
』
一
九
八
七
年
三

O
九

頁
以
下
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
詔
)
佐
藤
幸
治
『
憲
法
(
第
三
版
)
』
四
六
二
頁
(
一
九
九
五
)
。
ま
た
、
こ
こ
に
収
数
さ
せ
る
発
想
が
み
ら
れ
る
点
で
は
奥
平
康
弘
「
人
権
体
系

及
び
内
容
の
変
容
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
六
三
八
号
二
四
八

1
五
O
頁
(
一
九
七
七
)
、
下
山
瑛
二
『
人
権
と
行
政
救
済
法
』
一
四
四
l
四
五
頁
(
一

九
七
九
)
も
同
じ
と
い
え
よ
う
。
根
拠
論
に
み
ら
れ
る
塩
野
教
授
や
高
田
敏
教
授
ら
の
い
わ
ゆ
る
手
続
的
法
治
国
論
の
見
解
も
類
似
し
て
い
る

こ
と
は
佐
藤
・
同
書
四
六
四
頁
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
鈎
)
こ
の
点
で
訴
訟
構
造
と
行
政
手
続
保
障
と
の
関
連
性
は
大
き
な
も
の
と
な
る
。
例
え
ば
わ
が
国
で
は
、
処
分
を
争
う
行
政
争
訟
が
提
起
さ
れ

て
い
る
聞
は
処
分
の
効
力
が
発
生
し
な
い
と
い
う
制
度
が
と
ら
れ
て
お
ら
ず
、
執
行
不
停
止
原
則
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
行
政
手
続
保

障
の
必
要
性
を
高
め
る
要
素
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
字
賀
克
也
『
行
政
手
続
法
の
解
説
〈
改
訂
版
〉
』
一
七
l
八
頁
(
一
九
九
四
)
。

(
的
)
こ
の
必
要
性
を
例
え
ば
松
井
・
前
掲
書
注

(
7
)
も
ま
た
否
定
し
て
い
な
い
。

(
引
)
従
っ
て
ま
た
、
筆
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
行
政
活
動
に
行
政
手
続
が
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
場
合
に

よ
っ
て
は
ま
っ
た
く
事
前
手
続
が
不
要
と
さ
れ
る
行
政
活
動
も
認
め
ら
れ
よ
う
。

(
位
)
根
拠
論
が
不
毛
で
あ
る
と
の
指
摘
(
前
掲
注
(
日
)
参
照
)
は
こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
言
い
当
て
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
研
究
会
「
行
政

手
続
法
〈
第
3
回
〉
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一

O
五
四
号
五
一
頁
(
一
九
九
四
)
で
の
塩
野
宏
教
授
の
発
言
参
照
。

(
日
)
拙
稿
・
前
掲
注
(
お
)
一
四
五
九
i
六
O
頁
(
一
九
九
三
)
。

(
H
H
)

わ
が
国
の
問
題
と
考
え
ら
れ
る
点
と
し
て
例
え
ば
拙
稿
・
前
掲
注

(
4
)
八
O
七
頁
注
(
犯
)
、
拙
稿
「
手
続
的
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
理
論
の

一
断
面
(
こ
」
『
北
大
法
学
論
集
』
四

O
巻
三
号
五
六
七
頁
注
(

6

)

(

一
九
九

O
)
参
照
。
そ
の
他
鬼
束
忠
則
「
外
国
人
退
去
強
制
手
続
き
の

実
態
」
『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
四
八
二
号
四
六
頁
(
一
九
九
五
)
以
下
及
び
本
多
滝
夫
「
入
国
管
理
法
制
度
の
手
続
き
及
び
現
行
法
上
の
問
題
」
同

誌
同
号
五
一
頁
以
下
に
も
い
く
つ
か
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
考
え
る
際
に
も
合
衆
国
で
の
議
論
で
参
考
と
な
る
点
は
多
い
。

(
羽
)
こ
こ
に
か
な
り
の
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
小
野
幸
治
H
竹
村
二
三
夫
編
『
外
登
証
常
時
携
帯
制
度
と
人
権
侵
害
』
一
一
一
一

頁
以
下
(
小
野
幸
治
執
筆
)
参
照
(
一
九
八
七
)
。

(
必
)
法
務
省
出
入
国
管
理
局
編
『
出
入
国
管
理
の
回
顧
と
展
望
』

手続的デュー・プロセス理論のー断面(8・完)

一
五
二

l
五
三
頁
(
一
九
八

O
)
参
照
。
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説

(
訂
)
問
題
の
一
端
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
座
談
会
「
入
国
管
理
の
現
状
と
外
国
人
の
就
労
問
題
」
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』

夫
教
授
の
発
言
)
(
一
九
八
七
)
参
照
。

(
組
)
既
に
宮
川
成
雄
「
退
去
強
制
手
続
の
司
法
審
査
(
一
)
(
一
乙
」
『
同
志
社
法
学
』
三
五
巻
六
号
七

O
頁
(
一
九
八
四
)

号
二
ハ
八
頁
(
一
九
八
五
)
以
下
が
あ
る
。

論

八
七
七
号
一
八
頁
(
園
部
逸

以
下
、
三
六
巻
一
・
二
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